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きみ
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きょう
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まつ

山
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けい

務
む

所
しょ

で受刑者
じゅけいしゃ

として生
せい

活
かつ

することになりました。 
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きみ

たちが、それぞれの収 容
しゅうよう

期
き

間
かん

中
ちゅう
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しん

身
しん

ともに健
すこ

やかに過
す

ごし、人格
じんかく

を高
たか

め、善
ぜん

良
りょう

な

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として 出
しゅっ

所
しょ

することを期
き

待
たい

し、当所
とうしょ

ではそれに必
ひつ

要
よう

な処
しょ

遇
ぐう

を 行
おこな

っています。 

   この「所内
しょない

生活
せいかつ

の 心
こころ

得
え

」は君
きみ

たちが当
とう

所
しょ

に 収
しゅう

容
よう

されている 間
あいだ

、知
し

っていなければならな

いことや、守
まも

らなければならないことをまとめたものです。これをよく読
よ

み、当
とう

所
しょ

の生
せい

活
かつ

や指
し

導
どう

内
ない

容
よう

をよく理
り

解
かい

し、秩序
ちつじょ

正
ただ

しい毎日
まいにち

を送
おく

り、健全
けんぜん

な社
しゃ

会
かい

人
じん

となるよう 心
こころ

掛
が

けなさい。 
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こころ

構
がま
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   収 容
しゅうよう

生活
せいかつ

では、法令
ほうれい

により自由
じゆう

が制限
せいげん

されます。そのため、いろいろな点
てん

で不
ふ

自
じ

由
ゆう

を感
かん

じ

るでしょうし、また、多
おお

くの人
ひと

たちと共 同
きょうどう

生
せい

活
かつ

をする 間
あいだ

には、面
おも

白
しろ

くないことが起
お

きるか

もしれません。そのようなときには、すぐに腹
はら

を立
た

てて口論
こうろん

やけんかをしたりせず、今
いま

一
いち

度
ど

、

自
じ

分
ぶん

の立
たち

場
ば

を振
ふ

り返
かえ

り、過
あやま

ちを犯
おか

すことなく、あらゆる困難
こんなん

に打
う

ち勝
か

つよう努
ど

力
りょく

しなさい。     

目
め

先
さき

のことばかりにとらわれたり、不
ふ

満
まん

を抱
いだ
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じ

分
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の修 養
しゅうよう

のために少
すこ

しでも向
こう

上
じょう
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まい

日
にち

の生
せい

活
かつ

を 心
こころ

掛
が

けなさい。 
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ではどうにもならない心
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配
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なや
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しょく

員
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に相
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談
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して解決
かいけつ

を図
はか

るようにしなさい。 
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とく

に、所
しょ

内
ない

の生
せい

活
かつ

は、別
べつ

に定
さだ

める「松
まつ

山
やま

刑
けい

務
む

所
しょ

受
じゅ

刑
けい

者
しゃ

遵 守
じゅんしゅ

事
じ

項
こう

」のほか、この 心
こころ

得
え

に

従
したが

って、無事
ぶ じ

に受刑
じゅけい

し、健全
けんぜん

な社
しゃ

会
かい

人
じん

として出 所
しゅっしょ

してください。 

   なお、所内
しょない

の規
き

則
そく

は、君
きみ

たちが互
たが

いに平穏
へいおん

かつ安全
あんぜん

で秩
ちつ

序
じょ

ある生活
せいかつ

を 営
いとな

み、そして、適正
てきせい

な処
しょ

遇
ぐう

を受
う

けるために設
もう

けられたものであることを理
り

解
かい

して、自
みずか

ら規
き

則
そく

を守
まも

るように努
つと

めな

さい。 

 基
き

本
ほん

的
てき

心
こころ

得
え

 

１ 職 員
しょくいん

はもとより、被
ひ

収容者間
しゅうようしゃかん

においても、常
つね

に礼儀
れいぎ

正
ただ

しく、乱暴
らんぼう

な言葉
ことば

や下
げ

品
ひん

な言
こと

葉
ば

を

使
つか

ったり他
た

人
にん

に迷
めい

惑
わく

をかけたりしてはいけません。 

２ 服装
ふくそう

は常
つね

に正
ただ

し、不
ふ

体
てい

裁
さい

な身
み

なりをしてはいけません。 

３ 職 員
しょくいん

の指示
し じ

・指
し

導
どう

には素
す

直
なお

に 従
したが

うとともに、被
ひ

収
しゅう

容
よう

者
しゃ

間
かん

においても常
つね

に謙
けん

虚
きょ

な態
たい

度
ど

で

接
せっ

しなさい。 

４ 被
ひ

収
しゅう

容
よう

者
しゃ

間
かん

において、更生
こうせい

の 妨
さまた

げ又
また

は犯罪
はんざい

を助 長
じょちょう

するような会話
かいわ

をしてはいけません。 

５ いろいろ問題
もんだい

が起
お

きたり、時
とき

には思
おも

わぬ被害
ひがい

を受
う

けることがありますので、自分
じぶん

の事件
じけん

のこ

と、住 所
じゅうしょ

、家族
かぞく

のことなどを他
た

の人
ひと

に教
おし

えてはいけません。 

６ 自
じ

殺
さつ

、逃走
とうそう

又
また

は火
か

災
さい

その他
た

異
い

常
じょう

な 状 況
じょうきょう

を知
し

ったときは、直
ただ

ちに職 員
しょくいん

に知
し

らせなさい。 

７ 願
ねが

い事
ごと

は、口頭
こうとう

又
また

は願箋
がんせん

により、 行
おこな

いなさい。 
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第
だい

３ 1日
にち

の生活
せいかつ

 

 １ 起
き

居
きょ

動
どう

作
さ

 

毎日
まいにち

の生活
せいかつ

は、原則
げんそく

として次
つぎ

の動
どう

作
さ

時
じ

限
げん

に 従
したが

って生活
せいかつ

しなさい。 

  ⑴ 平日
へいじつ

 

動
どう

 作
さ

 時
じ

 刻
こく

 号
ごう

 音
おん

 備
び

  考
こう

 

起
き

 床
しょう

 ６：５０ チャイム  

朝
あさ

点検
てんけん

 ７：００   

朝
ちょう

 食
しょく

 ７：１０   

出
しゅつ

 室
しつ

 ７：３５  注
ちゅう

 ウ 

始
し

 業
ぎょう

 ７：５０  注
ちゅう

 ウ 

午前
ごぜん

休 憩
きゅうけい

 
１０：００ 

１０：１０ 
チャイム 注

ちゅう

 ウ 

昼 食
ちゅうしょく

（休 憩
きゅうけい

） 
１２：００ 

１２：３０ 
チャイム  

午後
ご ご

休 憩
きゅうけい

 
１４：３０ 

１４：４０ 
チャイム 注

ちゅう

 ウ 

終
しゅう

 業
ぎょう

 １６：３０ チャイム 注
ちゅう

 ウ 

夕
ゆう

点検
てんけん

 １６：４５   

夕
ゆう

 食
しょく

 １７：００   

余暇
よ か

時
じ

間
かん

 

（仮
かり

就
しゅう

寝
しん

） 

１７：３０ 

（１８：００） 

 

（チャイム） 
 

就
しゅう

 寝
しん

 ２１：００ 就 寝
しゅうしん

音楽
おんがく

 （減
げん

灯
とう

） 

  ⑵ 作業
さぎょう

を行
おこな

わない日
ひ

（以下
い か

「作業
さぎょう

休日
きゅうじつ

」という。） 

動
どう

 作
さ

 時
じ

 刻
こく

 号
ごう

 音
おん

 備
び

  考
こう

 

起
き

 床
しょう

 ７：３０ チャイム  

朝
あさ

点検
てんけん

 ７：４０   

朝
ちょう

 食
しょく

 ７：５０   

室内
しつない

体操
たいそう

 １０：００ 音
おん

 楽
がく

  

昼
ちゅう

 食
しょく

 １２：００   

室
しつ

内
ない

体操
たいそう

 １５：１５ 音
おん

 楽
がく
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夕
ゆう

 食
しょく

 １６：００   

夕
ゆう

点検
てんけん

 １６：３０   

仮
かり

就
しゅう

寝
しん

 １８：００ チャイム   

就
しゅう

 寝
しん

 ２１：００ 就 寝
しゅうしん

音楽
おんがく

 （減
げん

 灯
とう

） 

  （ 注
ちゅう

） 

    ア この動作
どうさ

時限
じげん

は、チャイム又
また

は職 員
しょくいん

の号令
ごうれい

による。 

    イ 日 常
にちじょう

の諸
しょ

動
どう

作
さ

は全
すべ

て職 員
しょくいん

の指示
し じ

に 従
したが

い、きびきびした動
どう

作
さ

で行動
こうどう

しなさい。 

    ウ 出 室
しゅつしつ

、始
し

業
ぎょう

及
およ

び 終
しゅう

業
ぎょう

時
じ

間
かん

については、この動
どう

作
さ

時
じ

限
げん

表
ひょう

の時
じ

刻
こく

を基
き

準
じゅん

とする。 

      なお、運動
うんどう

実施
じっし

時間
じかん

により、午前
ごぜん

、午後
ご ご

どちらかの休 憩
きゅうけい

は実施
じっし

しない。 

 ２ 動
どう

作
さ

要
よう

領
りょう

 

それぞれの動
どう

作
さ

については、次
つぎ

のことをよく守
まも

って機
き

敏
びん

に行
こう

動
どう

しなさい。 

⑴ 起
き

床
しょう

 

ア 起
き

床
しょう

の合
あい

図
ず

ですぐ起
お

きて、寝
しん

具
ぐ

や室
しつ

内
ない

備
び

品
ひん

を定
さだ

められた位置
い ち

に整頓
せいとん

しなさい。 

イ 洗面
せんめん

は、他
た

人
にん

の迷
めい

惑
わく

にならないよう 順
じゅん

序
じょ

よく 行
おこな

いなさい。また、水
みず

を無
む

駄
だ

使
づか

いして

はいけません。 

ウ 居
きょ

室
しつ

掃
そう

除
じ

は、各
かく

自
じ

で 行
おこな

いなさい。共
きょう

同
どう

室
しつ

ではお互
たが

いに決
き

められた役割
やくわり

を 協 力
きょうりょく

して

行
おこな

いなさい。 

  ⑵ 人
じん

員
いん

点
てん

検
けん

 

    点検
てんけん

は、被
ひ

収
しゅう

容
よう

者
しゃ

の人
じん

員
いん

と心身
しんしん

の状 態
じょうたい

などを調
しら

べるためであり、次
つぎ

の点
てん

に注意
ちゅうい

して

礼
れい

儀
ぎ

正
ただ

しく受
う

けるようにしなさい。 

ア 「点
てん

検
けん

用
よう

意
い

」の号令
ごうれい

で 話
はなし

をやめ、服装
ふくそう

を正
ただ

し、定
さだ

められた点検
てんけん

位置
い ち

（別紙
べっし

参 照
さんしょう

）で

扉
とびら

に向
む

かって姿勢
しせい

を正
ただ

し正座
せいざ

又
また

は安
あん

座
ざ

しなさい。 

イ 「点検
てんけん

」の号令
ごうれい

の後
あと

、「〇〇 室
しつ

、番号
ばんごう

」の号令
ごうれい

で 共
きょう

同
どう

室
しつ

においては、席 順
せきじゅん

に、朝
あさ

点検
てんけん

は通
とお

し番号
ばんごう

、夕
ゆう

点検
てんけん

は 称
しょう

呼
こ

番
ばん

号
ごう

を、単
たん

独
どく

室
しつ

においては、常
つね

に 称
しょう

呼
こ

番
ばん

号
ごう

をはっき

り言
い

いなさい。 

ウ 自分
じぶん

の居室
きょしつ

の点検
てんけん

が終
お

わっても「点検
てんけん

終 了
しゅうりょう

」の号令
ごうれい

があるまでは、そのままの姿
し

勢
せい

でおり、 話
はなし

をしたり、立
た

ち上
あ

がってはいけません。 

エ 工 場
こうじょう

や室外
しつがい

の点検
てんけん

は、職 員
しょくいん

の号令
ごうれい

により速
すみ

やかに整列
せいれつ

して、番号
ばんごう

をはっきり言
い

い

なさい。 

⑶ 食事
しょくじ

 

ア  食事
しょくじ

は、健康
けんこう

を保
たも

つために、好
す

き嫌
きら

いをせずに食
た

べましょう。 

イ  食事
しょくじ

は、定
さだ

められた場
ば

所
しょ

（別紙
べっし

参 照
さんしょう

）で定
さだ

められた時
じ

間
かん

に食
た

べなさい。 

ウ  食
た

べ物
もの

や飲物
のみもの

は、他
た

の人
ひと

に譲
ゆず

ったり、他
た

の人
ひと

からもらったりしてはいけません。 

エ 理由
りゆう

なく食事
しょくじ

を食
た

べないことはいけないが、食 欲
しょくよく

がないなど食
た

べられなかったときは、

洗面所
せんめんじょ

や便器
べんき

に捨
す

てたりせず、 食
しょく

事
じ

時
じ

間
かん

が終
お

わってから提 出
ていしゅつ

しなさい。 

⑷ 清掃
せいそう
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食事
しょくじ

が終
お

わったら、室内
しつない

の私物
しぶつ

や備
び

品
ひん

などを決
き

められた位置
い ち

に整理
せいり

整
せい

頓
とん

しなさい。 

  ⑸ 出 室
しゅつしつ

 

ア 「出 室
しゅつしつ

用意
ようい

」の号令
ごうれい

で 話
はなし

をやめ、服装
ふくそう

を正
ただ

し、扉
とびら

を背
せ

にして点検
てんけん

位置
い ち

に安座
あんざ

しなさ

い。 

イ 職 員
しょくいん

の指示
し じ

に 従
したが

って順 序
じゅんじょ

よく出 室
しゅつしつ

しなさい。 

ウ 歩
ほ

行
こう

中
ちゅう

は、次
つぎ

のことを守
まも

りなさい。 

(ア) 話
はなし

をしたり、脇
わき

見
み

をしないこと。 

(イ) 職 員
しょくいん

の指示
し じ

・号令
ごうれい

に 従
したが

い、走
はし

ったり、前
まえ

の人
ひと

を追
お

い越
こ

したり、のろのろ歩
ある

いたり、

立
た

ち止
ど

まったり、後方
こうほう

へ引
ひ

き返
かえ

したりしないこと。 

(ウ) 整然
せいぜん

と歩
ほ

行
こう

し、他
た

人
にん

の身
しん

体
たい

に触
ふ

れたり、肩
かた

をいからせるなど、不
ふ

自
し

然
ぜん

な歩
ある

き方
かた

をし

ないこと。 

(エ) 他
た

の人
ひと

の居室
きょしつ

をのぞいたり、他
た

の人
ひと

に合図
あいず

をしたり、話
はな

し掛
か

けたりしないこと。 

(オ) 作業
さぎょう

を終
お

わって入 室
にゅうしつ

するときや、体
たい

育
いく

館
かん

などへの出 入 室
しゅつにゅうしつ

も同
おな

じ要 領
ようりょう

で行動
こうどう

すること。 

  ⑹ 身体
しんたい

検査
けんさ

 

ア 身体
しんたい

検査
けんさ

は、更衣室
こういしつ

やその他
た

の場
ば

所
しょ

で必要
ひつよう

なときに 行
おこな

うので、職 員
しょくいん

の指示
し じ

に 従
したが

いな

さい。 

イ 更衣室
こういしつ

では脱
ぬ

いだ衣類
いるい

を特定
とくてい

の場所
ばしょ

に正
ただ

しく掛
か

け、着
き

替
が

えは速
すみ

やかに 行
おこな

い、交談
こうだん

しな

いこと。 

  ⑺ 始
し

業
ぎょう

 

    「作
さ

業
ぎょう

始
はじ

め」の合
あい

図
ず

があったら、決
き

められた手
て

順
じゅん

に 従
したが

ってすぐに作
さ

業
ぎょう

に取
と

り掛
か

かりな

さい。 

  ⑻ 休 憩
きゅうけい

 

    休 憩
きゅうけい

は、決
き

められた場
ば

所
しょ

で 行
おこな

いなさい。 

    なお、これらの前後
ぜんご

には点呼
てんこ

をとるから、合図
あいず

があったら、速
すみ

やかに集 合
しゅうごう

しなさい。 

  ⑼ 用便
ようべん

 

ア 工 場
こうじょう

で便所
べんじょ

に行
い

くときは、職 員
しょくいん

の許可
きょか

を受
う

けなければなりません。 

イ 便所
べんじょ

は、水洗式
すいせんしき

であるので、ちり紙
がみ

以
い

外
がい

の紙
かみ

や異
い

物
ぶつ

を便所
べんじょ

に流
なが

してはいけません。 

ウ 用
よう

便
べん

以
い

外
がい

の目的
もくてき

で便
べん

所
じょ

に入
はい

ったり、他
た

人
にん

を誘
さそ

ったり、定
さだ

められた人数
にんずう

を超
こ

えて便所
べんじょ

に入
はい

ってはいけません。 

  ⑽ 終 業
しゅうぎょう

 

ア 「作業
さぎょう

やめ」の合図
あいず

があったら、作
さ

業
ぎょう

をやめ、機
き

械
かい

等
とう

を操
そう

作
さ

しているときは、周囲
しゅうい

の

安全
あんぜん

をよく確認
かくにん

した上
うえ

で、決
き

められた手順
てじゅん

に 従
したが

ってやめなさい。 

イ 作業用
さぎょうよう

器具
き ぐ

は、これを全部
ぜんぶ

そろえて、点検
てんけん

を受
う

けなさい。 

ウ 職 員
しょくいん

の指示
し じ

で 周
しゅう

囲
い

を片付
かたづ

け、きれいに掃
そう

除
じ

をしなさい。 

エ  服装
ふくそう

を 整
ととの

えて 終 業
しゅうぎょう

点検
てんけん

を受
う

け、静
しず

かに待
ま

ちなさい。 

  ⑾ 余
よ

暇
か

時
じ

間
かん

 

ア 夕
ゆう

点検後
てんけんご

から午後
ご ご

９時
じ

までは余暇
よ か

時間
じかん

として自
じ

由
ゆう

に過
す

ごすことができますが、学
がく

習
しゅう

、

読書
どくしょ

、囲碁
い ご

、将
しょう

棋
ぎ

をしたり、テレビ･ラジオ放送
ほうそう

を聴 取
ちょうしゅ

したりして有
ゆう

意
い

義
ぎ

に過
す

ごしなさ

い。 
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イ 学 習
がくしゅう

したり、読書
どくしょ

する人
ひと

の迷惑
めいわく

にならないようにテレビの音
おん

量
りょう

に気
き

をつけ、また大声
おおごえ

で話
はな

してはいけません。 

ウ この時
じ

間
かん

に、所内
しょない

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な事
じ

項
こう

や教 養
きょうよう

に関
かん

する放送
ほうそう

がある場合
ばあい

は、静
しず

かにしな

さい。 

  ⑿ 就 寝
しゅうしん

 

   ア 午後
ご ご

６時
じ

から就 寝
しゅうしん

してもよいので、休
やす

みたい人
ひと

は、その合
あい

図
ず

があったら、布
ふ

団
とん

を決
き

め

られた位置
い ち

に敷
し

いて休
やす

みなさい。 

   イ 敷
し

いた布
ふ

団
とん

の上
うえ

で囲碁
い ご

、将棋
しょうぎ

をしたり、 机
つくえ

を置
お

いて筆記
ひっき

したりしてはいけません。 

   ウ 午後
ご ご

９時
じ

からは、減灯
げんとう

となり、ラジオ放送
ほうそう

も終
お

わるので、読書
どくしょ

、会話
かいわ

などの一切
いっさい

の行為
こうい

をやめて、静
しず

かに就 寝
しゅうしん

し、明日
あした

への活動
かつどう

に備
そな

えなさい。 

   エ 寝
ね

る前
まえ

に、本
ほん

、脱
ぬ

いだ衣
い

類
るい

、座
ざ

布
ぶ

団
とん

などを決
き

められた位置
い ち

にきちんと置
お

き、決
き

められた

位置
い ち

（別紙
べっし

参 照
さんしょう

）で就 寝
しゅうしん

しなさい。 

   オ 他
た

人
にん

の寝
ね

床
どこ

に入
はい

ったり、職 員
しょくいん

から見
み

えない場
ば

所
しょ

で寝
ね

たり、布
ふ

団
とん

を顔
かお

までかぶったりし

てはいけません。 

   カ 定
さだ

められた衣
い

類
るい

で寝
ね

なさい。 

   キ 便所
べんじょ

の出
で

入
い

り、その他
た

夜
や

間
かん

の行動
こうどう

は静
しず

かに 行
おこな

い、他人
たにん

の安眠
あんみん

を妨害
ぼうがい

してはいけませ

ん。 

   ク 起床
きしょう

の合図
あいず

がないのに、布
ふ

団
とん

を片付
かたづ

けたりしてはいけません。 

 ３ 居室
きょしつ

生活
せいかつ

 

  ⑴ 掃除
そうじ

、整
せい

頓
とん

は、居室
きょしつ

にいる者
もの

の責任
せきにん

であるから指示
し じ

されたとおり、いつも清潔
せいけつ

にしてお

きなさい。 

  ⑵ 居室
きょしつ

では、指定
してい

された場所
ばしょ

に座
すわ

りなさい（別紙
べっし

参 照
さんしょう

）。布
ふ

団
とん

等
とう

に寄
よ

りかかったり、布
ふ

団
とん

や

毛
もう

布
ふ

を座
ざ

布
ぶ

団
とん

がわりに使
し

用
よう

したり、また、許
きょ

可
か

なく横
よこ

になってはいけません。 

  ⑶ 職 員
しょくいん

に用
よう

事
じ

があるときは、報
ほう

知
ち

器
き

を下
お

ろし、静
しず

かに職 員
しょくいん

が来
く

るのを待
ま

ちなさい。職 員
しょくいん

を大声
おおごえ

で呼
よ

んだり、 扉
とびら

や窓
まど

などをたたいたりしてはいけません。 

  ⑷ 食
しょく

事
じ

の 準
じゅん

備
び

、洗面
せんめん

、用便
ようべん

など用
よう

があるとき以
い

外
がい

は、不
ふ

必
ひつ

要
よう

に立
た

ったり、歩
ある

いたりして

はいけません。 

  ⑸ 窓
まど

や洗面台
せんめんだい

に登
のぼ

ったり、窓
まど

辺
べ

に衣
い

類
るい

やタオルを掛
か

けたり、また、窓
まど

から紙
かみ

くずなどを投
な

げ捨
す

てたりしてはいけません。 

  ⑹ 許
きょ

可
か

なく物
もの

を持
も

ち込
こ

んだり、隠
かく

したりしてはいけません。 

  ⑺ 照 明
しょうめい

器具
き ぐ

や水道
すいどう

栓
せん

にいたずらしたり、水
みず

を無駄
む だ

に使用
しよう

してはいけません。また、便所
べんじょ

は

いつも清潔
せいけつ

にしておき、決
き

められた紙
かみ

以
い

外
がい

のものを使
し

用
よう

したり、物
もの

を流
なが

してはいけません。 

  ⑻ 会話
かいわ

が許
ゆる

されている時
じ

間
かん

であっても他
た

人
にん

の学 習
がくしゅう

、読書
どくしょ

、ラジオ聴 取
ちょうしゅ

などの 妨
さまた

げになる

ような大声
おおごえ

で話
はな

したり、ふざけたり、その他
た

騒々
そうぞう

しい音
おと

をたてたりしてはいけません。 

  ⑼ 他人
たにん

と物
もの

の貸
か

し借
か

りや物
もの

の授受
じゅじゅ

をしてはいけません。 

  ⑽ 他
た

の部屋
へ や

の人
ひと

と 話
はなし

をしてはいけません。 

  ⑾ 囲碁
い ご

や 将
しょう

棋
ぎ

は静
しず

かに 行
おこな

い、観戦
かんせん

する場
ば

合
あい

は、口出
くちだ

し又
また

は介 入
かいにゅう

をしてはいけません。 

  ⑿ 他
た

人
にん

に義務
ぎ む

のないことを押
お

し付
つ

けたりしてはいけません。 

  ⒀ 居室
きょしつ

から通路
つうろ

をのぞいたりすると、他
た

の人
ひと

と目
め

が合
あ

った等
とう

として、けんかに発展
はってん

すること
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があるため、通路
つうろ

はのぞかないこと。 

 ４ 連行
れんこう

 

  ⑴ 面会
めんかい

や診察
しんさつ

などで、工 場
こうじょう

や居室
きょしつ

から連行
れんこう

されるときは、職 員
しょくいん

の指示
し じ

に 従
したが

い、二人
ふたり

以
い

上
じょう

の場
ば

合
あい

は、隊列
たいれつ

を 整
ととの

えて行進
こうしん

しなさい。 

  ⑵ 連
れん

行
こう

中
ちゅう

は、脇
わき

見
み

や 話
はなし

をしてはいけません。 

  ⑶ 行
こう

進
しん

動
どう

作
さ

は、 入
にゅう

所
しょ

時
じ

の集 団
しゅうだん

行動
こうどう

訓練
くんれん

で指
し

導
どう

を受
う

けたとおり整然
せいぜん

と 行
おこな

いなさい。 

 ５ 構外
こうがい

 

   作
さ

業
ぎょう

、 出
しゅっ

廷
てい

などで施
し

設
せつ

から外
そと

に出
で

るときは、次
つぎ

のことに 注
ちゅう

意
い

して行動
こうどう

しなさい。 

  ⑴ 外部
がいぶ

の人
ひと

に不必要
ふひつよう

に話
はな

しかけたり、物品
ぶっぴん

を要 求
ようきゅう

したり、授受
じゅじゅ

したりしないこと。 

⑵ 職 員
しょくいん

から指示
し じ

された 所
ところ

以外
いがい

に出
で

ないように注意
ちゅうい

すること。 

  ⑶ 作
さ

業
ぎょう

中
ちゅう

は勝
かっ

手
て

な行動
こうどう

をしないで職 員
しょくいん

の指示
し じ

に 従
したが

い、バスや電車
でんしゃ

などの乗
の

り物
もの

内
ない

では、

他
た

の 乗 客
じょうきゃく

に迷惑
めいわく

を掛
か

けるようなことをしないこと。 

 ６ 服装
ふくそう

 

   服装
ふくそう

は、 状 況
じょうきょう

に応
おう

じて定
さだ

められた衣類
いるい

を 必
かなら

ず着 用
ちゃくよう

しなさい。 

   なお、標 準 的
ひょうじゅんてき

な着 用
ちゃくよう

方法
ほうほう

については次
つぎ

のとおりとする。 

⑴ 就 寝
しゅうしん

の時間帯
じかんたい

以外
いがい

の時間帯
じかんたい

 

着 用
ちゃくよう

順
じゅん

 品名
ひんめい

 備考
びこう

 

１ 下着
したぎ

 
 

２ 冬
ふゆ

シャツ及
およ

びズボン下
した

 任意
にんい

 

３ 補助
ほじょ

シャツ（詰襟
つめえり

シャツ） 任意
にんい

 

４ チョッキ 任意
にんい

 

５ 上衣
じょうい

及
およ

びズボン 
 

⑵ 就 寝
しゅうしん

の時間帯
じかんたい

 

着 用
ちゃくよう

順
じゅん

 品名
ひんめい

 備考
びこう

 

１ 下着
したぎ

 
 

２ 冬
ふゆ

シャツ及
およ

びズボン下
した

 任意
にんい

 

３ パジャマ  

 

 ７ 寝具
しんぐ

等
とう

 

  ⑴ 就 寝
しゅうしん

及
およ

び午睡
ごすい

時間帯
じかんたい

に 就
しゅう

寝
しん

する際
さい

は、必
かなら

ず布団
ふとん

を使用
しよう

し、パジャマを着 用
ちゃくよう

しなさい。 

  ⑵ 居
きょ

室内
しつない

においては、直 接
ちょくせつ

畳
たたみ

等
とう

に座
すわ

ることなく、座布団
ざ ぶ と ん

を使用
しよう

しなさい。 
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第
だい

４ 入
にゅう

所
しょ

時
じ

調
ちょう

査
さ

と刑
けい

執
しっ

行
こう

開
かい

始
し

時
じ

の指
し

導
どう

 

   新
しん

入
にゅう

時
じ

は、過去
か こ

を振
ふ

り返
かえ

り、将 来
しょうらい

への正
ただ

しい 心
こころ

構
がま

えと計画
けいかく

を立
た

てるのに 最
もっと

も良
よ

い機会
きかい

ですから、自分
じぶん

をしっかり見
み

つめるよう努
つと

めなさい。また、この時期
じ き

に、身体
しんたい

検査
けんさ

や各
かく

自
じ

の身 上
しんじょう

についての細
こま

かな調査
ちょうさ

が 行
おこな

われますが、これは、あなたの所内
しょない

生活
せいかつ

及
およ

びその後
ご

の社会
しゃかい

復帰
ふっき

に

必要
ひつよう

な指
し

導
どう

、援助
えんじょ

を目的
もくてき

として 行
おこな

われるものですから、素
す

直
なお

に応
おう

じなさい。 

 １ 入 所
にゅうしょ

すると、まず、考査
こうさ

工 場
こうじょう

でおよそ２週 間
しゅうかん

の刑執行
けいしっこう

開始時
かいしじ

の指
し

導
どう

を受
う

けることになり

ます。 

 ２ 入
にゅう

所
しょ

時
じ

調
ちょう

査
さ

では、職 員
しょくいん

が面接
めんせつ

をして、あなたの一
いっ

身
しん

上
じょう

の事柄
ことがら

や引受
ひきう

けについて、詳
くわ

し

く質問
しつもん

するので、あなたも心配事
しんぱいごと

があれば遠慮
えんりょ

なく申
もう

し述
の

べなさい。これは、あなたの所内
しょない

生活
せいかつ

の取 扱
とりあつか

いに関
かん

する方針
ほうしん

を決
き

める大事
だいじ

な調査
ちょうさ

なので、職 員
しょくいん

の指示
し じ

に 従
したが

って、まじめに応
おう

じなさい。 

   なお、調査
ちょうさ

は、在 所 中
ざいしょちゅう

を通
つう

じて必要
ひつよう

があれば、いつでも 行
おこな

うことができます（再調査
さいちょうさ

と言
い

います。）。 

 ３ 入所時
にゅうしょじ

調査
ちょうさ

及
およ

び刑執行
けいしっこう

開始時
かいしじ

の指導
しどう

の期間
きかん

には、一定
いってい

の単 純
たんじゅん

作業
さぎょう

を通
つう

じて作業
さぎょう

の能 力
のうりょく

や意欲
いよく

を調
しら

べて作業
さぎょう

指定
してい

の参考
さんこう

にしたり、集 団
しゅうだん

行動
こうどう

訓練
くんれん

を通
つう

じて身体
しんたい

の調査
ちょうさ

をし、一般
いっぱん

工 場
こうじょう

へ出
で

てから健康
けんこう

で規
き

則
そく

正
ただ

しい収 容
しゅうよう

生活
せいかつ

を送
おく

れるように配慮
はいりょ

しているので、真剣
しんけん

に取
と

り

組
く

みなさい。 

 ４ 刑
けい

執行
しっこう

開始時
かいしじ

の指導
しどう

の期間
きかん

には、職 員
しょくいん

などから、所内
しょない

生活
せいかつ

の心得
こころえ

や在 所 中
ざいしょちゅう

必要
ひつよう

な事柄
ことがら

、

更生
こうせい

のため 心
こころ

掛
が

けなければならないことなどについて講話
こうわ

があるので、まじめに聞
き

いてよく

理解
りかい

し、社会
しゃかい

復帰
ふっき

に備
そな

えて、悔
く

いのない落
お

ち着
つ

いた収 容
しゅうよう

生活
せいかつ

に励
はげ

む 心
こころ

構
がま

えを作
つく

るようにしな

さい。 

 ５ 入所時
にゅうしょじ

調査
ちょうさ

及
およ

び刑執行
けいしっこう

開始時
かいしじ

の指導
しどう

が終
お

わるまでに処遇
しょぐう

審査会
しんさかい

が開
ひら

かれます。これは、調査
ちょうさ

や行動
こうどう

観察
かんさつ

の結果
けっか

を参考
さんこう

にして、作業
さぎょう

や居室
きょしつ

の指定
してい

その他
た

保護
ほ ご

関係
かんけい

まで含
ふく

めたあなたの適切
てきせつ

な処遇
しょぐう

方針
ほうしん

を決
き

めるためのものです。このようなあなたの処遇
しょぐう

方針
ほうしん

のことを「処遇
しょぐう

要 領
ようりょう

」と

呼
よ

びます。「処遇
しょぐう

要 領
ようりょう

」を決
き

める上
うえ

では、あなたの希望
きぼう

も参考
さんこう

にしますが、処 遇 上
しょぐうじょう

、作 業 上
さぎょうじょう

、

保安上
ほあんじょう

のいろいろな都合
つごう

で、必
かなら

ずしも希望
きぼう

どおりにはいきません。処遇
しょぐう

要 領
ようりょう

により、作業
さぎょう

や

教 育
きょういく

、指導
しどう

等
とう

を受
う

けることを指定
してい

された以上
いじょう

は、不平
ふへい

を言
い

わず、その指定
してい

に 従
したが

って収 容
しゅうよう

生活
せいかつ

を送
おく

るよう努
つと

めなさい。 

 ６ この心得
こころえ

の末尾
まつび

に国民
こくみん

年金
ねんきん

制度
せいど

の概要
がいよう

が書
か

いてあります。刑執行
けいしっこう

開始時
かいしじ

の指導
しどう

でも概要
がいよう

を

説明
せつめい

しますが、出所後
しゅっしょご

の生活
せいかつ

に必要
ひつよう

となるものなので 必
かなら

ず目
め

を通
とお

しておきなさい。 
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第
だい

５ 制限
せいげん

の緩和
かんわ

 

   所内
しょない

生活
せいかつ

に関
かん

する大
おお

きな仕組
し く

みの一
ひと

つとして「制限
せいげん

の緩和
かんわ

」という制度
せいど

があります。あなた

が所内
しょない

生活
せいかつ

を送
おく

る上
うえ

で、規律
きりつ

及
およ

び秩序
ちつじょ

を維持
い じ

するため、あなたの生活
せいかつ

や行動
こうどう

は様々
さまざま

な場面
ばめん

で

制限
せいげん

されていますが、この制度
せいど

は、そういった制限
せいげん

を、可能
かのう

であれば、少
すこ

しずつ緩
ゆる

やかなものに

していくというものです。当所
とうしょ

においても、あなたの改善
かいぜん

更生
こうせい

の意欲
いよく

、社会
しゃかい

生活
せいかつ

に適応
てきおう

する

能 力
のうりょく

等
とう

を審査
しんさ

し、あなたの制限
せいげん

区分
くぶん

を指定
してい

します。 

   制限
せいげん

区分
くぶん

が異
こと

なることにより、あなたが生活
せいかつ

する居室
きょしつ

や矯 正
きょうせい

処遇
しょぐう

等
とう

を受
う

ける場所
ばしょ

、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

における制限
せいげん

などが異
こと

なったものになります。一般的
いっぱんてき

には、入 所
にゅうしょ

してからあなたが努力
どりょく

を継続
けいぞく

していくことにより、次第
しだい

に緩
ゆる

やかな制限
せいげん

区分
くぶん

が指定
してい

されていくことになります。 

 １ 制限
せいげん

区分
くぶん

と生活
せいかつ

や行動
こうどう

に対
たい

する制限
せいげん

との関係
かんけい

 

   制限
せいげん

区分
くぶん

は、第
だい

１種
しゅ

から第
だい

４種
しゅ

までの４段階
だんかい

があります。第
だい

４種
しゅ

の受刑者
じゅけいしゃ

は、生活
せいかつ

や行動
こうどう

について厳
きび

しい制限
せいげん

を受
う

け、制限
せいげん

区分
くぶん

が第
だい

３種
しゅ

、第
だい

２種
しゅ

と上位
じょうい

になるにつれて制限
せいげん

が緩
ゆる

やか

になり、第
だい

１種
しゅ

の受刑者
じゅけいしゃ

は、このような制限
せいげん

が 最
もっと

も緩
ゆる

やかになります。各制限
かくせいげん

区分
くぶん

ごとの違
ちが

いは、おおむね 表
ひょう

２のとおりです。 

   なお、刑
けい

執行
しっこう

開始時
かいしじ

の指導
しどう

が 終 了
しゅうりょう

するまでは、原則
げんそく

として制限
せいげん

区分
くぶん

は指定
してい

されません。そ

の場合
ばあい

には、日 中
にっちゅう

は考査
こうさ

工 場
こうじょう

で処遇
しょぐう

を 行
おこな

うことを除
のぞ

き、第
だい

４種
しゅ

に 準
じゅん

じた処遇
しょぐう

を 行
おこな

いま

す。 

 表
ひょう

２ 制限
せいげん

区
く

分
ぶん

と生活
せいかつ

や行動
こうどう

に対
たい

する制限
せいげん

との関係
かんけい

 

制限
せいげん

区分
くぶん

 第１種
だい しゅ

 
第２種
だい しゅ

 
第３種
だい しゅ

 第４種
だい しゅ

 

 

Ａ Ｂ 

居室
きょしつ

 

開放的
かいほうてき

又
また

は

準開放的
じゅんかいほうてき

居室
きょしつ

 

準 開 放
じゅんかいほう

居室
きょしつ

 一般
いっぱん

居室
きょしつ

 一般
いっぱん

居室
きょしつ

 一般
いっぱん

居室
きょしつ

 

 

矯 正
きょうせい

処遇
しょぐう

等
とう

の実施
じっし

場所
ばしょ

 

大井
おおい

造船
ぞうせん

作 業 場
さぎょうじょう

 

主
しゅ

として

工 場
こうじょう

、 

教 室
きょうしつ

等
とう

 

主
しゅ

として

工 場
こうじょう

、 

教 室
きょうしつ

等
とう

 

主
しゅ

として工
こう

 

場
じょう

、教 室
きょうしつ

等
とう

 

原則
げんそく

として

居室
きょしつ

棟内
とうない

 

 

外部
がいぶ

通勤
つうきん

 個別
こべつ

審査
しんさ

 個別
こべつ

審査
しんさ

 個別
こべつ

審査
しんさ

 不可
ふ か

 不可
ふ か

 
 

外 出
がいしゅつ

又
また

は

外泊
がいはく

 
個別
こべつ

審査
しんさ

 個別
こべつ

審査
しんさ

 個別
こべつ

審査
しんさ

 不可
ふ か

 不可
ふ か

 

 

電話
でんわ

 個別
こべつ

審査
しんさ

 個別
こべつ

審査
しんさ

 個別
こべつ

審査
しんさ

 原則
げんそく

不可
ふ か

 原則
げんそく

不可
ふ か

 

 

電話
でんわ

による通
つう

信
しん

確認
かくにん

 

必要
ひつよう

に応
おう

じ

省 略
しょうりゃく

す

る。 

必要
ひつよう

に応
おう

じ

省 略
しょうりゃく

する。 

必要
ひつよう

に応
おう

じ

省 略
しょうりゃく

する。 
確認
かくにん

 確認
かくにん

 

 

自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

 
原則
げんそく

許可
きょか

 個別
こべつ

審査
しんさ

 個別
こべつ

審査
しんさ

 不可
ふ か

 不可
ふ か

 

身体
しんたい

等
とう

の 特
とく

に必要
ひつよう

な 原則
げんそく

どおり 原則
げんそく

どおり 原則
げんそく

どおり 原則
げんそく

どおり 
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検査
けんさ

 場合
ばあい

のみ 

面会
めんかい

場所
ばしょ

 
原則
げんそく

とし て

特別
とくべつ

面会室
めんかいしつ

 
一般
いっぱん

面会室
めんかいしつ

 一般
いっぱん

面会室
めんかいしつ

 一般
いっぱん

面会室
めんかいしつ

 一般
いっぱん

面会室
めんかいしつ

 

 

面会
めんかい

の立会
りっかい

 
原則
げんそく

と し て

立会
りっかい

しない。 

原則
げんそく

と し て無
む

立会
りっかい

。ただし、

親族
しんぞく

以外
いがい

は個別
こべつ

審査
しんさ

 

原則
げんそく

と し て

立会
りっかい

。ただし、

親族
しんぞく

は無立会
むりっかい

 
原則
げんそく

どおり 原則
げんそく

どおり 

 

信書
しんしょ

及
およ

び受
じゅ

刑
けい

者
しゃ

が作
さく

成
せい

した文
ぶん

書
しょ

図
と

画
が

の検
けん

査
さ

 

原則
げんそく

と し て

検査
けんさ

しない。 

原則
げんそく

として検査
けんさ

。ただし親族
しんぞく

に

ついては、個別
こべつ

審査
しんさ

 

原則
げんそく

として検査
けんさ

。ただし親族
しんぞく

に

ついては、個別
こべつ

審査
しんさ

 

原則
げんそく

として

検査
けんさ

。ただし

親族
しんぞく

について

は、個別
こべつ

審査
しんさ

 

原則
げんそく

どおり 

所内
しょない

移動
いどう

時
じ

の職 員
しょくいん

の

同行
どうこう

 

別
べつ

に定
さだ

める

範
はん

囲内
いない

で、

職 員
しょくいん

の同行
どうこう

省 略
しょうりゃく

 

指定
してい

された範囲
はんい

内
ない

であれば不要
ふよう

 
同行
どうこう

する。 同行
どうこう

する。 同行
どうこう

する。 

設備
せつび

及
およ

び備品
びひん

 
必要
ひつよう

に 応
おう

じ

定
さだ

める。 

必要
ひつよう

に 応
おう

じ 定
さだ

める。 

必要
ひつよう

に 応
おう

じ 定
さだ

める。 
なし なし 

 ２ 制限
せいげん

区分
くぶん

の指定
してい

と変更
へんこう

 

   制限
せいげん

区分
くぶん

は、あなたの改善
かいぜん

更生
こうせい

の意欲
いよく

、社会
しゃかい

生活
せいかつ

に適応
てきおう

する能
のう

力
りょく

等
とう

を審査
しんさ

して決定
けってい

され

ます。考査
こうさ

工 場
こうじょう

での刑執行
けいしっこう

開始時
かいしじ

の指導
しどう

を終
お

えると、通 常
つうじょう

は第
だい

３種
しゅ

に指定
してい

されます。ただし、

改善
かいぜん

更生
こうせい

の意欲
いよく

が 著
いちじる

しく低
ひく

い、集 団
しゅうだん

処遇
しょぐう

が困難
こんなん

である、生活
せいかつ

態度
たいど

が不良
ふりょう

である等
とう

所定
しょてい

の

基準
きじゅん

に該当
がいとう

すると認
みと

められた場合
ばあい

には、第
だい

４種
しゅ

に指定
してい

されます。また、入 所
にゅうしょ

当初
とうしょ

から職 員
しょくいん

の指導
しどう

に 従
したが

わない場合
ばあい

などには、直
ただ

ちに第
だい

４種
しゅ

に指定
してい

することがあります。 

   その後
ご

は、あなたの当所
とうしょ

における矯 正
きょうせい

処遇
しょぐう

への取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

や生活
せいかつ

状
じょう

況
きょう

等
とう

を審査
しんさ

し、

制限
せいげん

区分
くぶん

を変更
へんこう

すべきであると認
みと

められる場合
ばあい

にこれを変更
へんこう

することになります。制限
せいげん

区分
くぶん

が

上位
じょうい

になるということは、それだけあなたが自発的
じはつてき

、自律的
じりつてき

に行動
こうどう

できると信頼
しんらい

されていること

を意味
い み

します。制限
せいげん

区分
くぶん

が上位
じょうい

になった人
ひと

は、その信頼
しんらい

にこたえるよう 自
みずか

らを厳
きび

しく律
りっ

する

ように努
つと

めなくてはなりません。また、反則
はんそく

行為
こうい

をした場合
ばあい

などには、制限
せいげん

区分
くぶん

が下
さ

がることが

あります。 

   制限
せいげん

区分
くぶん

を指定
してい

したり、変更
へんこう

したりする場合
ばあい

には、その旨
むね

をあなたに告知
こくち

します。あなたがど

の制限
せいげん

区分
くぶん

に属
ぞく

しているかが分
わ

かるように、 賞 票
しょうひょう

で区分
くぶん

します。 
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第
だい

６ 優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

 

   所内
しょない

生活
せいかつ

に関
かん

するもう一
ひと

つの大
おお

きな仕
し

組
く

みの一
ひと

つとして「優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

」という制度
せいど

があります。 

この制度
せいど

は、まじめに受刑
じゅけい

生活
せいかつ

を送
おく

っている人
ひと

に良
よ

い待遇
たいぐう

を与
あた

えることで、改善
かいぜん

更生
こうせい

に向
む

けた意欲
いよく

を強
つよ

くしてもらうことを目的
もくてき

としています。懸命
けんめい

に努力
どりょく

した結果
けっか

に報
むく

いることがこの

制度
せいど

の目的
もくてき

であり、良
よ

い待遇
たいぐう

を受
う

けたいがために表 面 的
ひょうめんてき

な態度
たいど

を取
と

り 繕
つくろ

ったりすることは求
もと

めていません。 

   本来
ほんらい

、刑務所
けいむしょ

での生活
せいかつ

は辛
つら

いものです。この制度
せいど

で良
よ

い待遇
たいぐう

を受
う

けることができたときには、

それを当然
とうぜん

のことと思
おも

うのではなく、感謝
かんしゃ

の気
き

持
も

ちをもって受
う

け止
と

め、今後
こんご

の生活
せいかつ

を一層
いっそう

慎
つつし

んでいくようにすることが、あなたが本当
ほんとう

の意味
い み

で立
た

ち直
なお

り、社会
しゃかい

復帰
ふっき

する上
うえ

で必要
ひつよう

です。 

   当所
とうしょ

においても、あなたの日
ひ

頃
ごろ

の受刑
じゅけい

態度
たいど

を評価
ひょうか

し、あなたにふさわしい優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

を６か月
げつ

ごとに指定
してい

します。優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

が異
こと

なることにより、原則
げんそく

として、その後
ご

の６か月
げつ

間
かん

の処遇
しょぐう

に一定
いってい

の差異
さ い

が 生
しょう

じることになります。 

 １ 優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

ごとの優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

 

優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

は、第
だい

１類
るい

から第
だい

５類
るい

までの５段階
だんかい

があります。第
だい

５類
るい

の受刑者
じゅけいしゃ

は、ほとんど優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

は講
こう

じられず、優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

が第
だい

４類
るい

、第
だい

３類
るい

、第
だい

２類
るい

と上位
じょうい

になるにつれて優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

が増
ふ

え、第
だい

１類
るい

の受刑者
じゅけいしゃ

は、かなりの優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

が講
こう

じられます。優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

ごとの優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

の内容
ないよう

は、 表
ひょう

３のとおりです。 

   優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

は、原則
げんそく

として過去
か こ

６か月
げつ

間
かん

の受刑
じゅけい

態度
たいど

を評価
ひょうか

して指定
してい

されますので、所内
しょない

で反則
はんそく

行為
こうい

をしないでいるだけで、年功
ねんこう

序列的
じょれつてき

に次第
しだい

に上位
じょうい

の優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

に上
あ

がっていくというもので

はありません。また、優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

は、基本的
きほんてき

には、６か月
げつ

の 間
あいだ

、月
つき

単位
たんい

で講
こう

じられます。ただし、

懲 罰
ちょうばつ

を執行
しっこう

されている 間
あいだ

は、懲 罰
ちょうばつ

の趣旨
しゅし

に反
はん

しない限度
げんど

でしか優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

は講
こう

じられないた

め、特
とく

に閉居罰
へいきょばつ

の執行
しっこう

を受
う

けている 間
あいだ

は、優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

は一切
いっさい

講
こう

じられません。 

 表
ひょう

３ 優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

と優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

の内容
ないよう

 

優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

 第
だい

１類
るい

 第２類
だい るい

 第
だい

３類
るい

 第４類
だい るい

 第５類
だい るい

（未指定
みしてい

） 
 

章 標
しょうひょう

の色
いろ

 

赤色
あかいろ

 

（大井出
おおいしゅつ

役者
えきしゃ

を

除く
のぞく

。） 

桃
もも

色
いろ

 青
あお

色
いろ

 黄
き

色
いろ

 
白
しろ

色
いろ

 

（緑
みどり

色
いろ

） 

 

室内
しつない

装 飾
そうしょく

品
ひん

等
とう

の貸
たい

与
よ

等
とう

 
行

おこな

う 行
おこな

わない 行
おこな

わない 行
おこな

わない 行
おこな

わない 

 

自
じ

 

弁
べん

 

物
ぶっ

 

品
ぴん

 

の 

購
こう

 

入
にゅう

 

嗜
し

好
こう

品
ひん

 

毎月
まいつき

２回
かい

、 

１回
かい

５００円
えん

 

の範囲内
はんいない

 

毎月
まいつき

２回
かい

、 

１回
かい

５００円
えん

 

の範囲内
はんいない

 

毎月
まいつき

１回
かい

、 

１回
かい

５００円
えん

 

の範囲内
はんいない

 

なし なし 

食 料
しょくりょう

品
ひん

及
およ

び

飲 料
いんりょう

 

毎月
まいつき

千円
せんえん

 

の範囲内
はんいない

 
なし なし なし なし 

面会
めんかい

回数
かいすう

 月
つき

に７回
かい

 月
つき

に５回
かい

 月
つき

に３回
かい

 月
つき

２回
かい

 月
つき

２回
かい

 
 

発信
はっしん

通
つう

数
すう

 月
つき

に１０通
つう

 月
つき

に７通
つう

 月
つき

に５通
つう

 月
つき

に５通
つう

 月４通
つき つう
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 ２ 優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

の指定
してい

 

   優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

は、あなたの受刑
じゅけい

態度
たいど

を評価
ひょうか

して決定
けってい

されます。受刑
じゅけい

態度
たいど

を評価
ひょうか

する期間
きかん

は、毎年
まいとし

４月
  がつ

から９月
  がつ

までと１０月
   がつ

から翌年
よくとし

３月
  がつ

までの６か月
    げつ

ずつと決
き

まっています。この６か月
げつ

間
かん

の受刑
じゅけい

態度
たいど

により、次
つぎ

の６か月
げつ

間
かん

に講
こう

じられる優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

の優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

が決
き

まります。あなたがど

の優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

に指定
してい

されたかは、評価
ひょうか

期間
きかん

が 終 了
しゅうりょう

してから１０日
  か

以内
いない

、すなわち、毎年
まいとし

１０月
  がつ

１０日
  か

又
また

は４月
  がつ

１０日
  か

までに告知
こくち

することとなります。あなたがどの優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

の指定
してい

を受
う

けてい

るかが分
わ

かるように、その優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

に応
おう

じた 賞 票
しょうひょう

を付与
ふ よ

します。 

   受刑
じゅけい

態度
たいど

の評価
ひょうか

は、あなたの日 常
にちじょう

生活
せいかつ

における態度
たいど

はもちろんのこと、作業
さぎょう

、改善
かいぜん

指導
しどう

及
およ

び教科
きょうか

指導
しどう

といった矯 正
きょうせい

処遇
しょぐう

に取り組
と  く

む姿勢
しせい

などを総合的
そうごうてき

に勘案
かんあん

して 行
おこな

います。人間
にんげん

であ

れば、だれでも失敗
しっぱい

をしますから、何
なに

か 過
あやま

ちを犯
おか

したことで評価
ひょうか

が落
お

ちることもあるかもしれ

ませんが、そこで自暴
じぼう

自棄
じ き

になってしまうのか、気
き

を取
と

り直
なお

してもう一度
いちど

頑張
がんば

ろうとするかは大
おお

きな違
ちが

いです。優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

は、いつでもやり直
なお

しはきくという気持
き も

ちになってもらえるよう、基本的
きほんてき

に６か月
げつ

ごとにあなたの受刑
じゅけい

態度
たいど

を評価
ひょうか

します。しかし、前
まえ

にも述
の

べたとおり、良
よ

い評価
ひょうか

をも

らえるから頑
がん

張
ば

るのではなく、評価
ひょうか

とはかかわりなく人間
にんげん

として精一杯
せいいっぱい

努力
どりょく

をする姿勢
しせい

を忘
わす

れ

てはいけません。 

   なお、刑
けい

の執行
しっこう

を開
かい

始
し

してからの６か月
げつ

間
かん

は、優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

は講
こう

じられません。また、閉居罰
へいきょばつ

の

懲 罰
ちょうばつ

を科
か

された場合
ばあい

には、優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

が臨時
りんじ

に変更
へんこう

される場合
ばあい

があります。その詳 細
しょうさい

は次
つぎ

のと

おりです。 

  ⑴ 刑
けい

の執行
しっこう

を開始
かいし

した直後
ちょくご

の優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

 

    優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

は、４月
  がつ

から９月
  がつ

まで（上半期
かみはんき

）又
また

は１０月
がつ

から翌年
よくとし

３月
  がつ

（下半期
しもはんき

）までの

６か月間
    げつかん

にわたり、あなたの受刑
じゅけい

態度
たいど

を評価
ひょうか

した上
うえ

で講
こう

じられます。基本的
きほんてき

には、この６

か月間
げつかん

を通
つう

じて受刑
じゅけい

しなければ優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

は講
こう

じられません。 

    また、刑
けい

の執行
しっこう

を開始
かいし

してから６か月
げつ

を経過
けいか

した場合
ばあい

には、上半期
かみはんき

又
また

は下半期
しもはんき

の途中
とちゅう

であ

っても、それまでの 間
あいだ

に懲 罰
ちょうばつ

を科
か

されていない限
かぎ

り、上半期
かみはんき

又
また

は下半期
しもはんき

の区
く

切
ぎ

りが到来
とうらい

し

て正規
せいき

の優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

が始
はじ

まるまでの 間
あいだ

、暫定的
ざんていてき

に第
だい

３類
るい

の優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

を講
こう

じることとされて

います。この暫定的
ざんていてき

な第
だい

３類
るい

の優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

は、何
なん

らかの懲 罰
ちょうばつ

を科
か

された場合
ばあい

には、直
ただ

ちに

取り消
と  け

されます。 

  ⑵ 優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

を講
こう

じられている受刑者
じゅけいしゃ

が閉居罰
へいきょばつ

を執行
しっこう

された場合
ばあい

の特例
とくれい

 

    優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

を講
こう

じられている受刑者
じゅけいしゃ

が閉居罰
へいきょばつ

を科
か

された場合
ばあい

には、その時点
じてん

で受刑
じゅけい

態度
たいど

を

再評価
さいひょうか

し、優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

を変更
へんこう

する場合
ばあい

があります。そのような変更
へんこう

をするか否
いな

かは、あなた

の受刑
じゅけい

態度
たいど

等
とう

を総合的
そうごうてき

に判断
はんだん

して決定
けってい

します。 

    ６か月間
    げつかん

の途中
とちゅう

で優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

を変更
へんこう

した場合
ばあい

には、それ以降
いこう

は変更
へんこう

された優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

の

優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

が講
こう

じられることになりますが、次
つぎ

の６か月間
    げつかん

の優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

を指定
してい

するに当
あ

たって

は、その閉居罰
へいきょばつ

の懲 罰
ちょうばつ

を科
か

したことについては考慮
こうりょ

せずに評価
ひょうか

することになります。 
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第
だい

７ 作業
さぎょう

 

 １ 就 業
しゅうぎょう

の義務
ぎ む

 

懲 役 刑
ちょうえきけい

は、「所定
しょてい

の作業
さぎょう

（定
さだ

められた仕事
しごと

）を 行
おこな

う。」と法律
ほうりつ

で定
さだ

められています。し

たがって、指定
してい

された仕事
しごと

がたとえあなたの希望
きぼう

と一致
いっち

しなくても、正当
せいとう

な理由
りゆう

なく作業
さぎょう

を拒否
きょひ

することはできません。 

作業
さぎょう

を 行
おこな

うことにより、規律
きりつ

ある生活
せいかつ

の維持
い じ

ができ、勤労
きんろう

意欲
いよく

の養成
ようせい

、職 業 的
しょくぎょうてき

技能
ぎのう

及
およ

び

知識
ちしき

の習 得
しゅうとく

などが図
はか

られるので、自分
じぶん

のためと思って
おも

積
せっ

極
きょく

的
てき

に取り
と

組
く

むようにしなさい。 

 ２ 作業
さぎょう

時間
じかん

及
およ

び作業
さぎょう

を 行
おこな

わない日
ひ

 

  ⑴ 作業
さぎょう

時間
じかん

は、原則
げんそく

として平日
へいじつ

（月曜日
げつようび

から金曜日
きんようび

まで）で、１日
にち

８時間
じかん

となっていますが、

事情
じじょう

によって延 長
えんちょう

したり、短 縮
たんしゅく

したりすることがあります。 

  ⑵ 作業
さぎょう

を 行
おこな

わない日
ひ

及
およ

び時間
じかん

 

    下記
か き

のアからエまでに示
しめ

した日
ひ

は、原則
げんそく

として作業
さぎょう

を 行
おこな

いません。ただし、当所
とうしょ

において

必要
ひつよう

と認
みと

める作業
さぎょう

については、これらの日
ひ

に作業
さぎょう

を 行
おこな

わせることがあります。 

   ア 行 政
ぎょうせい

機関
きかん

の休 日
きゅうじつ

（日曜日
にちようび

及
およ

び土曜日
どようび

、国民
こくみん

の祝 日
しゅくじつ

に関
かん

する法律
ほうりつ

に規定
きてい

する休 日
きゅうじつ

並
なら

びに１２月
がつ

２９日
にち

から翌年
よくとし

１月
がつ

３日
か

までの日
ひ

） 

   イ 夏季
か き

における３日間
かかん

の作業
さぎょう

を 行
おこな

わない日
ひ

及
およ

び毎月
まいつき

２日間
かかん

以内
いない

の矯 正
きょうせい

指導
しどう

を実
じっ

施
し

する

ため作業
さぎょう

を 行
おこな

わない日
ひ

 

   ウ 配偶者
はいぐうしゃ

（婚姻
こんいん

の届出
とどけで

をしていないが、事実上
じじつじょう

婚姻
こんいん

関係
かんけい

と同様
どうよう

の事情
じじょう

にある者
もの

を含
ふく

む。）

又
また

は二親
にしん

等内
とうない

の血族
けつぞく

が死亡
しぼう

したことを知
し

った日
ひ

から一
いっ

週 間
しゅうかん

以内
いない

の所 長
しょちょう

が指定
してい

する日
ひ

（居
きょ

室内
しつない

において服喪
ふくも

を希望
きぼう

する場合
ばあい

に限
かぎ

る。） 

   エ 改善
かいぜん

指導
しどう

や教科
きょうか

指導
しどう

等
とう

を 行
おこな

うための時間
じかん

等
とう

 

 ３ 作業
さぎょう

の種類
しゅるい

 

  ⑴ 生産
せいさん

作業
さぎょう

（物品
ぶっぴん

を製作
せいさく

する作業
さぎょう

（自営
じえい

作業
さぎょう

及
およ

び 職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

を除
のぞ

く。）をいう。） 

  ⑵ 自営
じえい

作業
さぎょう

（炊事
すいじ

、清掃
せいそう

、介助
かいじょ

、理髪
りはつ

、指導
しどう

補助
ほじょ

その他
た

の経理
けいり

作業
さぎょう

及
およ

び建物
たてもの

の修 繕
しゅうぜん

その他
た

の営繕
えいぜん

作業
さぎょう

） 

  ⑶ 職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

（作業
さぎょう

として実施
じっし

する訓練
くんれん

） 

 ４ 就 業 上
しゅうぎょうじょう

の心得
こころえ

 

   作業
さぎょう

を 行
おこな

うに当
あ

たっては、次
つぎ

の 就 業 上
しゅうぎょうじょう

の心得
こころえ

を守
まも

るようにしなさい。 

  ⑴ 作業
さぎょう

は、職 員
しょくいん

の「作業
さぎょう

始
はじ

め」、「作業
さぎょう

やめ」などの号令
ごうれい

や合図
あいず

に 従
したが

い、指導
しどう

された手順
てじゅん

により 行
おこな

うこと。 

  ⑵ 作業
さぎょう

時間
じかん

中
ちゅう

は、作業
さぎょう

に 集 中
しゅうちゅう

し、定められた
さだ

自分
じぶん

の席
せき

を勝手
かって

に離
はな

れたり、交談
こうだん

や脇
わき

見
み

を

しないこと。作業
さぎょう

の必
ひつ

要
よう

上
じょう

、離席
りせき

や交談
こうだん

をするときは、事前
じぜん

に挙手
きょしゅ

をし、職 員
しょくいん

の許可
きょか

を受
う

けた後
のち

に 行
おこな

うこと。 

  ⑶ トイレの使用
しよう

は、職 員
しょくいん

の指
し

示
じ

した時間
じかん

に 行
おこな

うよう心掛
こころが

けること。 

  ⑷ 製品
せいひん

、作業
さぎょう

材 料
ざいりょう

及
およ

び機械
きかい

・器具
き ぐ

は、大切
たいせつ

に取
と

り 扱
あつか

い、消 耗 品
しょうもうひん

は、できるだけ節約
せつやく

する

よう心掛
こころが

けること。 

  ⑸ 機械
きかい

・器具
き ぐ

やその他
た

の物品
ぶっぴん

を破損
はそん

又
また

は紛失
ふんしつ

したときは、速
すみ

やかに職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

ること。 

  ⑹ 常に
つね

技術
ぎじゅつ

を磨
みが

き、良
よ

い製品
せいひん

を作
つく

るよう努力
どりょく

すること。 
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  ⑺ 作業
さぎょう

指導員
しどういん

の作業
さぎょう

上
じょう

の指導
しどう

には、素直
すなお

に 従
したが

い、作業
さぎょう

以外
いがい

のことについて話
はな

したり、要 求
ようきゅう

や物
もの

の授受
じゅじゅ

をしないこと。 

  ⑻ 命ぜられた
めい

以外
いがい

の作業
さぎょう

を勝手
かって

に 行
おこな

ったり、指示
し じ

された以外
いがい

の物
もの

を作
つく

らないこと。 

  ⑼ 作業
さぎょう

の出来高
できだか

の報告
ほうこく

を求
もと

められたときは、正確
せいかく

に申告
しんこく

し、出来高
できだか

の全部
ぜんぶ

又
また

は一部
いちぶ

を他人
たにん

に

与
あた

えたり、あるいは他人
たにん

からもらったりしないこと。 

  ⑽ 火気
か き

や毒
どく

劇物
げきぶつ

を使用
しよう

するときは、その取 扱
とりあつか

いに十 分
じゅうぶん

注意
ちゅうい

し、事故
じ こ

の防止
ぼうし

に努
つと

めること。 

  ⑾ シンナーなどの有機
ゆうき

溶剤
ようざい

は、 体
からだ

に害
がい

があるので絶対
ぜったい

に吸 飲
きゅういん

したりしないこと。 

  ⑿ 「就 業 者
しゅうぎょうしゃ

作業
さぎょう

安全
あんぜん

衛生
えいせい

心得
こころえ

」を厳守
げんしゅ

し、作業
さぎょう

事故
じ こ

を絶対
ぜったい

に起
お

こさないよう注意
ちゅうい

する

こと。なお、万一
まんいち

負傷
ふしょう

したときは、たとえ小
ちい

さな負傷
ふしょう

であっても直
ただ

ちに職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

るこ

と。 

 ５ 作業
さぎょう

等工
とうこう

 

⑴ 就 業 者
しゅうぎょうしゃ

は、 表
ひょう

４のとおり、１０等工
とうこう

から１等工
とうこう

までの１０段階
だんかい

のいずれかの等工
とうこう

に

格付
かくづ

けされます。職 種
しょくしゅ

の異
こと

なる複数
ふくすう

の作業
さぎょう

を 行
おこな

っている場合
ばあい

には、主
しゅ

たる作業
さぎょう

の職 種
しょくしゅ

に

ついて等工
とうこう

の格付
かくづ

けをします。 

⑵ 新
あら

たに 就 業
しゅうぎょう

する人
ひと

及
およ

び他
た

の職 種
しょくしゅ

から転 業
てんぎょう

した人
ひと

の等工
とうこう

は、原則
げんそく

として１０等工
とうこう

と

なります。そして、おおむね 表
ひょう

４に示
しめ

す 標 準
ひょうじゅん

昇
しょう

等
とう

期間
きかん

を経過
けいか

した後
のち

、作業
さぎょう

の種類
しゅるい

及
およ

び

内容
ないよう

、作業
さぎょう

を 行
おこな

っている期間
きかん

、当該
とうがい

作業
さぎょう

に要
よう

する知識
ちしき

及
およ

び技能
ぎのう

の程度
ていど

、作業
さぎょう

成績
せいせき

並
なら

びに

就 業
しゅうぎょう

態度
たいど

を審査
しんさ

し、いずれも良 好
りょうこう

であると認
みと

められたときは一つ
ひと

上位
じょうい

の等工
とうこう

に昇 等
しょうとう

し

ます。また、作業
さぎょう

成績
せいせき

が不良
ふりょう

であると認
みと

められるときは、いつでも下位
か い

の等工
とうこう

に降等
こうとう

されま

す。 

   当所
とうしょ

で実施
じっし

する作業
さぎょう

は、Ａ作業
さぎょう

、Ｂ作業
さぎょう

、Ｃ作業
さぎょう

の３種類
しゅるい

に区分
くぶん

され、それぞれ区分
くぶん

に応
おう

じ、原則
げんそく

として、Ａ作業
さぎょう

は１等工
とうこう

まで、Ｂ作業
さぎょう

は３等工
とうこう

まで、Ｃ作業
さぎょう

は５等工
とうこう

まで昇 等
しょうとう

することができます。 

   なお、Ａ作業
さぎょう

、Ｂ作業
さぎょう

、Ｃ作業
さぎょう

の区分
くぶん

については、次
つぎ

の基準
きじゅん

によります。 

Ａ作業
さぎょう

 
炊事
すいじ

、介助
かいじょ

、理髪
りはつ

、指導
しどう

補助
ほじょ

、作業
さぎょう

用
よう

機械
きかい

若
も

しくは器具
き ぐ

を用
もち

いる物品
ぶっぴん

の製作
せいさく

その他
た

の比較的
ひかくてき

高度
こうど

な知識
ちしき

及
およ

び技能
ぎのう

を要
よう

する作業
さぎょう

又
また

は 職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

 

Ｂ作業
さぎょう

 Ａ作業
さぎょう

及
およ

びＣ作業
さぎょう

以外
いがい

の作業
さぎょう

 

Ｃ作業
さぎょう

 居
きょ

室内
しつない

で 行
おこな

う作業
さぎょう

又
また

はこれに 準
じゅん

ずる作業
さぎょう

 

 

表
ひょう

４ 標 準
ひょうじゅん

昇 等
しょうとう

期間
きかん

 

 
10

等工
とうこう

 

９

等工
とうこう

 

８

等工
とうこう

 

７

等工
とうこう

 

６

等工
とうこう

 

５

等工
とうこう

 

４

等工
とうこう

 

３

等工
とうこう

 

２

等工
とうこう

 

１

等工
とうこう

 

Ａ

作業
さぎょう

 
１か月

げつ

 １か月
げつ

 ２か月
げつ

 ３か月
げつ

 ４か月
げつ

 ５か月
げつ

 ６か月
げつ

 ７か月
げつ

 ８か月
げつ

 上 限
じょうげん

 

Ｂ

作業
さぎょう

 
１か月

げつ

 ２か月
げつ

 ２か月
げつ

 ３か月
げつ

 ４か月
げつ

 ５か月
げつ

 ６か月
げつ

 上 限
じょうげん

 － － 

Ｃ

作業
さぎょう

 
３か月

げつ

 ３か月
げつ

 ５か月
げつ

 ６か月
げつ

 ７か月
げつ

 上 限
じょうげん

 － － － － 
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６ 作業
さぎょう

報 奨 金
ほうしょうきん

 

  ⑴ 作業
さぎょう

を 行
おこな

った場合
ばあい

は、毎月
まいつき

、作業
さぎょう

報 奨 金
ほうしょうきん

が計算
けいさん

されます。作業
さぎょう

報 奨 金
ほうしょうきん

は、作業
さぎょう

等工
とうこう

別
べつ

の基準
きじゅん

額
がく

（ 就 業
しゅうぎょう

時間
じかん

１時間
じかん

当
あ

たりの金額
きんがく

）に１か月間
げつかん

の 就 業
しゅうぎょう

時間
じかん

数
すう

を 乗
じょう

じたもの

を基本
きほん

月額
げつがく

とし、作業
さぎょう

成績
せいせき

や 就 業
しゅうぎょう

態度
たいど

による加算
かさん

又
また

は減算
げんざん

をして計算
けいさん

されます。また、

外部
がいぶ

通勤
つうきん

作業
さぎょう

、施設外
しせつがい

における作業
さぎょう

、 著
いちじる

しく危険
きけん

を 伴
ともな

う作業
さぎょう

、特殊
とくしゅ

な作業
さぎょう

、時間
じかん

外
がい

作業
さぎょう

などに就
つ

いた場合
ばあい

は、別途
べっと

加算
かさん

されますが、危険性
きけんせい

等
とう

を斟 酌
しんしゃく

し、加算
かさん

の必要
ひつよう

がないと認
みと

めら

れる場合
ばあい

には、加算
かさん

されません。 

⑵ 創意
そうい

工夫
くふう

により作業
さぎょう

への貢献
こうけん

が認
みと

められる場合
ばあい

は、その貢献
こうけん

の程度
ていど

に応
おう

じて加算
かさん

される

場合
ばあい

があります。 

  ⑶ 作業
さぎょう

報 奨 金
ほうしょうきん

は、領置
りょうち

金
きん

と異
こと

なり、あなたの所
しょ

有金
ゆうきん

ではありません。収 容
しゅうよう

継 続 中
けいぞくちゅう

は、

あくまでも計算
けいさん

額
がく

として存在
そんざい

するだけで、原則
げんそく

として釈 放
しゃくほう

時
じ

に支給
しきゅう

されます。これは、

釈放後
しゃくほうご

の更生
こうせい

資金
しきん

の一部
いちぶ

として支給
しきゅう

するためです。ただし、所内
しょない

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な日
にち

用品
ようひん

など

の購 入
こうにゅう

、親族
しんぞく

の生計
せいけい

の援助
えんじょ

、犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

に対
たい

する損害
そんがい

賠 償
ばいしょう

への充 当
じゅうとう

、科料
かりょう

、罰金
ばっきん

又
また

は訴訟
そしょう

費用
ひよう

の支払
しはら

いその他
た

相当
そうとう

と認
みと

められるときには、在 所 中
ざいしょちゅう

にも相当
そうとう

額
がく

の使用
しよう

を許
ゆる

され

ることがあります。 

 ７ 作業
さぎょう

安全
あんぜん

衛生
えいせい

 

   当所
とうしょ

では、あなたが 就 業 中
しゅうぎょうちゅう

に負傷
ふしょう

したりしないよう、工 場
こうじょう

に配置
はいち

する前
まえ

や転 業
てんぎょう

の際
さい

に

は、 必
かなら

ず安全
あんぜん

衛生
えいせい

教 育
きょういく

を 行
おこな

い、また、定期
ていき

、不定期
ふていき

に安全
あんぜん

衛生
えいせい

点検
てんけん

を実施
じっし

し、機械
きかい

には

安全
あんぜん

装置
そうち

を設
もう

けるなどの対策
たいさく

を 行
おこな

っています。しかし、安全
あんぜん

衛生
えいせい

作業
さぎょう

の基本
きほん

は、就 業 者
しゅうぎょうしゃ

一人一人
ひとりひとり

の心掛
こころが

けにあるので、「就 業 者
しゅうぎょうしゃ

作業
さぎょう

安全
あんぜん

衛生
えいせい

心得
こころえ

」や安全
あんぜん

衛生
えいせい

教 育
きょういく

で教
おし

えら

れたことを守
まも

り、安全
あんぜん

な作業
さぎょう

動作
どうさ

を身
み

に付
つ

けるよう注意
ちゅうい

が必要
ひつよう

です。 

 ８ 手当金
てあてきん

 

   作業
さぎょう

上
じょう

のことで負傷
ふしょう

したり、それによって病気
びょうき

になったり、死亡
しぼう

したり又
また

は労働
ろうどう

能 力
のうりょく

が

損
そこ

なわれたときは、その程度
ていど

に応
おう

じて手当金
てあてきん

が支給
しきゅう

されます。しかし、健康
けんこう

には代
か

えられないも

のですから、けがなどしないよう十 分
じゅうぶん

注意
ちゅうい

をして作業
さぎょう

を 行
おこな

う必要
ひつよう

があります。 

   なお、本人
ほんにん

の故意
こ い

又
また

は重 大
じゅうだい

な過失
かしつ

が原因
げんいん

のときは、手当金
てあてきん

を減額
げんがく

したり支給
しきゅう

しないことも

あります。 

 ９ 職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

 

職 業
しょくぎょう

に必要
ひつよう

な技能
ぎのう

を習 得
しゅうとく

し出 所
しゅっしょ

時
じ

の 就 職
しゅうしょく

に役立
やくだ

てるため、職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

の制度
せいど

が設
もう

けられています。当所
とうしょ

は、東温
とうおん

職 業
しょくぎょう

能 力
のうりょく

訓練
くんれん

センターという名 称
めいしょう

で、理
り

容
よう

、情 報
じょうほう

処
しょ

理
り

等
とう

の 職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

を実施
じっし

しているので、希望
きぼう

したい場合
ばあい

は、職 員
しょくいん

を通
つう

じて申
もう

し出
で

なさい。 

 10 外部
がいぶ

通勤
つうきん

作業
さぎょう

 

   外部
がいぶ

通勤
つうきん

作業
さぎょう

とは、職 員
しょくいん

が同行
どうこう

せずに外部
がいぶ

の事業所
じぎょうしょ

で作業
さぎょう

を 行
おこな

うもので、誰
だれ

にでも許
ゆる

さ

れるものではありません。仮釈放応
かりしゃくほうおう

当
とう

日
び

を経過
けいか

した懲 役
ちょうえき

受刑者
じゅけいしゃ

又
また

は禁錮
きんこ

受刑者
じゅけいしゃ

には、次
つぎ

の

⑴から⑹までの要件
ようけん

を全
すべ

て満
み

たした場合
ばあい

には、外部
がいぶ

通勤
つうきん

作業
さぎょう

を 行
おこな

わせる場合
ばあい

があります。 

  ⑴ 制限
せいげん

区分
くぶん

が第
だい

１種
しゅ

若
も

しくは第
だい

２種
しゅ

であること又
また

は釈 放 前
しゃくほうぜん

処遇
しょぐう

を受
う

けていること 

  ⑵ 円滑
えんかつ

な社会
しゃかい

復帰
ふっき

を図
はか

るため外部
がいぶ

通勤
つうきん

作業
さぎょう

が必要
ひつよう

であること 

  ⑶ 本人
ほんにん

が外部
がいぶ

通勤
つうきん

作業
さぎょう

を 行
おこな

うことを希望
きぼう

していること 
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  ⑷ 外部
がいぶ

通勤
つうきん

作業
さぎょう

に耐
た

えられる健康
けんこう

状 態
じょうたい

にあること 

  ⑸ 受刑
じゅけい

態度
たいど

が良 好
りょうこう

であり、改善
かいぜん

更生
こうせい

の意欲
いよく

が高
たか

いと認
みと

められること 

  ⑹ 外部
がいぶ

通勤
つうきん

作業
さぎょう

に必要
ひつよう

な適性
てきせい

があると認
みと

められること 

    なお、外
がい

部
ぶ

通勤
つうきん

作業
さぎょう

を 行
おこな

う場合
ばあい

には、外部
がいぶ

通勤
つうきん

作業
さぎょう

に関
かん

し遵 守
じゅんしゅ

すべき事項
じこう

（特別
とくべつ

遵 守
じゅんしゅ

事項
じこう

）が書面
しょめん

で告知
こくち

されます。外部
がいぶ

通勤
つうきん

作業
さぎょう

を命
めい

じられたということは、あなたが当所
とうしょ

から

極
きわ

めて信頼
しんらい

されていることを意味
い み

します。誇
ほこ

りをもち、信頼
しんらい

を裏切
うらぎ

ることのないよう、よく

内容
ないよう

を読
よ

んで、間違
まちが

いのないようにしなさい。 
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第
だい

８ 改善
かいぜん

指導
しどう

等
とう

 

   あなたは、受刑
じゅけい

生活
せいかつ

を送
おく

る中
なか

で、犯罪
はんざい

の責任
せきにん

を自覚
じかく

し、健康
けんこう

な心身
しんしん

を 培
つちか

い、社会
しゃかい

生活
せいかつ

に

適応
てきおう

するのに必要
ひつよう

な知識
ちしき

及
およ

び生活
せいかつ

態度
たいど

を習 得
しゅうとく

することが求められて
もと

います。あなたが犯罪
はんざい

を

犯した
おか

原因
げんいん

を真剣
しんけん

に 考
かんが

えていくと、おそらくあなたにはこうした事柄
ことがら

の全部
ぜんぶ

又
また

は一部
いちぶ

が欠
か

けて

いたということに思
おも

い至
いた

るはずです。また、あなたは、改善
かいぜん

更生
こうせい

及
およ

び円滑
えんかつ

な社会
しゃかい

復帰
ふっき

に支障
ししょう

が

あると思われる
おも

様々
さまざま

な事情
じじょう

を、多かれ
おお

少なかれ
すく

有して
ゆう

いるものと思われます
おも

。受 刑 中
じゅけいちゅう

に、こう

した事情
じじょう

を少し
すこ

でも解 消
かいしょう

し、又
また

は改善
かいぜん

することも求
もと

められています。 

   当所
とうしょ

では、あなたがこうした目的
もくてき

を達する
たっ

ために、次
つぎ

の一般
いっぱん

改善
かいぜん

指導
しどう

及
およ

び特別
とくべつ

改善
かいぜん

指導
しどう

を

行
おこな

うほか、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

の様々
さまざま

な場面
ばめん

を通じて
つう

、あなたに指導
しどう

を 行
おこな

います。一般
いっぱん

改善
かいぜん

指導
しどう

及
およ

び

特別
とくべつ

改善
かいぜん

指導
しどう

は、法律
ほうりつ

の規定
きてい

に基づき
もと

あなたに義務
ぎ む

として課
か

されるものなので、これを受
う

けるよ

うに指示
し じ

された場合
ばあい

には、拒む
こば

ことはできません。 

   指導
しどう

を 行
おこな

う日
ひ

や時間
じかん

は、別途
べっと

指示
し じ

します。 

 １ 一般
いっぱん

改善
かいぜん

指導
しどう

 

   一般
いっぱん

改善
かいぜん

指導
しどう

には、次
つぎ

のものがあります。その全
すべ

てについてあなたに受講
じゅこう

を指示
し じ

するわけで

はなく、あなたの抱える
かか

問題性
もんだいせい

などを分析
ぶんせき

し、必要
ひつよう

なものについて受講
じゅこう

を指示
し じ

することになり

ます。 

  ⑴ 被害者
ひがいしゃ

感 情
かんじょう

理解
りかい

指導
しどう

 

    犯罪
はんざい

の被害
ひがい

を受
う

けて被害者
ひがいしゃ

やその家族
かぞく

がどのような思い
おも

でいるのかを理解
りかい

させる指導
しどう

です。 

  ⑵ 行動
こうどう

適正化
てきせいか

指導
しどう

 

    犯罪
はんざい

に対する
たい

意識
いしき

、態度
たいど

及
およ

び行動面
こうどうめん

の問題
もんだい

を改善
かいぜん

するための指導
しどう

です。 

  ⑶ 自己
じ こ

啓発
けいはつ

指導
しどう

 

    自己
じ こ

啓発
けいはつ

や人間性
にんげんせい

回復
かいふく

のための指導
しどう

です。 

  ⑷ その他
た

の行事
ぎょうじ

 

  ⑸ 社会
しゃかい

復帰
ふっき

支援
しえん

指導
しどう

 

    資格
しかく

の取得
しゅとく

、職 業
しょくぎょう

的
てき

技能
ぎのう

・知識
ちしき

の付与
ふ よ

、生活
せいかつ

設計
せっけい

や社会
しゃかい

復帰
ふっき

への心構え
こころがま

のための指導
しどう

で

す。 

   ア 簿記
ぼ き

検定
けんてい

試験
しけん

 

     希望者
きぼうしゃ

に対
たい

し、その能 力
のうりょく

に応じて
おう

簿記
ぼ き

検定
けんてい

試験
しけん

を受験
じゅけん

する機会
きかい

を設けて
もう

いますので、

希望
きぼう

するときは申し
もう

出
で

なさい。ただし、さまざまな事情
じじょう

により、許可
きょか

しない場合
ばあい

もあります。 

   イ その他
た

、教 育
きょういく

活動的
かつどうてき

援助
えんじょ

で示して
しめ

いる通信
つうしん

教 育
きょういく

など 

 ２ 特別
とくべつ

改善
かいぜん

指導
しどう

 

   特別
とくべつ

改善
かいぜん

指導
しどう

には、次
つぎ

のものがあります。特別
とくべつ

改善
かいぜん

指導
しどう

は、必要
ひつよう

と認められる
みと

人
ひと

に指示
し じ

され

ます。原則
げんそく

として、比較的
ひかくてき

少 人 数
しょうにんずう

で集 団
しゅうだん

を編成
へんせい

し、集 団
しゅうだん

討議
とうぎ

を始
はじ

めとして様々
さまざま

な方法
ほうほう

に

より、一定
いってい

の期間
きかん

指導
しどう

を 行
おこな

います。 

  ⑴ 薬物
やくぶつ

依存
いぞん

離脱
りだつ

指導
しどう

 

    薬物
やくぶつ

の害悪
がいあく

と依存性
いぞんせい

を認識
にんしき

させるとともに、薬物
やくぶつ

依存
いぞん

に至った
いた

自分
じぶん

自身
じしん

の問題性
もんだいせい

を理解
りかい

さ

せ、 再
ふたた

び薬物
やくぶつ

を乱用
らんよう

しないための具体的
ぐたいてき

な方法
ほうほう

を考えさせる
かんが

指導
しどう

です。 

  ⑵ 性
せい

犯罪
はんざい

再犯
さいはん

防止
ぼうし

指導
しどう
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    性
せい

犯罪
はんざい

につながる自己
じ こ

の問題性
もんだいせい

を認識
にんしき

させ、その改善
かいぜん

を図
はか

るとともに、再犯
さいはん

しないため

の具体的
ぐたいてき

な方法
ほうほう

を習 得
しゅうとく

させる指導
しどう

です。 

  ⑶ 被害者
ひがいしゃ

の視点
してん

を取
と

り入
い

れた教 育
きょういく

 

    自
みずか

らの犯した
おか

罪
つみ

の大きさ
おお

や被害者
ひがいしゃ

の心
しん

情
じょう

等
とう

を認識
にんしき

させるとともに、自己
じ こ

の問題性
もんだいせい

を理解
りかい

させ、被害者
ひがいしゃ

に誠意
せいい

をもって対応
たいおう

するための方法
ほうほう

を考えさせる
かんが

指導
しどう

です。 

  ⑷ 就 労
しゅうろう

支援
しえん

指導
しどう

 

    職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

修 了 者
しゅうりょうしゃ

を対 象
たいしょう

に 行
おこな

い、職場
しょくば

に適応
てきおう

するための行動
こうどう

様式
ようしき

、態度
たいど

等
とう

を身
み

に

付
つ

けさせるとともに、職場
しょくば

等
とう

において直 面
ちょくめん

する具体的
ぐたいてき

な場面
ばめん

を想定
そうてい

した対応
たいおう

の仕方
しかた

を

考えさせる
かんが

指導
しどう

です。 

  ⑸ 交通
こうつう

安全
あんぜん

指導
しどう

 

    交通
こうつう

規範
きはん

を遵 守
じゅんしゅ

することの重 要 性
じゅうようせい

を認識
にんしき

させるとともに、 自
みずか

ら犯した
おか

事故
じ こ

の責任
せきにん

や

事故
じ こ

に至った
いた

自己
じ こ

の問題性
もんだいせい

を理解
りかい

させ、人命
じんめい

尊 重
そんちょう

の精神
せいしん

を身
み

に付
つ

けさせる指導
しどう

です。 

 ３ 一般的
いっぱんてき

な指導
しどう

 

   当所
とうしょ

では、上記
じょうき

１及
およ

び２の改善
かいぜん

指導
しどう

として 行
おこな

う指導
しどう

のほか、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

において、以下
い か

のような事項
じこう

について、指導
しどう

を 行
おこな

っています。日 常
にちじょう

の規律
きりつ

ある生活
せいかつ

を通じて
つう

、健康
けんこう

な心身
しんしん

を

培
つちか

い、自律
じりつ

心
しん

及び
およ

遵 法
じゅんぽう

精神
せいしん

をかん養
よう

するとともに、健全
けんぜん

な社会
しゃかい

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な知識
ちしき

及び
およ

生活
せいかつ

態度
たいど

を身
み

に付け
つ

、かつ、情 操
じょうそう

を豊か
ゆた

にするよう努める
つと

ことが大切
たいせつ

です。職 員
しょくいん

の指導
しどう

によく 従
したが

い、まじめな受刑
じゅけい

生活
せいかつ

を送る
おく

よう心掛けなさい
こころが

。 

  ⑴ 当所
とうしょ

では、生活
せいかつ

場面
ばめん

での実践
じっせん

目 標
もくひょう

を各 工 場
かくこうじょう

ごとに掲げて
かか

いるので、生活
せいかつ

態度
たいど

について

の注意
ちゅうい

事項
じこう

など、よくその趣旨
しゅし

をわきまえ、日 常
にちじょう

のあらゆる生活
せいかつ

場面
ばめん

が修 養
しゅうよう

の場
ば

であるこ

とを忘れず
わす

に、有意義
ゆういぎ

な毎日
まいにち

を送って
おく

もらいたいと思い
おも

ます。 

   ア 生活
せいかつ

指導
しどう

目 標
もくひょう

 

     普段
ふだん

の生活
せいかつ

行動
こうどう

場面
ばめん

で重 点 的
じゅうてんてき

に実践
じっせん

する目 標
もくひょう

を月
つき

ごとに定めて
さだ

「生活
せいかつ

指導
しどう

目 標
もくひょう

」

とし、工 場
こうじょう

、体育館
たいいくかん

に掲示
けいじ

するので、毎日
まいにち

の生活
せいかつ

の中
なか

でその実践
じっせん

に努
つと

めなさい。 

   イ 集 団
しゅうだん

行動
こうどう

訓練
くんれん

 

     入 所
にゅうしょ

時
じ

、出 還 室
しゅつかんしつ

時
じ

、戸外
こがい

運
うん

動
どう

時
じ

及
およ

びその他
た

特別
とくべつ

に計画
けいかく

したときに 行
おこな

う集 団
しゅうだん

行動
こうどう

訓練
くんれん

は、集 団
しゅうだん

の行動
こうどう

が整然
せいぜん

とした規律
きりつ

の下
もと

に 行
おこな

われるように、次
つぎ

の諸点
しょてん

に留意
りゅうい

して

実施
じっし

するものですから、職 員
しょくいん

の指示
し じ

どおりに、必要
ひつよう

な行動
こうどう

の様式
ようしき

を身
み

に付け
つ

、これを通じて
つう

所内
しょない

生活
せいかつ

の全
すべ

ての動作
どうさ

に節度
せつど

を付
つ

けるよう心掛
こころが

けなさい。 

    （ア） 集 合
しゅうごう

、整列
せいれつ

、移動
いどう

、隊
たい

列
れつ

作
づく

り、解散
かいさん

などのときに、職 員
しょくいん

の指示
し じ

に 従
したが

って機敏
きびん

に秩序
ちつじょ

ある行動
こうどう

をすること。 

    （イ） 所内
しょない

生活
せいかつ

の決
き

まりを守らず
まも

、自分勝手
じぶんかって

な行動
こうどう

は、他人
たにん

に迷惑
めいわく

を掛
か

けるとともに、集 団
しゅうだん

の秩序
ちつじょ

を乱す
みだ

ことになること。 

    （ウ） 整然
せいぜん

とした機敏
きびん

な集 団
しゅうだん

行動
こうどう

は、安全
あんぜん

で平穏
へいおん

な所内
しょない

生活
せいかつ

に役立
やくだ

つこと。 

  ⑵ 役割
やくわり

活動
かつどう

 

   ア 所内
しょない

生活
せいかつ

を送る
おく

上
うえ

で、体育
たいいく

委員
いいん

の 係
かかり

が指名
しめい

されます。これらの 係
かかり

になった人
ひと

は、自分
じぶん

の役割
やくわり

を深く
ふか

自覚
じかく

し、職 員
しょくいん

に 協 力
きょうりょく

して、他
た

の受刑者
じゅけいしゃ

に対する
たい

奉仕的
ほうしてき

役割
やくわり

を十 分
じゅうぶん

果
は

た

すよう自己
じ こ

研
けん

さんに努めなさい
つと

。こうして皆
みな

の期待
きたい

にこたえることが、やがて社会
しゃかい

生活
せいかつ

でも
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大変
たいへん

役立
やくだ

つことになります。 

   イ 居室
きょしつ

の中
なか

では、例えば
たと

、掃除
そうじ

、食事
しょくじ

の準備
じゅんび

や片付け
かたづ

などについて、公平
こうへい

を保つ
たも

ため当番
とうばん

を決めて
き

います。当番
とうばん

に当
あ

たった人
ひと

は、誠実
せいじつ

にその責任
せきにん

を果たさなければ
は

なりません。 

 



 19 

第９
だい

 教科
きょうか

指導
しどう

及
およ

び書籍
しょせき

等
とう

の取 扱
とりあつか

い 

   あなたは、この在所
ざいしょ

期間中
きかんちゅう

、今回
こんかい

の事件
じけん

に対
たい

して真剣
しんけん

に反省
はんせい

するとともに、学 習
がくしゅう

、読書
どくしょ

などの自己
じ こ

啓発
けいはつ

を通じて
つう

、善 良
ぜんりょう

な社会人
しゃかいじん

となるように心掛
こころが

けなければなりません。法律
ほうりつ

に

定める
さだ

教科
きょうか

指導
しどう

は、あなたの社会
しゃかい

復帰
ふっき

に向
む

けた努力
どりょく

の手助け
てだす

になるものですから、積 極 的
せっきょくてき

に

参加
さんか

するように努
つと

めなさい。 

 １ 教科
きょうか

指導
しどう

 

   あなたが改善
かいぜん

更生
こうせい

及
およ

び円滑
えんかつ

な社会
しゃかい

復帰
ふっき

を図る
はか

上
うえ

で、社会
しゃかい

生活
せいかつ

の基盤
きばん

となる学 力
がくりょく

を身
み

に付
つ

けていることは重 要
じゅうよう

です。こうした学 力
がくりょく

の有無
う む

により、あなたが 就 職
しゅうしょく

の機会
きかい

に恵まれる
めぐ

可能性
かのうせい

が大きく
おお

変わって
か

くるからです。当所
とうしょ

では、あなたがこうした学 力
がくりょく

を身
み

に付
つ

けることが

できるよう、補習
ほしゅう

教科
きょうか

指導
しどう

を 行
おこな

います。補習
ほしゅう

教科
きょうか

指導
しどう

は、小 学 校
しょうがっこう

程度
ていど

の学 力
がくりょく

養成
ようせい

を目的
もくてき

とし、期間
きかん

１年
ねん

の予定
よてい

で、国語
こくご

、算数
さんすう

の指導
しどう

を実施
じっし

しています。 

   教科
きょうか

指導
しどう

は、法律
ほうりつ

の規定
きてい

に基づき
もと

あなたに義務
ぎ む

として課
か

されるものなので、これを受
う

けるよ

うに指示
し じ

された場合
ばあい

には、拒む
こば

ことができません。 

 ２ ノートの使用
しよう

 

⑴ 種類
しゅるい

 

    ノートは、学 習 用
がくしゅうよう

（改善
かいぜん

指導
しどう

、職 業
しょくぎょう

訓練用
くんれんよう

、教科
きょうか

指導
しどう

その他
た

教 育 的
きょういくてき

活動
かつどう

に使用
しよう

する

もの）、日記帳
にっきちょう

、雑
ざっ

記帳
きちょう

及
およ

び訴訟用
そしょうよう

の４種類
しゅるい

について、定められた
さだ

規格
きかく

及
およ

び冊数
さっすう

の範囲内
はんいない

で使用
しよう

が許可
きょか

されます。 

⑵ 使用
しよう

心得
こころえ

 

    ノートの使用
しよう

については、次
つぎ

の使用
しよう

心得
こころえ

を守りなさい
まも

。もし、この心得
こころえ

に違反
いはん

した場合
ばあい

は、

記載
きさい

内容
ないよう

の一部
いちぶ

を削除
さくじょ

、抹 消
まっしょう

させた後
あと

、そのノートを他
た

の者
もの

への交付
こうふ

又
また

は廃棄
はいき

させることが

あるので注意
ちゅうい

しなさい。 

   ア 貼り
は

付
つ

けてあるノート使用
しよう

許可証
きょかしょう

を汚したり
よご

、破ったり
やぶ

しないこと。 

   イ ノートは、許可
きょか

された目的
もくてき

に従って
したが

使用
しよう

し、他人
たにん

に貸
か

したり、書
か

かせたりしないこと。 

   ウ 新聞
しんぶん

・雑誌
ざっし

等
とう

の切
き

り抜
ぬ

き、その他
た

の紙片
しへん

、写真
しゃしん

等
とう

を貼
は

り付
つ

けないこと。 

   エ ノートは、大切
たいせつ

に使用
しよう

し、汚したり
よご

、破ったり
やぶ

しないこと。 

   オ 記入
きにゅう

するときは、あらかじめ記された
しる

ページの 順
じゅん

を追
お

って記入
きにゅう

し、余白
よはく

を残さない
のこ

こと。 

   カ ノートの１罫内
けいない

に２ 行
ぎょう

書
か

いたり、欄外
らんがい

に書
か

いたりしてはいけません。 

キ 検査
けんさ

等
とう

のため提 出
ていしゅつ

を命ぜられた
めい

場合
ばあい

は、直
ただ

ちに提 出
ていしゅつ

すること。 

   ク ノートが使
し

用
よう

済
ず

みになったときは、他
た

の者
もの

への交付
こうふ

又
また

は廃棄
はいき

を願
ねが

い出
で

ること。 

   ケ 次
つぎ

の各項
かくこう

に該当
がいとう

するような記載
きさい

内容
ないよう

は書
か

かないこと。 

    （ア） 故意
こ い

に文意
ぶんい

不明
ふめい

にしたもの又
また

は記号
きごう

を使用
しよう

したもの 

    （イ） 他人
たにん

をひぼう、 中 傷
ちゅうしょう

するもの 

    （ウ） 残酷
ざんこく

、わいせつ、犯罪
はんざい

に関する
かん

もの又
また

は所内
しょない

の規律
きりつ

を害
がい

するおそれのあるもの 

    （エ） 親族
しんぞく

等
とう

申 告 表
しんこくひょう

記載
きさい

の人物
じんぶつ

以外
いがい

の人物
じんぶつ

の氏名
しめい

、住 所
じゅうしょ

、居所
いどころ

、電話番号
でんわばんごう

等
とう

 

    （オ） 施設
しせつ

の配置図
はいちず

や警備
けいび

に関
かん

するもの 

    （カ） 学 習 用
がくしゅうよう

及
およ

び訴訟用
そしょうよう

のノートへの落書き
らくが
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 ３ 書籍
しょせき

等
とう

の取 扱
とりあつか

い 

   ここでは、当所
とうしょ

が貸与
たいよ

する備 付
そなえつけ

書籍
しょせき

及
およ

び新聞紙
しんぶんし

に加え
くわ

、自弁
じべん

の書籍
しょせき

等
とう

の 扱
あつか

いについても

説明
せつめい

します。書籍
しょせき

、新聞紙
しんぶんし

等
とう

の閲覧
えつらん

は、所内
しょない

生活
せいかつ

の糧
かて

となり、また、健全
けんぜん

な社会
しゃかい

復帰
ふっき

に向けて
む

自己
じ こ

啓発
けいはつ

を図る
はか

上
うえ

で欠かす
か

ことはできません。当所
とうしょ

が貸与
たいよ

する書籍
しょせき

、新聞紙
しんぶんし

等
とう

は皆
みな

で使う
つか

もの

です。破ったり
やぶ

、汚したり
よご

しないよう大切
たいせつ

に取
と

り 扱
あつか

いなさい。また、私物
しぶつ

の書籍
しょせき

等
とう

についても、

他人
たにん

と貸
か

し借
か

りをしたり、閲覧
えつらん

許可証
きょかしょう

をはがしたり、書
か

き換
か

えたりしてはいけません。 

  ⑴ 備 付
そなえつけ

書籍
しょせき

 

   ア 備 付
そなえつけ

書籍
しょせき

は、次
つぎ

のとおり、一般
いっぱん

図書
としょ

、特別
とくべつ

図書
としょ

に区別
くべつ

しています。 

    （ア） 特別
とくべつ

図書
としょ

…辞典
じてん

、学 習 用
がくしゅうよう

図書
としょ

及
およ

び訴訟
そしょう

関係
かんけい

等
とう

に必要
ひつよう

な書籍
しょせき

のことです。 

    （イ） 一般
いっぱん

図書
としょ

…特別
とくべつ

図書
としょ

以外
いがい

の備 付
そなえつけ

書籍
しょせき

のことです。 

   イ 備 付
そなえつけ

書籍
しょせき

は、一人
ひとり

３冊
さつ

までとし、貸与
たいよ

期間
きかん

はおおむね２週 間
しゅうかん

とします。 

   ウ 特別
とくべつ

図書
としょ

は、一人
ひとり

３冊
さつ

までとし、１回
かい

の申出
もうしで

につき１冊
さつ

までとします。 

   エ 特別
とくべつ

図書
としょ

の貸与
たいよ

期間
きかん

は１か月
げつ

とし、１回
かい

に限り
かぎ

貸与
たいよ

の更新
こうしん

をすることができます。 

  ⑵ 回覧
かいらん

新聞紙
しんぶんし

 

    通常紙
つうじょうし

（時事
じ じ

の報道
ほうどう

を主
しゅ

とする市販
しはん

の日刊
にっかん

新聞紙
しんぶんし

）は受刑者
じゅけいしゃ

全般
ぜんぱん

の閲覧
えつらん

傾向
けいこう

を参考
さんこう

に

当所
とうしょ

で１紙
し

を指定
してい

し、工 場
こうじょう

又
また

は居室棟
きょしつとう

に回覧
かいらん

します。通常紙
つうじょうし

を購 入
こうにゅう

している人
ひと

には回覧
かいらん

を 省 略
しょうりゃく

する場合
ばあい

があります。 

  ⑶ 自弁
じべん

の書籍
しょせき

等
とう

 

   ア 当所
とうしょ

では、自弁
じべん

の書籍
しょせき

等
とう

について、次
つぎ

のとおり区別
くべつ

して取
と

り 扱
あつか

います。 

    （ア） 通常紙
つうじょうし

…時事
じ じ

の報道
ほうどう

を主
しゅ

とする市販
しはん

の日刊
にっかん

新聞紙
しんぶんし

のことです。受刑者
じゅけいしゃ

全般
ぜんぱん

の閲覧
えつらん

傾向
けいこう

を参考
さんこう

に当所
とうしょ

で指定
してい

した２紙
し

のうちの１紙
し

について、１か月
げつ

単位
たんい

で予約
よやく

購読
こうどく

するこ

とができます。差入れ
さしい

は認
みと

められません。 

    （イ） 特別紙
とくべつし

…スポーツなど特定
とくてい

の分野
ぶんや

の報道
ほうどう

を主
しゅ

とする日刊
にっかん

新聞紙
しんぶんし

のことです。当所
とうしょ

で

指定
してい

した３紙
し

のうちの１紙
し

について、１か月
げつ

単位
たんい

で予約
よやく

購読
こうどく

することができます。差入れ
さしい

は認
みと

められません。 

    （ウ） 雑誌
ざっし

…定期的
ていきてき

に号
ごう

を追って
お

刊行
かんこう

される市販
しはん

の製本
せいほん

された出 版 物
しゅっぱんぶつ

のことです。 

    （エ） 書籍
しょせき

…雑誌
ざっし

以外
いがい

の市販
しはん

の製本
せいほん

された出 版 物
しゅっぱんぶつ

のことです。 

    （オ） その他
た

の文書
ぶんしょ

図
と

画
が

…パンフレット、写真
しゃしん

など、上記
じょうき

のいずれにも該当
がいとう

しない文書
ぶんしょ

図画
と が

のことです。 

   イ 自弁
じべん

の書籍
しょせき

等
とう

は、全
すべ

て内容
ないよう

を検査
けんさ

し、所内
しょない

生活
せいかつ

に支障
ししょう

がないもののみ、あなたに交付
こうふ

し

ます。場合
ばあい

によっては、書籍
しょせき

等
とう

の一部
いちぶ

を削除
さくじょ

し、又
また

は抹 消
まっしょう

することもあります。削除
さくじょ

や

抹 消
まっしょう

の可否
か ひ

は、新聞紙
しんぶんし

や雑誌
ざっし

については、入 所
にゅうしょ

時
じ

にあなたに意思
い し

確認
かくにん

をし、書籍
しょせき

につい

ては、その都度
つ ど

意思
い し

確認
かくにん

をします。あなたが削除
さくじょ

や抹 消
まっしょう

を承 諾
しょうだく

しない場合
ばあい

には、ごく一部
いちぶ

でも支障
ししょう

がある書籍
しょせき

等
とう

は、全
すべ

て閲覧
えつらん

が許されない
ゆる

ことになります。また、書籍
しょせき

等
とう

の削除
さくじょ

した部分
ぶぶん

は、廃棄
はいき

します。 

   ウ 自弁
じべん

の書籍
しょせき

等
とう

は、携
けい

有
ゆう

、差入れ
さしい

又
また

は購 入
こうにゅう

の方法
ほうほう

で入 手
にゅうしゅ

できます。ただし、通常紙
つうじょうし

及び
およ

特別紙
とくべつし

は、当所
とうしょ

が指定
してい

した販売店
はんばいてん

から定期
ていき

購読
こうどく

する方法
ほうほう

でしか入 手
にゅうしゅ

できず、その他
た

の

文書
ぶんしょ

図画
と が

は、購 入
こうにゅう

できません。差入れ
さしい

も購 入
こうにゅう

も無制限
むせいげん

には許
ゆる

されず、次
つぎ

の制限
せいげん

がありま
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す。 

    （ア） 通常紙
つうじょうし

及
およ

び特別紙
とくべつし

 

      それぞれ１紙
し

ずつ、毎月
まいつき

１回
かい

の受付日
うけつけび

に翌月
よくげつ

の購読
こうどく

を予約
よやく

することができます。購 入
こうにゅう

代金
だいきん

については、領置
りょうち

金
きん

から引
ひ

き去
さ

り、月
つき

単位
たんい

で 行
おこな

われます。 

なお、釈 放
しゃくほう

等
とう

により購読
こうどく

を途中
とちゅう

で中止
ちゅうし

する場合
ばあい

には、購読
こうどく

料 金
りょうきん

を返還
へんかん

します。 

      交付
こうふ

を受ける
う

際
さい

には、原則
げんそく

として、前日分
ぜんじつぶん

の該当
がいとう

する新聞紙
しんぶんし

を廃棄
はいき

することになりま

す。 

    （イ） 雑誌
ざっし

 

      書籍
しょせき

に雑誌
ざっし

と記載
きさい

されているものは、全
すべ

て雑誌
ざっし

として取
と

り 扱
あつか

います。また、雑誌
ざっし

の各
かく

週 号
しゅうごう

については、毎月
まいつき

１回
かい

の受付日
うけつけび

に１誌
し

に限
かぎ

り、翌月
よくげつ

の定期
ていき

購読
こうどく

を申
もう

し込
こ

むことが

できます。週刊誌
しゅうかんし

など月
つき

に複
ふく

数冊
すうさつ

刊行
かんこう

される雑誌
ざっし

は、１か月分
げつぶん

を１誌
し

と数
かぞ

えます。 

    （ウ） 書籍
しょせき

 

      毎月
まいつき

２回
かい

の受付日
うけつけび

に書籍
しょせき

の購 入
こうにゅう

を申
もう

し込
こ

むことができます。申込み
もうしこ

ができる冊数
さっすう

は、

１回
かい

につき最大
さいだい

３冊
さつ

までです。ただし、連続
れんぞく

して閲覧
えつらん

する週刊誌
しゅうかんし

を含みます
ふく

。申
もう

し込
こ

む

際
さい

には、書籍
しょせき

の題名
だいめい

、出 版 社
しゅっぱんしゃ

等
とう

を正確
せいかく

に記載
きさい

するようにしなさい。書籍
しょせき

は、差入れ
さしい

も

可能
かのう

です。差入
さしい

れを依頼
いらい

する場合
ばあい

は、保管
ほかん

私物
しぶつ

容 量
ようりょう

の総 量
そうりょう

が保管
ほかん

限度量
げんどりょう

を超
こ

えないよ

うに注意
ちゅうい

しなさい。書籍
しょせき

は、原則
げんそく

として納 入
のうにゅう

又
また

は差入れ
さしい

から２か月
げつ

以内
いない

にあなたに交付
こうふ

します。 

    （エ） その他
た

の文書
ぶんしょ

図画
と が

 

      原則
げんそく

として購 入
こうにゅう

は取
と

り計
はか

らいません。差
さし

入
い

れについては、１回
かい

につき最大
さいだい

１０部
ぶ

ま

で（ただし、写真
しゃしん

に限
かぎ

り２０枚
まい

まで）としていますので、差入
さしい

れを依頼
いらい

する場合
ばあい

などには

注意
ちゅうい

しなさい。その他
た

の文書
ぶんしょ

図画
と が

は、原則
げんそく

として差入れ
さしい

から２か月
げつ

以内
いない

にあなたに交付
こうふ

し

ます。 
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第
だい

10 余暇
よ か

活動
かつどう

の援助
えんじょ

 

   余暇
よ か

時間
じかん

とは、点検
てんけん

、食事
しょくじ

、作業
さぎょう

、就 寝
しゅうしん

などといった特定
とくてい

の起居
ききょ

動作
どうさ

を義
ぎ

務
む

付
づ

けられない

時間帯
じかんたい

のことです。平日
へいじつ

においても、夕刻
ゆうこく

から夜間
やかん

にかけて、２時間
じかん

程度
ていど

は余暇
よ か

時間
じかん

が確保
かくほ

され

ています。余暇
よ か

時間
じかん

をどのように過
す

ごすかは、当所
とうしょ

の規律
きりつ

及び
およ

秩序
ちつじょ

を害したり
がい

、他人
たにん

に迷惑
めいわく

を掛
か

けたりしない限り
かぎ

はあなたの自由
じゆう

です。時
とき

には、ゆったりとくつろいで 心
こころ

をリフレッシュさせる

ことも必要
ひつよう

です。ただ、限り
かぎ

ある所内
しょない

生活
せいかつ

の時間
じかん

を有効
ゆうこう

に活用
かつよう

し、余暇
よ か

時間
じかん

を善用
ぜんよう

するよう

努める
つと

ことは忘れて
わす

はいけません。余暇
よ か

時間帯
じかんたい

のあなたの活動
かつどう

を意義
い ぎ

あるものとするため、以下
い か

のとおり、自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

、教 育 的
きょういくてき

活動
かつどう

、レクリエーション及び
およ

クラブ活動
かつどう

等
とう

を 行
おこな

います。 

 １ 自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

 

  ⑴ 余暇
よ か

時
じ

間
かん

帯
たい

には、自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

が許される
ゆる

場合
ばあい

があります。自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

とは、外部
がいぶ

の事
じ

業 者
ぎょうしゃ

との請負
うけおい

契約
けいやく

により 行
おこな

う物品
ぶっぴん

の製作
せいさく

その他
た

の作業
さぎょう

のことをいいます。自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

を提供する
ていきょう

外部
がいぶ

の事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、当所
とうしょ

において選定
せんてい

します。賃金
ちんぎん

は出来高払
できだかばら

いとなり、

決して
けっ

高い
たか

ものではありません。賃金
ちんぎん

は、外部
がいぶ

の事業者
じぎょうしゃ

からの差入れ
さしい

の 形
かたち

で支払われます
しはら

。 

  ⑵ 自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

は、制限
せいげん

区分
くぶん

が第
だい

一種
いっしゅ

又
また

は第
だい

二種
にしゅ

の受刑者
じゅけいしゃ

で、行 刑
ぎょうけい

成績
せいせき

が優 秀
ゆうしゅう

な人
ひと

に

限って
かぎ

許されます
ゆる

。自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

を希望
きぼう

する人
ひと

は、職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

なさい。ただし、作業
さぎょう

量
りょう

や作業
さぎょう

場所
ばしょ

などの都合
つごう

により、申
もう

し出
で

たからといって、 必
かなら

ず許可
きょか

になるとは限
かぎ

りません。ま

た、いったん自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

を始
はじ

めた以上
いじょう

、少
すく

なくとも2週 間
しゅうかん

以上
いじょう

前
まえ

に辞退
じたい

を申
もう

し出
で

ない限り
かぎ

、

勝手
かって

にやめることはできません。 

 ２ レクリエーション 

  ⑴ レクリエーションは、余暇
よ か

時間
じかん

を利用
りよう

して、単 調
たんちょう

になりがちな所内
しょない

生活
せいかつ

に 潤
うるお

いを持
も

たせ、

気分
きぶん

転換
てんかん

や、心身
しんしん

の健康
けんこう

増進
ぞうしん

を図
はか

るために 行
おこな

うもので、当所
とうしょ

においては、時期
じ き

に応
おう

じた

種目
しゅもく

を選定
せんてい

し実施
じっし

しています。レクリエーションへの参加
さんか

を通
つう

じて自主性
じしゅせい

、協 調 性
きょうちょうせい

、フェ

アプレーの精神
せいしん

のかん養
よう

にも役立
やくだ

ててもらいたいと 考
かんが

えています。 

  ⑵ レクリエーションを 行
おこな

うに当
あ

たっては、次
つぎ

の事柄
ことがら

を守
まも

りなさい。 

   ア 運動
うんどう

時
じ

には、負傷
ふしょう

防止
ぼうし

のため、始
はじ

めに体
たい

育
いく

委員
いいん

が指揮
し き

して準備
じゅんび

体操
たいそう

を 行
おこな

わせるので、

節度
せつど

ある動作
どうさ

で行う
おこな

こと。 

   イ 運動
うんどう

用具
ようぐ

、娯楽
ごらく

用具
ようぐ

等
とう

は、丁寧
ていねい

に取り
と

扱
あつか

い、特定
とくてい

の人
ひと

だけが独占
どくせん

しないこと。 

   ウ 碁
ご

や将棋
しょうぎ

があるので、規律
きりつ

違反
いはん

にならないよう使用
しよう

しなさい。 

   エ 各種
かくしゅ

競技
きょうぎ

大会
たいかい

は、勝 敗
しょうはい

のみにこだわらず、お互い
たが

にルールを守
まも

って和や
なご

かに 行
おこな

うこと。 

 ３ 教 育 的
きょういくてき

活動
かつどう

の援助
えんじょ

 

   当所
とうしょ

では、あなたが居室
きょしつ

での余暇
よ か

時間
じかん

を活用
かつよう

して自学自習
じがくじしゅう

することを希望
きぼう

する場合
ばあい

には、次
つぎ

の事項
じこう

について、これを援助
えんじょ

しています。希望
きぼう

する人
ひと

全
すべ

てに援助
えんじょ

ができるとは限りません
かぎ

が、

援助
えんじょ

を受
う

けたい人
ひと

は職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

なさい。 

  ⑴ 通信
つうしん

教 育
きょういく

 

   ア 趣味
しゅみ

、教 養
きょうよう

、職 業
しょくぎょう

知識
ちしき

等
とう

の向 上
こうじょう

を図る
はか

ため、公費
こうひ

又
また

は私費
し ひ

の通信
つうしん

教 育
きょういく

を実施
じっし

して

います。 

     なお、通信
つうしん

教 育
きょういく

の受講
じゅこう

を認
みと

められるためには、①刑
けい

執行
しっこう

開始
かいし

時
じ

の指導
しどう

等
とう

終 了
しゅうりょう

後
ご

２

か月
げつ

を経過
けいか

し、かつ、残
ざん

刑期
けいき

に照らして
て

、在 所 中
ざいしょちゅう

に受講
じゅこう

しようとする種目
しゅもく

の課程
かてい

を 修 了
しゅうりょう
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することが可能
かのう

であると認
みと

められる人
ひと

、②受講
じゅこう

意欲
いよく

が認められ
みと

、かつ、受講
じゅこう

能 力
のうりょく

が認
みと

めら

れる人
ひと

、③生活
せいかつ

評価
ひょうか

が普通
ふつう

以上
いじょう

の人
ひと

という各要件
かくようけん

を満たす
み

必要
ひつよう

があります。 

   イ 公費
こうひ

通信
つうしん

教 育
きょういく

は、上記
じょうき

アの要件
ようけん

を満たし
み

、施設
しせつ

が募集
ぼしゅう

する種目
しゅもく

の受講
じゅこう

を希望
きぼう

する

工 場
こうじょう

就 業 者
しゅうぎょうしゃ

の中
なか

から、本人
ほんにん

の学 力
がくりょく

の程度
ていど

、領置
りょうち

金額
きんがく

、社会
しゃかい

復帰
ふっき

に有益
ゆうえき

と認められる
みと

事情
じじょう

等
とう

を総合的
そうごうてき

に判断
はんだん

して、相当
そうとう

と認められる
みと

人
ひと

を対 象
たいしょう

に実施
じっし

します。受講
じゅこう

種目
しゅもく

は、

施設
しせつ

が募集
ぼしゅう

する講座
こうざ

に限定
げんてい

します。 

   ウ 私費
し ひ

通信
つうしん

教 育
きょういく

は、原則
げんそく

として、文部
もんぶ

科学省
かがくしょう

認定
にんてい

社会
しゃかい

通信
つうしん

教 育
きょういく

講座
こうざ

の中
なか

から種目
しゅもく

を

選定
せんてい

して受講
じゅこう

を希望
きぼう

するもので、受講
じゅこう

が相当
そうとう

と認められる
みと

人
ひと

を対 象
たいしょう

に実施
じっし

します。この

場合
ばあい

、受講生
じゅこうせい

は、領置
りょうち

金
きん

で必要
ひつよう

な学費
がくひ

を支払う
しはら

ことのできる人
ひと

でなければなりません。 

   エ 通信
つうしん

教 育
きょういく

受講生
じゅこうせい

について、①生活
せいかつ

評価
ひょうか

が 著
いちじる

しく不良
ふりょう

である人
ひと

、②勉学
べんがく

の意欲
いよく

に

乏しい
とぼ

人
ひと

、③病気
びょうき

その他
た

の事由
じゆう

により受講
じゅこう

を継続
けいぞく

することができなくなった人
ひと

という

各要件
かくようけん

のいずれかに該当
がいとう

すると認
みと

められるときは、通信
つうしん

教 育
きょういく

受講生
じゅこうせい

から除外
じょがい

すること

があるので、注意
ちゅうい

が必要
ひつよう

です。 

   オ 私費
し ひ

通信
つうしん

教 育
きょういく

の受講生
じゅこうせい

が受講
じゅこう

の辞退
じたい

を申し
もう

出た
で

ときは、特
とく

に支障
ししょう

のない限り
かぎ

認められます
みと

。公費
こうひ

通信
つうしん

教 育
きょういく

の受講生
じゅこうせい

は、やむを得
え

ない事情
じじょう

が認められる
みと

場合
ばあい

を除いて
のぞ

、

自己
じ こ

都合
つごう

による辞退
じたい

は許
ゆる

されません。 

  ⑵ 独学
どくがく

 

   ア 独学
どくがく

とは、次
つぎ

の条 件
じょうけん

を備えて
そな

いると認められた
みと

科目
かもく

を選定
せんてい

し、居室
きょしつ

において学 習
がくしゅう

する

ことをいいます。 

なお、学 習
がくしゅう

に必要
ひつよう

な図書
としょ

、教 材
きょうざい

及
およ

び文具類
ぶんぐるい

は、全
すべ

て自弁
じべん

とします。 

(ア)  在 所 中
ざいしょちゅう

又
また

は出所後
しゅっしょご

の資格
しかく

試験
しけん

を目的
もくてき

とする科目
かもく

 

(イ)  出所後
しゅっしょご

の 職 業
しょくぎょう

等
とう

に必要
ひつよう

な知識
ちしき

の習 得
しゅうとく

が目的
もくてき

である科目
かもく

 

(ウ)  その他
た

適当
てきとう

であると認
みと

められる科目
かもく

 

   イ 独学
どくがく

は、①学 習
がくしゅう

の意欲
いよく

が認
みと

められる人
ひと

、②生活
せいかつ

評価
ひょうか

が普通
ふつう

以上
いじょう

の人
ひと

という各要件
かくようけん

を

満たし
み

、かつ、上記
じょうき

アに掲
かか

げる科目
かもく

の中
なか

から選択
せんたく

して出 願
しゅつがん

した人
ひと

について、原則
げんそく

として

一人
ひとり

１科目
かもく

とします。独学
どくがく

の期間
きかん

は、中止
ちゅうし

の申出
もうしで

のない限り
かぎ

、釈
しゃく

放
ほう

前
ぜん

指導
しどう

への編 入
へんにゅう

時
じ

ま

でとします。 

なお、①懲 罰
ちょうばつ

又
また

は訓戒
くんかい

以下
い か

の規律
きりつ

違反
いはん

を頻回
ひんかい

した人
ひと

、②学 習
がくしゅう

意欲
いよく

が消 失
しょうしつ

したと判定
はんてい

された人
ひと

は、学 習
がくしゅう

許可
きょか

が停止
ていし

されるので注意
ちゅうい

が必要
ひつよう

です。 

   ウ 独学
どくがく

中止
ちゅうし

を申し
もう

出
で

たときは、特
とく

に支障
ししょう

のない限り
かぎ

認
みと

められます。 

 ４ 各種
かくしゅ

集 会
しゅうかい

等
とう

 

  ⑴ 誕 生 会
たんじょうかい

 

    当所
とうしょ

では毎月
まいつき

、その月
つき

に生
う

まれた人
ひと

たちを対 象
たいしょう

に、お互い
たが

の誕 生
たんじょう

日
び

を祝 福
しゅくふく

するととも

に、過去
か こ

を反省
はんせい

し更生
こうせい

の一助
いちじょ

とするために誕 生 会
たんじょうかい

が 行
おこな

われます。 

    誕 生 会
たんじょうかい

に参加
さんか

する人
ひと

は、意義
い ぎ

を理解
りかい

して、健全
けんぜん

な社会人
しゃかいじん

となるよう思い
おも

を新た
あら

にしながら

参加
さんか

することが大切
たいせつ

です。 

  ⑵ その他
た

の行事
ぎょうじ

 

    所内
しょない

生活
せいかつ

に変化
へんか

と 潤
うるお

いを持
も

たせ、また、集 団 的
しゅうだんてき

活動
かつどう

を通
つう

じて規律
きりつ

を身
み

に付
つ

け、協 調 性
きょうちょうせい

、



 24 

責任感
せきにんかん

などを 養
やしな

うため、テレビ観 賞
かんしょう

、演芸会
えんげいかい

、運動会
うんどうかい

、各種
かくしゅ

競技
きょうぎ

大会
たいかい

などが定期的
ていきてき

に

開催
かいさい

されます。 

  ⑶ 行事
ぎょうじ

出 席 者
しゅっせきしゃ

の心得
こころえ

 

    行事
ぎょうじ

に出 席
しゅっせき

する際
さい

は、次
つぎ

の心得
こころえ

事項
じこう

を守
まも

ること。 

心得
こころえ

事項
じこう

に反し
はん

、態度
たいど

不良
ふりょう

の人
ひと

に対して
たい

は、体育館
たいいくかん

、行事
ぎょうじ

場所
ばしょ

から退 場
たいじょう

を命
めい

ずることが

あるので、注意
ちゅうい

が必要
ひつよう

です。 

   ア 体育館
たいいくかん

や行事
ぎょうじ

場所
ばしょ

と居室
きょしつ

や工 場 間
こうじょうかん

の出
で

入
い

りの途中
とちゅう

を含め
ふ く

、交談
こうだん

をしないこと。 

   イ 服装
ふくそう

を正し
ただ

、職 員
しょくいん

の指示
し じ

に 従
したが

って、順 序
じゅんじょ

正しく
ただ

行進
こうしん

すること。 

   ウ あらかじめ居室
きょしつ

や工 場
こうじょう

などで用便
ようべん

を済
す

ませ、体育館
たいいくかん

等
とう

に入って
はい

から用便
ようべん

を申
もう

し出
で

るこ

とのないよう心掛
こころが

けること。 

   エ 体育館
たいいくかん

では、行事
ぎょうじ

が開
かい

始
し

されるまでの 間
あいだ

及び
およ

行事
ぎょうじ

が終
お

わって退
たい

出
しゅつ

するまでの 間
あいだ

は、

静か
しず

に待機
たいき

すること。 

   オ 行事
ぎょうじ

中
ちゅう

は、腕組
うでぐみ

、足組
あしぐみ

をしたり、やじを飛
と

ばしたり、足
あし

を踏
ふ

み鳴
な

らしたり、度
ど

の過
す

ぎた

拍手
はくしゅ

、笑
わら

い声
ごえ

及
およ

び奇声
きせい

を発する
はっ

ような不作法
ぶさほう

な態度
たいど

はとらないこと。 

 ５ その他
た

の余暇
よ か

活動
かつどう

の援助
えんじょ

 

  ⑴ クラブ活動
かつどう

 

   ア クラブ活動
かつどう

は、健全
けんぜん

な趣味
しゅみ

や豊か
ゆた

な情 操
じょうそう

を育て
そだ

、余暇
よ か

を善用
ぜんよう

する習 慣
しゅうかん

を 養
やしな

うため

自主的
じしゅてき

に参加
さんか

するもので、さまざまな種目
しゅもく

があります。 

   イ 参加
さんか

対 象 者
たいしょうしゃ

は、工 場
こうじょう

就 業 者
しゅうぎょうしゃ

のみで、入部
にゅうぶ

希望者
きぼうしゃ

の 申
もうし

出
で

があったときは、審査
しんさ

の

上決定
うえけってい

しますが、各
かく

クラブとも人数
にんずう

等
とう

の制
せい

限
げん

があるため、欠員
けついん

ができるまで入部
にゅうぶ

できな

いことがあります。 

   ウ 入部
にゅうぶ

したら途中
とちゅう

で投
な

げ出
だ

したりせず、最後
さいご

まで怠けず
なま

にやり抜
ぬ

くよう努力
どりょく

しなさい。ま

た、講師
こうし

は、主
おも

に外部
がいぶ

の篤志家
とくしか

が時間
じかん

を割
さ

いて指導
しどう

してくださるので、礼儀
れいぎ

正しく
ただ

真剣
しんけん

な態度
たいど

で指導
しどう

を受
う

けるようにしなさい。 

  ⑵ テレビ、ラジオ放送
ほうそう

 

   ア テレビ視聴
しちょう

について、 

     工 場
こうじょう

就 業 者
しゅうぎょうしゃ

については、平日
へいじつ

、工 場
こうじょう

で休 憩
きゅうけい

時間
じかん

に視聴
しちょう

することができます。また、

平日
へいじつ

は午後
ご ご

７時
じ

から午後
ご ご

８時
じ

５５分
ふん

まで、作業
さぎょう

休 日
きゅうじつ

（矯 正
きょうせい

指導
しどう

日
び

は除く
のぞ

。）は、午後
ご ご

１

時
じ

から夕 配 食
ゆうはいしょく

まで及
およ

び午後
ご ご

７時
じ

から午後
ご ご

８時
じ

５５分
ふん

まで、居
きょ

室内
しつない

で視聴
しちょう

できますす。 

   イ ラジオ放送
ほうそう

 

     ラジオ放送
ほうそう

については、教 養
きょうよう

番組
ばんぐみ

と娯楽
ごらく

番組
ばんぐみ

を合わせて
あ

編成
へんせい

しています。テレビ・ラ

ジオ放送
ほうそう

時間
じかん

中
ちゅう

は、他人
たにん

の邪魔
じゃま

にならないようにしなさい。 
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第
だい

11 外
がい

出
しゅつ

及び
お よ

外泊
がいはく

 

 １ 外
がい

出
しゅつ

及
およ

び外泊
がいはく

の要件
ようけん

 

   仮 釈 放
かりしゃくほう

応
おう

当
とう

日
び

を経過
けいか

した懲 役
ちょうえき

受刑者
じゅけいしゃ

又
また

は禁錮
きんこ

受刑者
じゅけいしゃ

は、次
つぎ

の要件
ようけん

を全
すべ

て満
み

たした場合
ばあい

には外
がい

出
しゅつ

又
また

は外泊
がいはく

が許される
ゆる

場合
ばあい

があります。 

   外
がい

出
しゅつ

又
また

は外泊
がいはく

とは、職 員
しょくいん

が同
どう

行
こう

せずに刑事
けいじ

施設
しせつ

の外部
がいぶ

に出
で

かけることで、日
ひ

帰
がえ

りの場合
ばあい

は

外
がい

出
しゅつ

、宿 泊
しゅくはく

を 伴
ともな

う場合
ばあい

は外泊
がいはく

といいます。外泊
がいはく

は、最 長
さいちょう

でも７日
か

間
かん

以内
いない

です。外
がい

出
しゅつ

又
また

は外泊
がいはく

は、誰
だれ

にでも許
ゆる

されるものではなく、極めて
きわ

例外的
れいがいてき

な場合
ばあい

に許可
きょか

することを予定
よてい

してい

ます。 

   外
がい

出
しゅつ

又
また

は外泊
がいはく

を希望
きぼう

する人
ひと

は、自分
じぶん

が以下
い か

の各要件
かくようけん

を満
み

たす可能性
かのうせい

があるかどうかをよく

考
かんが

えた上
うえ

で、職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

なさい。 

  ⑴ 制
せい

限
げん

区分
くぶん

が第
だい

１種
しゅ

であること又
また

は釈 放
しゃくほう

前
ぜん

処遇
しょぐう

を受
う

けていること。 

  ⑵ 原則
げんそく

として、次
つぎ

のいずれかの用務
ようむ

を 行
おこな

うことが円滑
えんかつ

な社会
しゃかい

復帰
ふっき

を図
はか

るため必要
ひつよう

であるこ

と 

   ア 環 境
かんきょう

調 整
ちょうせい

に係
かか

る用務
ようむ

のため保護
ほ ご

観察官
かんさつかん

、保護司
ほ ご し

、更生
こうせい

保護
ほ ご

施設
しせつ

、引受人
ひきうけにん

、協 力
きょうりょく

雇用
こよう

主
ぬし

等
とう

を訪問
ほうもん

すること。 

   イ 出
しゅっ

所後
しょご

の円滑
えんかつ

な就 労
しゅうろう

を図
はか

るためハローワークその他
た

の公的
こうてき

機関
きかん

を訪問
ほうもん

し、又
また

は企業
きぎょう

等
とう

の業務
ぎょうむ

説明会
せつめいかい

や採用
さいよう

面接
めんせつ

に参加
さんか

すること（真剣
しんけん

にこれらの機会
きかい

を利用
りよう

して 就 職
しゅうしょく

活動
かつどう

を 行
おこな

う意思
い し

を有
ゆう

していると認められる
みと

場合
ばあい

に限
かぎ

る。）。 

   ウ 出所後
しゅっしょご

の居 住 先
きょじゅうさき

や婚姻
こんいん

関係
かんけい

、子
こ

の養育
よういく

関係
かんけい

の調 整
ちょうせい

等
とう

のため親族
しんぞく

等
とう

を訪問
ほうもん

し、又
また

は

雇用
こよう

関係
かんけい

の調 整
ちょうせい

等
とう

のため釈放後
しゃくほうご

に 就 職
しゅうしょく

を予定
よてい

している会社
かいしゃ

等
とう

を訪問
ほうもん

すること。 

  ⑶ 改善
かいぜん

更生
こうせい

の意欲
いよく

が特
とく

に高い
たか

と認
みと

められること。 

  ⑷ 受刑
じゅけい

態度
たいど

が特
とく

に良 好
りょうこう

であること。 

  ⑸ ６か月
げつ

以上
いじょう

刑
けい

の執
しっ

行
こう

を受
う

けていること（外泊
がいはく

の場合
ばあい

に限
かぎ

る。）。 

 ２ 外
がい

出
しゅつ

又
また

は外 泊 中
がいはくちゅう

に 遵
じゅん

守
しゅ

すべき事項
じこう

 

   外
がい

出
しゅつ

又
また

は外泊
がいはく

を許された
ゆる

受刑者
じゅけいしゃ

には、外
がい

出
しゅつ

中
ちゅう

又
また

は外 泊 中
がいはくちゅう

に 遵
じゅん

守
しゅ

すべき事項
じこう

が個別
こべつ

に

書面
しょめん

で告知
こくち

されます。外
がい

出
しゅつ

又
また

は外泊
がいはく

を許
ゆる

されたということは、あなたが当所
とうしょ

から極めて
きわ

信頼
しんらい

されていることを意味
い み

します。誇り
ほこ

を持
も

ち、信頼
しんらい

を裏切る
うらぎ

ことのないよう、よく内容
ないよう

を読んで
よ

、

間違い
まちが

のないようにしなさい。 
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第
だい

12 給
きゅう

貸与品
たいよひん

 

   当所
とうしょ

では、あなたが所内
しょない

生活
せいかつ

を送
おく

るのに必要
ひつよう

な物品
ぶっぴん

を貸与
たいよ

し、又
また

は支給
しきゅう

します。これらの

物品
ぶっぴん

（ 給
きゅう

貸与品
たいよひん

）は、衣類
いるい

及
およ

び寝具
しんぐ

、食事
しょくじ

及び
およ

湯茶
ゆちゃ

並
なら

びに日用品
にちようひん

、筆記
ひっき

具
ぐ

その他
た

の物品
ぶっぴん

に区分
くぶん

されます。誕 生 会
たんじょうかい

などの行事
ぎょうじ

に際
さい

し、嗜好品
しこうひん

を支給
しきゅう

することもあります。優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

が第
だい

一類
いちるい

の受刑者
じゅけいしゃ

には、このほか、室内
しつない

装 飾 品
そうしょくひん

その他
た

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

に用
もち

いる物品
ぶっぴん

を貸与
たいよ

します。 

 １ 衣類
いるい

及
およ

び寝具
しんぐ

 

 衣類
いるい

及
およ

び寝具
しんぐ

は、その種類
しゅるい

及
およ

び数
すう

量
りょう

を定
さだ

めて貸与
たいよ

するとともに、衛生的
えいせいてき

な面
めん

に 重
じゅう

点
てん

を置
お

いて、これらの洗
せん

濯
たく

及
およ

び乾
かん

燥
そう

を 行
おこな

います。 

 なお、下着類
したぎるい

は、一定
いってい

の制
せい

限
げん

の下
もと

に購 入
こうにゅう

し、または差
さし

入
い

れされた物
もの

を着 用
ちゃくよう

することがで

きます。 

 ２ 食事
しょくじ

 

   主 食
しゅしょく

は、作業
さぎょう

の形態
けいたい

等
とう

を考慮
こうりょ

して、Ａ 食
しょく

、Ｂ 食
しょく

、Ｃ 食
しょく

の３ランクに分
わ

けて給与
きゅうよ

されま

す。また、医 療 上
いりょうじょう

及
およ

び健康
けんこう

保持上
ほじじょう

（体位
たいい

が 著
いちじる

しく異
こと

なる人
ひと

等
とう

）特
とく

に必要
ひつよう

と認
みと

める人
ひと

に対
たい

しては、必 要 量
ひつようりょう

の主 食
しゅしょく

を給与
きゅうよ

します。 

なお、副 食
ふくしょく

については、作業
さぎょう

形態
けいたい

に関係
かんけい

なく、原則
げんそく

として全員
ぜんいん

に同
おな

じものが給与
きゅうよ

されます。

ただし、アレルギー（ 魚
さかな

や 卵
たまご

など） 症 状
しょうじょう

等
とう

のある人
ひと

については、健康面
けんこうめん

を考慮
こうりょ

して、別
べつ

のメニューを給与
きゅうよ

することがあります。 

   お茶
ちゃ

は、配 食
はいしょく

時
じ

において、居室
きょしつ

や工 場
こうじょう

に備
そな

え付
つ

けられているやかん及び
およ

ポットに給与
きゅうよ

しま

す。 

   なお、正規
せいき

に給与
きゅうよ

した食事
しょくじ

等
とう

以外
いがい

のものを不正
ふせい

に入 手
にゅうしゅ

してはいけません。また、残
のこ

したもの

は、 必
かなら

ず残飯
ざんぱん

として提 出
ていしゅつ

するようにしなさい。 

 ３ 日
にち

用品
ようひん

、筆記
ひっき

具
ぐ

その他
た

の物品
ぶっぴん

 

 ちり紙
がみ

、歯
は

ブラシ、歯
は

磨
みが

き粉
こ

、石
せっ

けん、タオル、はし、ボールペンなどの日用品
にちようひん

、筆記
ひっき

具
ぐ

その他
た

の物品
ぶっぴん

は、貸与
たいよ

又
また

は支給
しきゅう

します。上手
じょうず

に使えば
つか

十
じゅう

分
ぶん

支給
しきゅう

した分
ぶん

量
りょう

で足
た

りるはずですので、

大切
たいせつ

に使
つか

うように心掛
こころが

けなさい。 

 日
にち

用品
ようひん

、筆記
ひっき

具
ぐ

その他
た

の物品
ぶっぴん

は、一定
いってい

の制限
せいげん

の下
もと

に購 入
こうにゅう

し、または差
さ

し入
い

れられた物
もの

を使用
しよう

することができます。ただし、この場合
ばあい

は、貸与
たいよ

又
また

は支給
しきゅう

物品
ぶっぴん

が回 収
かいしゅう

又
また

は停止
ていし

されます。 
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第
だい

13 私物
しぶつ

の取
とり

扱
あつか

い 

 １ 私物
しぶつ

の領置
りょうち

又
また

は本人
ほんにん

保管
ほかん

 

⑴ 入 所
にゅうしょ

時
じ

に持
も

ってきた物品
ぶっぴん

（着衣
ちゃくい

を含
ふく

む。）は、所内
しょない

で使用
しよう

を許
ゆる

すものは引き渡
ひ  わた

してあな

た自身
じしん

に保管
ほかん

させ、所内
しょない

で使用
しよう

を許
ゆる

さないものは領置
りょうち

します。ただし、入 所
にゅうしょ

時
じ

に持
も

ってきた

物品
ぶっぴん

が、次
つぎ

のアからエまでのいずれかに該当
がいとう

する場合
ばあい

には、引
ひ

き渡
わた

しも領置
りょうち

もできないので、

他
た

の者
もの

への交付
こうふ

又
また

は廃棄
はいき

の手続
てつづき

を取
と

りなさい。 

   ア 保管
ほかん

に不便
ふべん

なもの 

   イ 腐敗
ふはい

し、又
また

は滅失
めっしつ

するおそれがあるもの 

   ウ 危険
きけん

を 生
しょう

ずるおそれがあるもの 

   エ 後 述
こうじゅつ

する保管
ほかん

限度
げんど

量
りょう

又
また

は領置
りょうち

限度
げんど

量
りょう

を超
こ

える場合
ばあい

における超過
ちょうか

量
りょう

に相当
そうとう

するもの 

  ⑵ 所内
しょない

で使用
しよう

を許
ゆる

す物品
ぶっぴん

（保管
ほかん

私物
しぶつ

）も領置
りょうち

する物品
ぶっぴん

（領置
りょうち

物
ぶつ

）にも、その分
ぶん

量
りょう

には制限
せいげん

があります。ただし、現
げん

に係属
けいぞく

している裁判
さいばん

について、裁判所
さいばんしょ

から送達
そうたつ

された書類
しょるい

及び
およ

裁判所
さいばんしょ

に送付
そうふ

した書類
しょるい

の写
うつ

しについては、領置
りょうち

物
ぶつ

や保管
ほかん

私物
しぶつ

の 量
りょう

を計
はか

る際
さい

には、別
べつ

扱
あつか

い

とします。 

   ア 最大
さいだい

限
げん

領置
りょうち

することのできる 量
りょう

（領置
りょうち

限度
げんど

量
りょう

）は、領置
りょうち

箱
ばこ

１箱
はこ

です。領置
りょうち

物
ぶつ

の総
そう

量
りょう

が領置
りょうち

限度
げんど

量
りょう

を超
こ

える場合
ばあい

には、超過
ちょうか

量
りょう

に相当
そうとう

する領置
りょうち

物
ぶつ

について、速
すみ

やかに他
た

の者
もの

への交付
こうふ

又
また

は廃棄
はいき

の手続
てつづき

をとりなさい。 

     なお、トランクや大型
おおがた

バッグ等
とう

の不定形物
ふていけいぶつ

は、別
べつ

の棚
たな

に保管
ほかん

するので、原則
げんそく

として保管
ほかん

量
りょう

の制限
せいげん

はありません。しかし、領置
りょうち

物
ぶつ

を収 納
しゅうのう

する程度
ていど

の大きさ
おお

や数
すう

量
りょう

を大幅
おおはば

に超
こ

え

る場合
ばあい

は、保管
ほかん

できないことがあります。その場合
ばあい

には、速やか
すみ

に他
た

の者
もの

への交付
こうふ

又
また

は廃棄
はいき

の手続
てつづき

をとりなさい。 

   イ 保管
ほかん

私物
しぶつ

を最大
さいだい

限
げん

所
しょ

持
じ

することができる 量
りょう

（保管
ほかん

限度
げんど

量
りょう

８０リットル）は、居
きょ

室内
しつない

に

整備
せいび

した保管
ほかん

私物
しぶつ

かばん１個
こ

（５０リットル）及び居
きょ

室内
しつない

の私物
しぶつ

棚
だな

など（３０リットル） 

に収 納
しゅうのう

できる 量
りょう

です。私物
しぶつ

かばんについては、保管
ほかん

私物
しぶつ

を収 納
しゅうのう

した状 態
じょうたい

で、ファスナ

ーが完全
かんぜん

に閉まる
し

ことが必要
ひつよう

です。また、私物
しぶつ

棚
だな

についても、棚板
たないた

の前部
ぜんぶ

、上部
じょうぶ

及
およ

び左右
さゆう

にはみ出
だ

さないように整然
せいぜん

と保管
ほかん

私物
しぶつ

を収 納
しゅうのう

しなさい。 

     保管
ほかん

私物
しぶつ

の総
そう

量
りょう

が保管限度
ほかんげんど

量
りょう

を超える
こ

場合
ばあい

には、超過
ちょうか

量
りょう

に相当
そうとう

する保管
ほかん

私物
しぶつ

につい

て、速やか
すみ

に他
た

の者
もの

への交付
こうふ

又
また

は廃棄
はいき

の手続
てつづき

を取
と

りなさい。 

⑶ 居
きょ

室内
しつない

での私物
しぶつ

の保管
ほかん

方法
ほうほう

 

私物
しぶつ

及
およ

び 給
きゅう

貸与品
たいよひん

は、保管
ほかん

私物
しぶつ

棚
だな

または工 場 用
こうじょうよう

ロッカーに収 納
しゅうのう

しなさい。 

 ２ 購 入
こうにゅう

又
また

は差入れ
さしい

 

  ⑴ 衣類
いるい

（下着
したぎ

）、日
にち

用品
ようひん

、文房具
ぶんぼうぐ

その他
た

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

に用
もち

いる物品
ぶっぴん

などについて、その購 入
こうにゅう

又
また

は差入れ
さしい

が許
ゆる

される品目
ひんもく

、数
すう

量
りょう

、規格
きかく

などは、別
べつ

に定
さだ

める自弁
じべん

・差入
さしいれ

物品
ぶっぴん

表
ひょう

のとおりで

す。 

    なお、領置
りょうち

物
ぶつ

が領置
りょうち

限度
げんど

量
りょう

を超
こ

えていたり、保管
ほかん

私物
しぶつ

が保管
ほかん

限度
げんど

量
りょう

を超
こ

えている場合
ばあい

に

は、購 入
こうにゅう

及び
およ

差入れ
さしい

が認
みと

められないことがあります。裁判所
さいばんしょ

との送付
そうふ

文書
ぶんしょ

（前 述
ぜんじゅつ

のとおり

別
べつ

扱
あつか

いとなります。）以外
いがい

の訴訟
そしょう

関係
かんけい

書類
しょるい

についても、差入れ
さしい

できないことがあるので注意
ちゅうい

が必要
ひつよう

です。また、郵送
ゆうそう

差入れ
さしい

があった際
さい

に前 述
ぜんじゅつ

の各
かく

限度
げんど

量
りょう

を超
こ

えている場合
ばあい

には、原則
げんそく
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 として経費
けいひ

は本人
ほんにん

負担
ふたん

で返送
へんそう

する取
とり

扱
あつか

いとなるので、家族
かぞく

等
とう

とよく連絡
れんらく

しておくように

 しなさい。 

⑵ 自弁
じべん

物品
ぶっぴん

の購 入
こうにゅう

は、所定
しょてい

の物品
ぶっぴん

購 入
こうにゅう

願
がん

箋
せん

により購 入
こうにゅう

の手続
てつづき

を取
と

りなさい。 

購 入
こうにゅう

受付日
うけつけび

は、別途
べっと

告知
こくち

します。 

     購 入
こうにゅう

には、一般
いっぱん

購 入
こうにゅう

と優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

としての購 入
こうにゅう

があります。優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

としての購 入
こうにゅう

は、

表
ひょう

３「優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

と優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

の内容
ないよう

」に書
か

かれている物品
ぶっぴん

の種類
しゅるい

及び
およ

金額
きんがく

の範囲内
はんいない

で、原則
げんそく

として購 入
こうにゅう

が認
みと

められます。ただし、購 入
こうにゅう

により保管
ほかん

限度
げんど

量
りょう

を超
こ

えることとなる場合
ばあい

には、

購 入
こうにゅう

が許
ゆる

されないこともあります。一方
いっぽう

、一般
いっぱん

購 入
こうにゅう

は、眼鏡
めがね

その他
た

の補正
ほせい

器具
き ぐ

等
とう

（詳
くわ

しい

品目
ひんもく

は別
べつ

に定
さだ

める自弁
じべん

・差入
さしいれ

物 品 表
ぶっぴんひょう

を参 照
さんしょう

のこと。）や書籍
しょせき

等
とう

のほかは、下着
したぎ

及び
およ

日用品
にちようひん

、

筆記
ひっき

具
ぐ

その他
た

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

に用
もち

いる物品
ぶっぴん

について、処 遇 上
しょぐうじょう

適当
てきとう

と認
みと

められる場合
ばあい

に限り
かぎ

許
ゆる

されます。 

     なお、作業
さぎょう

報 奨 金
ほうしょうきん

による購 入
こうにゅう

は、相当
そうとう

と認
みと

める場合
ばあい

に限り
かぎ

許
ゆる

されます。 

⑶ 差入れ
さしい

は、別
べつ

に定
さだ

める自弁
じべん

・差入
さしいれ

物
ぶっ

品
ぴん

表
ひょう

に記載
きさい

された品目
ひんもく

のほかに、金銭
きんせん

や出所時
しゅっしょじ

に

必要
ひつよう

な衣類
いるい

なども許可
きょか

されますが、所内
しょない

生活
せいかつ

では、なるべく給貸与
きゅうたいよ

されるもので用
よう

を足
た

すよ

うにし、家族
かぞく

等
とう

に余分
よぶん

な負担
ふたん

や迷惑
めいわく

を掛
か

けないように心掛
こころが

けなさい。 

⑷ 当所
とうしょ

の規律
きりつ

及び
およ

秩序
ちつじょ

を害
がい

するおそれのあるもの、差
さし

入
いれ

人
にん

が不良
ふりょう

交遊
こうゆう

関係者
かんけいしゃ

等
とう

で矯 正
きょうせい

処遇
しょぐう

の適切
てきせつ

な実施
じっし

に支障
ししょう

を 生
しょう

ずるおそれがあるもの、差
さし

入
いれ

人
にん

の氏名
しめい

が不明
ふめい

なもの、所内
しょない

で

使用
しよう

を許
ゆる

されず釈 放
しゃくほう

の際
さい

に必要
ひつよう

と認
みと

められないもの、保管
ほかん

に不便
ふべん

なものその他
た

領置
りょうち

も引
ひき

渡
わた

しもできないものについては、差入れ
さしい

は許可
きょか

されません。 

 ３ 他
た

の者
もの

への交付
こうふ

及び
およ

廃棄
はいき

 

⑴ 保管
ほかん

私物
しぶつ

及び
およ

領置
りょうち

物
ぶつ

は、当所
とうしょ

の規律
きりつ

及び
およ

秩序
ちつじょ

を害
がい

し、又
また

は 矯 正
きょうせい

処遇
しょぐう

の適切
てきせつ

な実施
じっし

に

支障
ししょう

を 生
しょう

ずるおそれがあると判断
はんだん

した場合
ばあい

を除
のぞ

き、他
た

の者
もの

へ交付
こうふ

することができます。他
た

の

者
もの

へ交付
こうふ

を希望
きぼう

する場合
ばあい

には、願
がん

箋
せん

で申
もう

し出
で

なさい。 

⑵ 保管
ほかん

私物
しぶつ

を廃棄
はいき

する場合
ばあい

には、職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

てごみ箱
ばこ

に捨
す

てるなどし、廃棄
はいき

しなさい。領置
りょうち

物
ぶつ

を廃棄
はいき

する場合
ばあい

には、その旨
むね

の願
がん

箋
せん

を提 出
ていしゅつ

しなさい。 

 ４ 領置
りょうち

限度
げんど

量
りょう

を超
こ

えた領置物
りょうちぶつ

又
また

は保管
ほかん

限度量
げんどりょう

を超えた
こ

保管
ほかん

私
し

物
ぶつ

の処理
しょり

 

   既
すで

に述
の

べたとおり、領置
りょうち

物
ぶつ

の総
そう

量
りょう

が領置
りょうち

限度量
げんどりょう

を超
こ

えた場合
ばあい

又
また

は保管
ほかん

私
し

物
ぶつ

の総
そう

量
りょう

が保管
ほかん

限度量
げんどりょう

を超
こ

えた場合
ばあい

には、超過
ちょうか

量
りょう

に相当
そうとう

する領置
りょうち

物
ぶつ

又
また

は保管
ほかん

私
し

物
ぶつ

を他
た

の者
もの

への交付
こうふ

又
また

は

廃棄
はいき

しなければなりません。職 員
しょくいん

からその旨
むね

の告知
こくち

を受
う

けても他
た

の者
もの

への交付
こうふ

も廃棄
はいき

もしよう

としない場合
ばあい

には、 購 入
こうにゅう

を制限
せいげん

するほか、超過
ちょうか

量
りょう

に相当
そうとう

する領置
りょうち

物
ぶつ

又
また

は保管
ほかん

私
し

物
ぶつ

を

強 制 的
きょうせいてき

に売 却
ばいきゃく

し、又
また

は廃棄
はいき

することになります。 

    超過
ちょうか

量
りょう

に相当
そうとう

する領置
りょうち

物
ぶつ

又
また

は保管
ほかん

私
し

物
ぶつ

の選定
せんてい

は、あなたが具体的
ぐたいてき

に物品
ぶっぴん

を指定
してい

した場合
ばあい

に

は、これを参 酌
さんしゃく

しますが、物品
ぶっぴん

を指定
してい

しない場合
ばあい

には、当所
とうしょ

において適宜
てきぎ

選定
せんてい

します。一般的
いっぱんてき

に、売 却
ばいきゃく

できるものは限
かぎ

られており、仮
かり

に売 却
ばいきゃく

できても金額
きんがく

は極
きわ

めて少 額
しょうがく

です。売 却
ばいきゃく

で

きた場合
ばあい

には、その金額
きんがく

は領置
りょうち

金
きん

に繰
く

り入
い

れます。 
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第
だい

14 医療
いりょう

及び
およ

保健
ほけん

衛生
えいせい

 

   収 容
しゅうよう

生 活 中
せいかつちゅう

の健康
けんこう

保持
ほ じ

については、社会
しゃかい

で生活
せいかつ

しているときに比
くら

べて必要
ひつよう

以上
いじょう

に

神経質
しんけいしつ

になりがちです。しかし、健康
けんこう

保持
ほ じ

の基本
きほん

は、平素
へいそ

から自分
じぶん

の 体
からだ

は自分
じぶん

で守
まも

るといった

自主的
じしゅてき

健康
けんこう

管理
かんり

の意識
いしき

を持
も

って、食
た

べ物
もの

の好
す

き嫌
きら

いをなくし、作業
さぎょう

に励
はげ

み、就 寝
しゅうしん

時間
じかん

はよく眠
ねむ

るといった規則正
きそくただ

しい生活
せいかつ

をすることです。万一
まんいち

、病気
びょうき

にかかったり、負傷
ふしょう

をした場合
ばあい

、責任
せきにん

をもって診察
しんさつ

に当
あ

たるので、必要
ひつよう

以上
いじょう

に心配
しんぱい

することなく、医師
い し

を始
はじ

め医療
いりょう

関係
かんけい

職 員
しょくいん

を信頼
しんらい

し、その指示
し じ

に 従
したが

い、次
つぎ

のことを守
まも

りなさい。 

 １ 医療
いりょう

 

  ⑴ 診 療
しんりょう

を受
う

けたい人
ひと

は、毎 週
まいしゅう

定期的
ていきてき

に医務
い む

職 員
しょくいん

が巡 回
じゅんかい

しますから、担当
たんとう

職 員
しょくいん

を通
つう

じ

て申
もう

し出
で

なさい。ただし、急 病
きゅうびょう

の場合
ばあい

は、定期
ていき

の診察日
しんさつび

以外
いがい

でも担当
たんとう

職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

なさい。 

  ⑵ 歯科
し か

診 療
しんりょう

を受
う

けたい人
ひと

は、担当
たんとう

職 員
しょくいん

を通
つう

じて申
もう

し出
で

なさい。治療
ちりょう

を申
もう

し出
で

る人
ひと

が多
おお

い

ときは、治療
ちりょう

の緊急度
きんきゅうど

により治療
ちりょう

の順 番
じゅんばん

が前後
ぜんご

することがあります。 

  ⑶ 診 療
しんりょう

を受
う

ける際
さい

には、症 状
しょうじょう

を正 直
しょうじき

に詳
くわ

しく申
もう

し述
の

べなければなりません。何
なん

ともない

のに苦痛
くつう

があると 偽
いつわ

ったり、わざと大
おお

げさに 訴
うった

えてはいけません。また、わざと食事
しょくじ

をしな

かったり、その他
た

の方法
ほうほう

で病気
びょうき

を 装
よそお

ったりすると、正
ただ

しい治療
ちりょう

ができず、あなたの健康
けんこう

を

害
がい

するばかりでなく、他人
たにん

の迷惑
めいわく

にもなるので注意
ちゅうい

しなさい。 

  ⑷ 投与
とうよ

された 薬
くすり

は、 必
かなら

ず指
し

示
じ

されたとおりに服用
ふくよう

しなさい。職 員
しょくいん

が保管
ほかん

している 薬
くすり

は、

職 員
しょくいん

の面前
めんぜん

で服用
ふくよう

し、飲
の

み終
お

わったら薬包紙
やくほうし

を 必
かなら

ず職 員
しょくいん

に提 出
ていしゅつ

しなさい。 

  ⑸ 投与
とうよ

された 薬
くすり

をまとめて飲
の

んだり、他
た

の人
ひと

とやり取
と

りをすることは、自他
じ た

共
とも

に危険
きけん

を 生
しょう

じ

ることがあるので、絶対
ぜったい

にしてはいけません。 

  ⑹ 特異
とくい

体質
たいしつ

で、例
たと

えばピリン系
けい

薬品
やくひん

などにアレルギー反応
はんのう

を示
しめ

す人
ひと

は、あらかじめ職 員
しょくいん

に

申
もう

し出
で

なさい。 

  ⑺ 診察
しんさつ

の結果
けっか

、傷 病
しょうびょう

のため休 養
きゅうよう

となったときは、この所内
しょない

生活
せいかつ

の心得
こころえ

のほか、次
つぎ

の休 養
きゅうよう

患者
かんじゃ

の心得
こころえ

をよく守
まも

り、一日
いちにち

も早
はや

く健康
けんこう

を回復
かいふく

するよう療 養
りょうよう

に専念
せんねん

しなさい。 

   ア 医師
い し

から指示
し じ

されたことを確実
かくじつ

に守
まも

ること。 

   イ 症 状
しょうじょう

が急 変
きゅうへん

したときは、直
ただ

ちに職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

ること。 

   ウ 薬
くすり

は、定
さだ

められた時間
じかん

に 必
かなら

ず服用
ふくよう

すること。 

   エ 残
のこ

った 薬
くすり

や喫 食
きっしょく

しなかった食事
しょくじ

は、勝手
かって

に処分
しょぶん

しないで、 必
かなら

ず職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

るこ

と。 

   オ 運動
うんどう

、入 浴
にゅうよく

を禁止
きんし

されている人
ひと

は、 必
かなら

ずそれに 従
したが

うこと。 

   カ 安静
あんせい

時間
じかん

中
ちゅう

は、読書
どくしょ

、交談
こうだん

などをやめ、静
しず

かに休 養
きゅうよう

すること。 

   キ 室内
しつない

では静
しず

かにし、他
た

室
しつ

の人
ひと

や室外
しつがい

の人
ひと

と 話
はなし

をしないこと。 

   ク 看 病 係
かんびょうがかり

とは看 病
かんびょう

用務
ようむ

以外
いがい

の交談
こうだん

をしないこと。 

   ケ 室内
しつない

の清潔
せいけつ

整
せい

頓
とん

に心掛
こころが

けること。 

   コ 必
かなら

ず病衣
びょうい

を着 用
ちゃくよう

すること。 

   サ 窓枠
まどわく

に物
もの

を掛
か

けないこと。 

   シ 点検
てんけん

は、指定
してい

された位置
い ち

で姿勢
しせい

を正
ただ

して受
う

けること。 

  ⑻ 慢性
まんせい

疾患
しっかん

にり患
かん

し又
また

は釈 放
しゃくほう

間近
まぢか

に急 性
きゅうせい

疾患
しっかん

にり患
かん

した人
ひと

で、釈放後
しゃくほうご

も引
ひ

き続
つづ

き医療
いりょう
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機関
きかん

での診 療
しんりょう

が必要
ひつよう

であると判断
はんだん

された人
ひと

については、希望
きぼう

に応
おう

じて紹 介 状
しょうかいじょう

を交付
こうふ

す

るので、あらかじめ職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

なさい。 

 ２ 健康
けんこう

診断
しんだん

 

   あなたは、①当所
とうしょ

に入 所
にゅうしょ

した後
あと

速
すみ

やかに、②毎年
まいとし

１回
かい

定期的
ていきてき

に、③当所
とうしょ

における保健
ほけん

衛生
えいせい

上 必 要
じょうひつよう

があるときに、健康
けんこう

診断
しんだん

を受
う

けなければなりません。健康
けんこう

診断
しんだん

は、あなたの健康
けんこう

状 態
じょうたい

を確認
かくにん

するために 行
おこな

うものですが、多数
たすう

の受刑者
じゅけいしゃ

を集 団
しゅうだん

で管理
かんり

している当所
とうしょ

におい

て、所内
しょない

の保健
ほけん

衛生
えいせい

を適正
てきせい

な状 態
じょうたい

に保
たも

つ上
うえ

でも必要
ひつよう

なものであり、あなたは健康
けんこう

診断
しんだん

を受
う

けることを拒
こば

むことはできません。 

 ３ 指名医
しめいい

による診 療
しんりょう

 

   あなたの診 療
しんりょう

は、原則
げんそく

として、当所
とうしょ

の医師
い し

あるいは当所
とうしょ

が依頼
いらい

した外部
がいぶ

の医師
い し

又
また

は歯科
し か

医師
い し

によって 行
おこな

われます。ただし、特別
とくべつ

な理由
りゆう

がある場合
ばあい

には、あなたが刑事
けいじ

施設
しせつ

の職 員
しょくいん

でない

医師
い し

又
また

は歯
し

科
か

医
い

師
し

を指名
しめい

して、その診 療
しんりょう

を受
う

けることが許
ゆる

されることがあります。この場合
ばあい

の

診 療
しんりょう

に要
よう

した費用
ひよう

は全
すべ

て自己
じ こ

負担
ふたん

となります。健康
けんこう

保険
ほけん

制度
せいど

の適用
てきよう

対 象 外
たいしょうがい

であるので相当
そうとう

な費用
ひよう

を要
よう

することになります。 

⑴ 指名医
しめいい

による診 療
しんりょう

が許
ゆる

される要件
ようけん

 

    指名医
しめいい

による診 療
しんりょう

が許
ゆる

されるためには、原則
げんそく

として次
つぎ

の各
かく

要件
ようけん

の全
すべ

てを満
み

たしている

必要
ひつよう

があります。 

   ア 指名医
しめいい

による診 療
しんりょう

を求
もと

める 傷 病
しょうびょう

を有
ゆう

していること。 

   イ 指名医
しめいい

による診 療
しんりょう

に係
かか

る医師
い し

を特定
とくてい

していること。 

   ウ 指名医
しめいい

による診 療
しんりょう

が当所
とうしょ

内
ない

で実施
じっし

可能
かのう

であること。 

   エ 当所
とうしょ

における診 療
しんりょう

として対
たい

応
おう

することが困難
こんなん

な負傷
ふしょう

又
また

は疾病
しっぺい

であること。 

   オ 当所
とうしょ

の管理
かんり

運 営 上
うんえいじょう

支障
ししょう

がないこと。 

   カ 指名医
しめいい

が診 療
しんりょう

を承 諾
しょうだく

していること。 

  ⑵ 指名医
しめいい

による診 療
しんりょう

の 申
もうし

出
で

 

    指名医
しめいい

による診 療
しんりょう

を希望
きぼう

する人
ひと

は、次
つぎ

のアからエまでの事項
じこう

を記載
きさい

した書面
しょめん

を提 出
ていしゅつ

する

必要
ひつよう

があります。所定
しょてい

の用紙
ようし

を準備
じゅんび

しているので、希望者
きぼうしゃ

は職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

なさい。 

   ア 指名医
しめいい

による診 療
しんりょう

を受
う

ける傷 病 名
しょうびょうめい

 

   イ 指名医
しめいい

の氏名
しめい

及び
およ

勤務
きんむ

医療
いりょう

機関名
きかんめい

又
また

は連絡先
れんらくさき

 

   ウ 指名医
しめいい

による診 療
しんりょう

を受
う

けることを希望
きぼう

する理由
りゆう

 

   エ 指名医
しめいい

に依頼
いらい

する診 療
しんりょう

内容
ないよう

 

  ⑶ 指名医
しめいい

による診 療
しんりょう

の許可
きょか

、中止
ちゅうし

等
とう

 

    指名医
しめいい

による診 療
しんりょう

の許否
きょひ

は、所定
しょてい

の調査
ちょうさ

を 行
おこな

うなどした後
のち

に決定
けってい

します。決定
けってい

後
ご

速
すみ

や

かにその結果
けっか

を告知
こくち

します。いったん指名医
しめいい

の診 療
しんりょう

を許可
きょか

した場合
ばあい

においても、指名医
しめいい

が当所
とうしょ

の指示
し じ

に 従
したが

わないときなど診 療
しんりょう

を継続
けいぞく

することが不適当
ふてきとう

と認
みと

めるときには、指名医
しめいい

による

診 療
しんりょう

を中止
ちゅうし

し、以後
い ご

指名医
しめいい

の診 療
しんりょう

を受
う

けることを許
ゆる

さないことがあります。 

 ４ 保健
ほけん

衛生
えいせい

 

  ⑴ 運動
うんどう

 

    運動
うんどう

は、次
つぎ

のアからカまでに示
しめ

した日
ひ

を除
のぞ

き、毎日
まいにち

３０分
ぷん

以上
いじょう

実施
じっし

します。実施
じっし

場所
ばしょ

は、
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できる限
かぎ

り戸外
こがい

とするよう配慮
はいりょ

していますが、様々
さまざま

な事情
じじょう

から屋内
おくない

や居室内
きょしつない

となる場合
ばあい

も

あります。運動
うんどう

をする際
さい

の注意
ちゅうい

事項
じこう

等
とう

については、別紙
べっし

「運動
うんどう

時
じ

の注意
ちゅうい

事項
じこう

等
とう

」に記載
きさい

して

いますので、厳守
げんしゅ

して 行
おこな

うようにしなさい。 

   ア 行政機関
ぎょうせいきかん

の休 日
きゅうじつ

（日曜日
にちようび

及び
およ

土曜日
どようび

、国民
こくみん

の祝 日
しゅくじつ

に関
かん

する法律
ほうりつ

に規定
きてい

する休 日
きゅうじつ

並び
なら

に１２月
がつ

２９日
にち

から翌年
よくとし

１月
がつ

３日
か

までの日
ひ

） 

   イ 降雨
こうう

その他
た

の戸外
こがい

で運動
うんどう

を 行
おこな

うのに適
てき

さない事情
じじょう

がある日
ひ

 

   ウ その他
た

特別
とくべつ

な事情
じじょう

がある日
ひ

 

   エ 夏季
か き

における３日
か

間
かん

の作業
さぎょう

を 行
おこな

わない日
ひ

及び
およ

毎月
まいつき

２日
か

間
かん

の矯 正
きょうせい

指導
しどう

を実施
じっし

するため

作業
さぎょう

を 行
おこな

わない日
ひ

 

   オ 戸外
こがい

で運動
うんどう

を 行
おこな

う時間
じかん

を確保
かくほ

できない事由
じゆう

がある受刑者
じゅけいしゃ

についてのその日
ひ

 

   カ 戸外
こがい

で矯 正
きょうせい

処遇
しょぐう

等
とう

又
また

は余暇
よ か

時間
じかん

帯
たい

における運動
うんどう

競技
きょうぎ

等
とう

を 行
おこな

った受刑者
じゅけいしゃ

についての

その日
ひ

 

  ⑵ 入 浴
にゅうよく

 

    入 浴
にゅうよく

は、１週 間
しゅうかん

に２回
かい

ないし３回
かい

実施
じっし

し、入 浴
にゅうよく

時間
じかん

は１５分
ふん

間
かん

（ひげそり時間
じかん

を含
ふく

む。）

です。入 浴
にゅうよく

は、身体
しんたい

を清潔
せいけつ

にするだけでなく、血行
けっこう

を良
よ

くし、気分
きぶん

を爽快
そうかい

にするなど、保健
ほけん

上
じょう

も大切
たいせつ

なことです。入 浴
にゅうよく

の際
さい

は、職 員
しょくいん

の指示
し じ

に 従
したが

い、特
とく

に次
つぎ

の事項
じこう

を守
まも

って、規律
きりつ

正
ただ

しい動作
どうさ

をしなさい。 

なお、皮
ひ

膚
ふ

病
びょう

や性
せい

病
びょう

にかかっていることがあらかじめ分
わ

かっている人
ひと

は、職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

なさい。 

   ア 入 浴
にゅうよく

中
ちゅう

は、 話
はなし

をしないこと。 

   イ 浴槽
よくそう

には、身体
しんたい

をよく洗
あら

ってから入
はい

ること。 

   ウ 浴槽
よくそう

内
ない

にタオルを入
い

れたり、浸
ひた

したりしないこと。 

   エ 湯
ゆ

、水
みず

、石
せっ

けんなどを無駄
む だ

遣
づか

いしないこと。 

   オ 洗面器
せんめんき

などの備品
びひん

を乱
らん

暴
ぼう

に取
と

り 扱
あつか

わないこと。 

  ⑶ 調 髪
ちょうはつ

等
とう

 

   ア 調 髪
ちょうはつ

は、おおむね１か月
がつ

に１回
かい

実施
じっし

します。髪型
かみがた

は、下記
か き

イに該当
がいとう

する人
ひと

を除
のぞ

き、原型
げんけい

刈
が

り（長
なが

さ０．２センチメートル程度
ていど

に刈
か

り上
あ

げるもの）か、前
ぜん

五
ご

分
ぶ

刈
が

り（長
なが

さ１．６セン

チメートル程度
ていど

に刈
か

り上
あ

げるもの）のうち、好
す

きな刈
か

り方
かた

を選
えら

ぶことができます。 

   イ 次
つぎ

のいずれかに該当
がいとう

する人
ひと

については、 申
もうし

出
で

により中 髪
ちゅうはつ

刈
が

り（長
なが

さ５センチメートル

まで髪
かみ

をのばせるもの）が許可
きょか

されます。 

    （ア） 制限
せいげん

区分
くぶん

第１種
だい しゅ

又
また

は第
だい

２種
しゅ

Ａの人
ひと

 

    （イ） 委員
いいん

面接
めんせつ

が 終 了
しゅうりょう

し、仮 釈 放
かりしゃくほう

準備
じゅんび

のため必要
ひつよう

のある人
ひと

 

    （ウ） 残
ざん

刑期
けいき

３月
げつ

以内
いない

の人
ひと

 

    （エ） 禁錮
きんこ

受刑者
じゅけいしゃ

 

    （オ） 拘 留
こうりゅう

受刑者
じゅけいしゃ

 

  ⑷ もみあげを長
なが

くしたり、その他
た

上記
じょうき

⑶に定
さだ

めた以外
いがい

の刈
か

り方
かた

は許
ゆる

されません。 

  ⑸ かみそりによるひげそりは、入 浴
にゅうよく

日
び

に浴 場
よくじょう

で 行
おこな

うことになっています。他人
たにん

に迷惑
めいわく

が掛
か

からないよう、指示
し じ

されたとおり速
すみ

やかに 行
おこな

いなさい。 
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 ５ その他
た

 

  ⑴ 刑務所
けいむしょ

は、集 団
しゅうだん

生活
せいかつ

の場
ば

であることから、当所
とうしょ

では、特
とく

に環 境
かんきょう

衛生
えいせい

に注意
ちゅうい

を払
はら

うとと

もに、伝 染 病
でんせんびょう

予防
よぼう

のための検便
けんべん

や結核
けっかく

予防
よぼう

のための健康
けんこう

診査
しんさ

などを定期的
ていきてき

に 行
おこな

っているの

で、その趣旨
しゅし

を理解
りかい

し、進
すす

んでこれを受
う

けるなど職 員
しょくいん

の指導
しどう

に 従
したが

い、 協 力
きょうりょく

しなさい。 

  ⑵ 集 団
しゅうだん

生活
せいかつ

においては、個人
こじん

衛生
えいせい

の向 上
こうじょう

が全体
ぜんたい

を良
よ

くする基礎
き そ

となるので、各人
かくじん

が衛生
えいせい

に気
き

を遣
つか

い、例
たと

えば、次
つぎ

の事柄
ことがら

には特
とく

に注意
ちゅうい

して、良
よ

い習 慣
しゅうかん

を身
み

に付
つ

けていくことが大切
たいせつ

です。 

   ア 洗濯
せんたく

の順 番
じゅんばん

の日
ひ

には、 必
かなら

ず着
き

替
が

えて、洗濯
せんたく

物
もの

を出
だ

すこと。 

   イ 爪
つめ

は、常
つね

に 短
みじか

く切
き

り、また、爪
つめ

あかをためないよう清潔
せいけつ

に手入
て い

れをしておくこと。 

   ウ 食事
しょくじ

前
まえ

、用便後
ようべんご

の手
て

洗
あら

いは、確実
かくじつ

に 行
おこな

うこと。また、炊
すい

事
じ

係
がかり

及び
およ

配 食 係
はいしょくがかり

の人
ひと

は、

特
とく

に衛生
えいせい

に注意
ちゅうい

して炊事
すいじ

や配 食
はいしょく

を 行
おこな

うこと。 

   エ たんやつばを 所
ところ

構
かま

わず吐
は

かないこと。 

   オ インフルエンザの流行期
りゅうこうき

には、うがいを励行
れいこう

するとともに、手
て

や指
ゆび

からも感染
かんせん

するので、

手
て

洗
あら

いも十 分
じゅうぶん

に 行
おこな

うこと。 

  ⑶ 当所
とうしょ

では、予防
よぼう

接種法
せっしゅほう

に基
もと

づき受刑者
じゅけいしゃ

が住 民
じゅうみん

登録
とうろく

を 行
おこな

った市町村
しちょうそん

と共 同
きょうどう

でインフル

エンザの予防
よぼう

接種
せっしゅ

を実施
じっし

します。 

    次
つぎ

のいずれかに該当
がいとう

する人
ひと

で、接種
せっしゅ

を希望
きぼう

する人
ひと

は、願
がん

箋
せん

に住 民
じゅうみん

登録
とうろく

されている住 所
じゅうしょ

を記載
きさい

して提 出
ていしゅつ

しなさい。ただし、予防
よぼう

接種
せっしゅ

の実施
じっし

前
まえ

の健康
けんこう

状 態
じょうたい

によっては、医師
い し

が予防
よぼう

接種
せっしゅ

を 行
おこな

うことが不適当
ふてきとう

と判断
はんだん

する場合
ばあい

があるので承知
しょうち

しておきなさい。 

   ア ６５歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

 

   イ ６０歳
さい

以上
いじょう

６５歳
さい

未満
みまん

の人
ひと

で、心臓
しんぞう

、腎臓
じんぞう

又
また

は呼吸器
こきゅうき

の機能
きのう

に日 常
にちじょう

生活
せいかつ

の活動
かつどう

が

極度
きょくど

に制限
せいげん

される程度
ていど

の障 害
しょうがい

を有
ゆう

する人
ひと

 

    （ 注
ちゅう

） 実施
じっし

に先立
さきだ

ち、あなたが申告
しんこく

した住 民
じゅうみん

登録
とうろく

をしている市町村
しちょうそん

に対
たい

し、施設
しせつ

から

住 民
じゅうみん

登録
とうろく

の確認
かくにん

を 行
おこな

う必要
ひつよう

があるため、これによりあなたの当所
とうしょ

在所
ざいしょ

の事実
じじつ

が

市町村
しちょうそん

に認知
にんち

されることになります。 
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第
だい

15 宗 教
しゅうきょう

上
じょう

の行為
こうい

及び
およ

援助
えんじょ

（教 誨
きょうかい

） 

   教 誨
きょうかい

とは、民間
みんかん

の篤志家
とくしか

である 宗 教
しゅうきょう

家
か

が 行
おこな

う説 教
せっきょう

、礼拝
れいはい

その他
た

の 宗 教
しゅうきょう

行事
ぎょうじ

に参加
さんか

し、又
また

は個別
こべつ

に教 誨
きょうかい

を受
う

けることです。希望
きぼう

する人
ひと

は職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

なさい。 

   なお、こうした 宗 教
しゅうきょう

上
じょう

の教 誨
きょうかい

や儀式
ぎしき

行事
ぎょうじ

への参加
さんか

は、あなたに強 制
きょうせい

するものではなく、

参加
さんか

しなかったからといって何
なん

らの不利益
ふりえき

もありません。 

   実施
じっし

している教 誨
きょうかい

については、担当
たんとう

職 員
しょくいん

に聞
き

いてください。また、希望
きぼう

する 宗 教
しゅうきょう

上
じょう

の

行為
こうい

があれば、願
がん

箋
せん

で申
もう

し出
で

てください。 

 １ 一人
ひとり

で 行
おこな

う 宗 教
しゅうきょう

上
じょう

の行為
こうい

 

   あなたが余暇
よ か

時間
じかん

帯
たい

に一人
ひとり

で礼拝
れいはい

その他
た

の 宗 教
しゅうきょう

上
じょう

の行為
こうい

を 行
おこな

いたい場合
ばあい

には、他人
たにん

の

迷惑
めいわく

にならないよう十 分
じゅうぶん

注意
ちゅうい

して 行
おこな

いなさい。たとえ、 宗 教
しゅうきょう

上
じょう

の行為
こうい

であるとしても、

大声
おおごえ

や騒音
そうおん

を発
はっ

したり、他人
たにん

の迷惑
めいわく

になるような言動
げんどう

をしたり、職 員
しょくいん

の視察
しさつ

を 妨
さまた

げるなど、

当所
とうしょ

の規律
きりつ

及び
およ

秩序
ちつじょ

の維持
い じ

その他
た

管理
かんり

運営
うんえい

上
じょう

支障
ししょう

を 生
しょう

ずるおそれがある行為
こうい

は認
みと

められま

せん。 

 ２ グループ教 誨
きょうかい

 

  ⑴ 自分
じぶん

の信仰心
しんこうしん

を高
たか

め、より深
ふか

く教義
きょうぎ

を探 求
たんきゅう

しようとする希望
きぼう

者
しゃ

を宗派
しゅうは

別
べつ

に集
あつ

めて実施
じっし

す

る 宗 教
しゅうきょう

教 誨
きょうかい

を、グループ教 誨
きょうかい

といいます。 

  ⑵ 参加
さんか

を希望
きぼう

する人
ひと

は、職 員
しょくいん

に希望
きぼう

宗派
しゅうは

を申
もう

し出
で

なさい。審査
しんさ

の結果
けっか

、許否
きょひ

が決
き

められます。

各宗派
かくしゅうは

とも希望
きぼう

者
しゃ

が多過
おおす

ぎたときや、一方
いっぽう

に 偏
かたよ

ったときには、参加
さんか

人員
じんいん

を調 整
ちょうせい

することが

あります。 

 ３ 個人
こじん

教 誨
きょうかい

・読経
どきょう

など 

   教 誨
きょうかい

師
し

に 宗 教
しゅうきょう

面
めん

での個人
こじん

的
てき

な指導
しどう

もお願
ねが

いしています。グループ教 誨
きょうかい

に参加
さんか

していない

人
ひと

で個人
こじん

的
てき

に悩
なや

みがあって 宗 教
しゅうきょう

にすがりたいとき、また、特別
とくべつ

な事情
じじょう

がある場合
ばあい

などの個人
こじん

教 誨
きょうかい

、在所
ざいしょ

中
ちゅう

に父母
ふ ぼ

妻子
さいし

の死
し

に接
せっ

したとき、被害
ひがい

者
しゃ

の命日
めいにち

などに際
さい

してその冥福
めいふく

を祈
いの

りた

いときなどに教 誨
きょうかい

師
し

に読経
どきょう

を受
う

けたい人
ひと

は、その旨
むね

を職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

なさい。ただし、個人
こじん

教 誨
きょうかい

や読経
どきょう

については機会
きかい

が限
かぎ

られているので、希望
きぼう

に添
そ

えない場合
ばあい

があります。 

 ４ 宗 教
しゅうきょう

行事
ぎょうじ

 

   宗 教
しゅうきょう

上
じょう

の一般
いっぱん

の慣 習
かんしゅう

に 従
したが

い、さまざまな 宗 教
しゅうきょう

行事
ぎょうじ

が 行
おこな

われます。事前
じぜん

に告知
こくち

する

ので、 出
しゅっ

席
せき

したい人
ひと

は、職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

なさい。 

   なお、居室内
きょしつない

で 就 業
しゅうぎょう

している人
ひと

は、申
もう

し出
で

ても許可
きょか

されないことがあります。 

 ５ 宗 教
しゅうきょう

教 誨
きょうかい

、行事
ぎょうじ

出 席
しゅっせき

者
しゃ

の心得
こころえ

 

   教 誨
きょうかい

や 宗 教
しゅうきょう

行事
ぎょうじ

の出 席
しゅっせき

者
しゃ

は、次
つぎ

の事柄
ことがら

をよく守
まも

りなさい。これに反
はん

して態度
たいど

不良
ふりょう

の人
ひと

は、退 場
たいじょう

を命
めい

じ、あるいは以後
い ご

の参加
さんか

の対 象
たいしょう

から除外
じょがい

することがあるので注意
ちゅうい

しなさい。 

  ⑴ 宗 教
しゅうきょう

教 誨
きょうかい

、行事
ぎょうじ

場所
ばしょ

への往復
おうふく

は、職 員
しょくいん

の指示
し じ

に 従
したが

って整然
せいぜん

と歩行
ほこう

し、交談
こうだん

をしな

いこと。 

  ⑵ 宗 教
しゅうきょう

教 誨
きょうかい

、行事
ぎょうじ

場所
ばしょ

では、職 員
しょくいん

の指定
してい

した席
せき

に座
すわ

り、まじめな態度
たいど

で教 誨
きょうかい

を受
う

け、

あるいは行事
ぎょうじ

に参加
さんか

すること。脇見
わきみ

や交談
こうだん

をしたり、また物品
ぶっぴん

や密書
みっしょ

の授受
じゅじゅ

をしたり、通声
つうせい

、

合図
あいず

などをもって、不正
ふせい

連絡
れんらく

をするなどの不心得
ふこころえ

な行為
こうい

をしないこと。 

  ⑶ 講師
こうし

（教 誨
きょうかい

師
し

）に対
たい

しては、礼儀
れいぎ

正
ただ

しく振
ふ

る舞
ま

うこと。 
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  ⑷ 講師
こうし

に対
たい

する質疑
しつぎ

は、講師
こうし

から質問
しつもん

を受
う

ける旨
むね

の発言
はつげん

があってから 行
おこな

うこと。 

  ⑸ グループ教 誨
きょうかい

に出 席
しゅっせき

する際
さい

は、許可
きょか

された物品
ぶっぴん

以外
いがい

を持
も

ち込
こ

まないこと。 

  ⑹ 宗 教
しゅうきょう

教 誨
きょうかい

等
とう

に参加
さんか

する場合
ばあい

は、事前
じぜん

に用便
ようべん

を済
す

ませておき、失礼
しつれい

のないようにするこ

と。 
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第
だい

16 面会
めんかい

、信書
しんしょ

の発受
はつじゅ

及び
およ

電話
でんわ

の使用
しよう

 

 １ 面会
めんかい

 

⑴ 面会
めんかい

できる相手
あいて

 

    面会
めんかい

は、次
つぎ

のアからウに示
しめ

した人
ひと

とは原則
げんそく

として許
ゆる

されます。また、以前
いぜん

からの友人
ゆうじん

など

で面会
めんかい

を必要
ひつよう

とする事情
じじょう

がある人
ひと

についても、面会
めんかい

が許
ゆる

されることがあります。 

   ア 親族
しんぞく

（内妻
ないさい

を含
ふく

む。） 

     親族
しんぞく

とは、配偶
はいぐう

者
しゃ

、６親
しん

等
とう

内
ない

の血族
けつぞく

（父母
ふ ぼ

、祖
そ

父母
ふ ぼ

、子
こ

、孫
まご

、兄 弟
きょうだい

姉妹
しまい

、おじ・おば、

甥
おい

・姪
めい

、いとこなど）及び
およ

３親
しん

等
とう

内
ない

の姻族
いんぞく

（妻
つま

の父母
ふ ぼ

、妻
つま

の兄 弟
きょうだい

姉妹
しまい

など）のことです。

内妻
ないさい

は、戸籍
こせき

上
じょう

本妻
ほんさい

がいる場合
ばあい

には認
みと

められません。また、単
たん

なる 女
おんな

友
とも

達
だち

ではなく、そ

の人
ひと

と事実
じじつ

上
じょう

婚姻
こんいん

関係
かんけい

と同様
どうよう

の事情
じじょう

にあったことが必要
ひつよう

です。 

   イ 重 大
じゅうだい

な利害
りがい

に係
かか

る用務
ようむ

の処理
しょり

のため面会
めんかい

することが必要
ひつよう

な人
ひと

 

     あなたにとって、婚姻
こんいん

関係
かんけい

の調 整
ちょうせい

その他
た

の身分
みぶん

上
じょう

の重 大
じゅうだい

な利害
りがい

に係
かか

る用務
ようむ

、訴
そ

訟
しょう

の遂行
すいこう

、その他
た

の法律
ほうりつ

上
じょう

の重 大
じゅうだい

な利害
りがい

に係
かか

る用務
ようむ

又
また

は事業
じぎょう

の維持
い じ

その他
た

の業務
ぎょうむ

上
じょう

の

重 大
じゅうだい

な利害
りがい

に係
かか

る用務
ようむ

があり、その用務
ようむ

を処理
しょり

するためには面会
めんかい

することが必要
ひつよう

と認
みと

めら

れる人
ひと

のことです。 

     この要件
ようけん

に当
あ

たるか否
いな

かは、面会
めんかい

の申出
もうしで

がある都度
つ ど

、所定
しょてい

の用務
ようむ

の存在
そんざい

を証 明
しょうめい

するも

のを確認
かくにん

するなどすることになります。 

   ウ 改善
かいぜん

更生
こうせい

に資
し

すると認
みと

められる人
ひと

 

     あなたの更生
こうせい

保護
ほ ご

に関係
かんけい

のある人
ひと

、あなたの釈 放
しゃくほう

後
ご

にあなたを雇用
こよう

しようとする人
ひと

な

ど、その人
ひと

と面会
めんかい

することがあなたの改善
かいぜん

更生
こうせい

に資
し

すると当所
とうしょ

において認
みと

める人
ひと

のことで

す。 

⑵ 面会
めんかい

を希望
きぼう

する相手方
あいてがた

の届 出 票
とどけでひょう

（以下
い か

「親族
しんぞく

等
とう

申 告 表
しんこくひょう

」という。） 

   ア 入所時
にゅうしょじ

、親族
しんぞく

等
とう

申 告 表
しんこくひょう

に、親族
しんぞく

及び
およ

あなたが在所
ざいしょ

中
ちゅう

に面会
めんかい

に来
き

たり信書
しんしょ

の発受
はつじゅ

を

する可能性
かのうせい

がある友人
ゆうじん

等
とう

の氏名
しめい

、年齢
ねんれい

（生年
せいねん

月日
がっぴ

）、続 柄
つづきがら

（友人
ゆうじん

等
とう

の場合
ばあい

は、いつどの

ように知
し

り合
あ

ってその後
ご

どのような関係
かんけい

にある人
ひと

か）、住 所
じゅうしょ

、 職 業
しょくぎょう

などを記入
きにゅう

しても

らいますが、決して
けっ

偽
いつわ

りの申告
しんこく

をしてはなりません。 

     なお、上記
じょうき

⑴の原則
げんそく

として許可
きょか

される人
ひと

であっても親族
しんぞく

等
とう

申 告 表
しんこくひょう

に記載
きさい

がない場合
ばあい

に

は、直
ただ

ちに許可
きょか

できないこともありますので、面会
めんかい

に来
く

る可
か

能
のう

性
せい

のある人
ひと

は、あらかじめき

ちんと申告
しんこく

するようにしなさい。 

   イ 面会
めんかい

申込
もうしこ

みの際
さい

、親族
しんぞく

あるいは引受人
ひきうけにん

であることの確認
かくにん

ができない場合
ばあい

は、面会
めんかい

が許可
きょか

にならないことがあるので、そのような場
ば

合
あい

を 考
かんが

え、あらかじめ住 民 票
じゅうみんひょう

、運転
うんてん

免
めん

許
きょ

証
しょう

などで親族
しんぞく

関係
かんけい

又
また

は面会
めんかい

申 込
もうしこみ

者
しゃ

本人
ほんにん

であることが確認
かくにん

できる物
もの

を携帯
けいたい

して来
く

るよう

親族
しんぞく

等
とう

に連絡
れんらく

を取
と

っておくことが必要
ひつよう

です。 

  ⑶ 面会
めんかい

できる日時
にちじ

、回数
かいすう

及
およ

び人数
にんずう

、面会
めんかい

の場所
ばしょ

等
とう

 

   ア 面会
めんかい

は、原則
げんそく

として、行 政
ぎょうせい

機関
きかん

の休 日
きゅうじつ

（日曜日
にちようび

及び
およ

土曜日
どようび

、国民
こくみん

の祝 日
しゅくじつ

に関
かん

する法律
ほうりつ

に規定
きてい

する休 日
きゅうじつ

並び
なら

に１２月
がつ

２９日
にち

から翌年
よくねん

１月
がつ

３日
か

までの日
ひ

）にはできません。受付
うけつけ

時間
じかん

は、午前
ごぜん

８時
じ

３０分
ぷん

から同
どう

１１時
じ

３０分
ぷん

までの 間
あいだ

及び
およ

午後
ご ご

零時
れいじ

３０分
ぷん

から同
どう

４時
じ

まで

の 間
あいだ

です。 
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   イ 面会
めんかい

は、１月
つき

につき２回
かい

まで 行
おこな

うことができます。この回数
かいすう

は、優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

によって増加
ぞうか

することがあります。 

   ウ 面会
めんかい

時間
じかん

は、３０分
ぷん

以内
いない

ですが、面会
めんかい

来
らい

所者数
しょしゃすう

などの都合
つごう

により短 縮
たんしゅく

されることがあ

ります。 

   エ １回
かい

に面会
めんかい

できる人数
にんずう

は、３人
にん

までです。 

   オ 面会
めんかい

は、原則
げんそく

として面会
めんかい

室
しつ

で 行
おこな

いますが、制
せい

限
げん

区分
くぶん

が第
だい

１種
しゅ

又
また

は第
だい

２種
しゅ

の人
ひと

などに

ついては、特
とく

に指定
してい

した場所
ばしょ

で 行
おこな

わせることがあります。 

   カ 面会
めんかい

に際
さい

しては、必要
ひつよう

に応
おう

じて、職 員
しょくいん

が立
た

ち会
あ

い、録音
ろくおん

・録画
ろくが

を 行
おこな

います。上位
じょうい

の

制限
せいげん

区分
くぶん

を指定
してい

され面会人
めんかいにん

が親族
しんぞく

である場合
ばあい

など 職
しょく

員
いん

が立
た

ち会
あ

わなかった場合
ばあい

には、

面会
めんかい

終 了 後
しゅうりょうご

に会話
かいわ

内容
ないよう

を職 員
しょくいん

が聴 取
ちょうしゅ

することがあります。職 員
しょくいん

が立
た

ち会
あ

わないとい

うことは、それだけあなたのことを信頼
しんらい

していることを意味
い み

します。信頼
しんらい

に応
こた

え、職 員
しょくいん

が

立
た

ち会
あ

わない場合
ばあい

であっても、下記
か き

⑷の面会
めんかい

時
じ

の心得
こころえ

を 必
かなら

ず守
まも

りなさい。 

     なお、当所
とうしょ

の措置
そ ち

について訴訟
そしょう

を提起
ていき

している場合
ばあい

における代理人
だいりにん

である弁護士
べんごし

との

面会
めんかい

など、一定
いってい

の場合
ばあい

には立会い
たちあ

や録
ろく

音
おん

・録画
ろくが

を原則
げんそく

として 行
おこな

いません。 

  ⑷ 面会
めんかい

時
じ

の心得
こころえ

 

   ア 面会
めんかい

のときは、談
だん

話
わ

は無
む

駄
だ

を省
はぶ

き、要
よう

領
りょう

よく話
はな

して、定
さだ

められた時
じ

間
かん

内
ない

に終
お

わるよう

にしなさい。 

   イ 許可
きょか

を受
う

けずに外国語
がいこくご

で話
はな

したり、又
また

は隠語
いんご

や符丁
ふちょう

を用
もち

い、若
も

しくは身
み

振
ぶ

りなどで意思
い し

を

通
つう

じるようなことは禁止
きんし

します。 

   ウ 大声
おおごえ

を出
だ

したり、相手
あいて

を脅したり
おど

などしないよう穏やか
おだ

に話しなさい
はな

。 

   エ 面会
めんかい

のとき職 員
しょくいん

の指示
し じ

に 従
したが

わず、又
また

は次
つぎ

のいずれかに該当
がいとう

する言動
げんどう

があったときは、

発言
はつげん

の制止
せいし

、面会
めんかい

の一時
いちじ

停止
ていし

又
また

は面会
めんかい

打切り
うちき

の処置
しょち

をすることがあります。 

    （ア） 人
ひと

を脅 迫
きょうはく

、侮辱
ぶじょく

、ひぼう・ 中 傷
ちゅうしょう

するもの 

    （イ） 犯罪
はんざい

を 唆
そそのか

し、あるいはその手段
しゅだん

、方法
ほうほう

に関
かん

することを伝
つた

えるもの 

    （ウ） 所内
しょない

生活
せいかつ

を歪 曲
わいきょく

したり、虚偽
きょぎ

の事実
じじつ

を伝
つた

えるもの 

    （エ） 風紀
ふうき

を害
がい

し、あるいは 行 状
ぎょうじょう

不良
ふりょう

を誇張
こちょう

するもの 

    （オ） 所内
しょない

の秩序
ちつじょ

びん乱
らん

をあおり、又
また

はそれを 唆
そそのか

すもの 

    （カ） 職 員
しょくいん

や建
たて

物
もの

の配置
はいち

など当所
とうしょ

の警備
けいび

に関
かん

するもの 

    （キ） 当所
とうしょ

に収 容
しゅうよう

されている人
ひと

に関
かん

するもの 

    （ク） その他
た

職 員
しょくいん

が教化
きょうか

上
じょう

不適当
ふてきとう

と認
みと

めたもの 

    （ケ） 特定
とくてい

の用務
ようむ

の処理
しょり

のため必要
ひつよう

であることを理由
りゆう

として許
ゆる

された面会
めんかい

において、その用務
ようむ

の処理
しょり

のため必要
ひつよう

な範囲
はんい

を明
あき

らかに逸脱
いつだつ

するもの 

   オ 面会
めんかい

の立会
りっかい

職 員
しょくいん

又
また

は面会
めんかい

室
しつ

に入 室
にゅうしつ

した職 員
しょくいん

が中止
ちゅうし

を命
めい

じたときは、その指示
し じ

に

従
したが

い、直
ただ

ちに面会
めんかい

室
しつ

から出
で

ること。 

   カ あらかじめ許可
きょか

を受
う

けたもののほか、面会
めんかい

室
しつ

には、書類
しょるい

、メモ又
また

はその他
た

の物
もの

を持
も

ち込
こ

まないこと。 

   キ 面会
めんかい

に用
もち

いる言語
げんご

は、原則
げんそく

として日本語
にほんご

であること。 

 ２ 信書
しんしょ

の発受
はつじゅ
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  ⑴ 信書
しんしょ

の発受
はつじゅ

ができる相手
あいて

 

    信書
しんしょ

の発受
はつじゅ

は、①犯罪性
はんざいせい

のある人
ひと

、②信書
しんしょ

を発受
はつじゅ

することにより、当所
とうしょ

の規律
きりつ

及び
およ

秩序
ちつじょ

を害
がい

し、又
また

はあなたの矯 正
きょうせい

処遇
しょぐう

の適切
てきせつ

な実施
じっし

に支障
ししょう

を 生
しょう

ずるおそれがある人
ひと

との 間
あいだ

では

行
おこな

うことができません。ただし、親族
しんぞく

（内妻
ないさい

を含
ふく

む。）又
また

は重 大
じゅうだい

な利害
りがい

に係
かか

る用務
ようむ

の処理
しょり

のため信書
しんしょ

を発受
はつじゅ

する場合
ばあい

には、内容
ないよう

に問題
もんだい

がなければ発受
はつじゅ

が認
みと

められます。 

  ⑵ 信書
しんしょ

の発受
はつじゅ

を希望
きぼう

する相手方
あいてがた

の届出
とどけで

 

    面会
めんかい

のところで説明
せつめい

した親族
しんぞく

等
とう

申 告 表
しんこくひょう

と同
おな

じです。 

  ⑶ 信書
しんしょ

の作成
さくせい

要 領
ようりょう

、通
つう

数
すう

及び
およ

発受
はつじゅ

の方法
ほうほう

 

   ア 発信
はっしん

は、１月
つき

につき４通
つう

まで 行
おこな

うことができます。この通
つう

数
すう

は、優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

によって増加
ぞうか

することがあります。 

なお、受信
じゅしん

については通
つう

数
すう

制限
せいげん

はありません。 

   イ 発受
はつじゅ

信
しん

は、正規
せいき

の手続
てつづき

を経
へ

なければなりません。発受
はつじゅ

信
しん

は、必要
ひつよう

に応
おう

じて、職 員
しょくいん

が内容
ないよう

を検査
けんさ

します。発信
はっしん

については、封
ふう

をしないで提 出
ていしゅつ

しなさい。 

     なお、当所
とうしょ

の措置
そ ち

について訴訟
そしょう

を提起
ていき

している場合
ばあい

における代理人
だいりにん

である弁護士
べんごし

との

信書
しんしょ

の発受
はつじゅ

など、一定
いってい

の場合
ばあい

における信書
しんしょ

の検査
けんさ

は、そうした信書
しんしょ

に該当
がいとう

することを確認
かくにん

するために必要
ひつよう

な限度
げんど

で行います
おこな

。 

   ウ 信書
しんしょ

の検査
けんさ

事務
じ む

の円滑
えんかつ

、迅速
じんそく

化
か

のため、発信
はっしん

については、工 場
こうじょう

（居室
きょしつ

）別
べつ

に発信
はっしん

日
び

が

定
さだ

められています。もし、急 用
きゅうよう

があるときは、その旨
むね

を職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

なさい。 

   エ 便
びん

箋
せん

は、７枚
まい

以内
いない

に書き、１枚
まい

につき２
 

００字
じ

から４００字
じ

程度
ていど

で書
か

くこと。それ以上
いじょう

書
か

く必要
ひつよう

があるときは、あらかじめ許可
きょか

を受
う

けなさい。また、便
びん

箋
せん

の１罫内
けいない

に２ 行
ぎょう

書
か

いたり、

欄外
らんがい

や裏面
うらめん

に書
か

いたりしてはいけません。 

   オ 筆記
ひっき

具
ぐ

は、鉛筆
えんぴつ

又
また

はボールペンを使用
しよう

すること。 

   カ 信書
しんしょ

は 必
かなら

ず自分
じぶん

で書
か

きなさい。自分
じぶん

で書
か

くことができない人
ひと

は、職 員
しょくいん

が代筆
だいひつ

するので

申
もう

し出
で

なさい。決して
けっ

、他
た

の受刑者
じゅけいしゃ

に代筆
だいひつ

を頼
たの

んではいけません。 

   キ 発信
はっしん

は、原則
げんそく

として日本語
にほんご

で書
か

くこと。 

   ク 発信
はっしん

の住 所
じゅうしょ

は、「愛媛
えひめ

県東温市
けんとうおんし

見
み

奈良
な ら

１２４３番地
ばんち

２」で郵便
ゆうびん

番号
ばんごう

は「７９１－０２９

３」です。 

   ケ 速達
そくたつ

の発信
はっしん

をしたいときは、提 出
ていしゅつ

時
じ

にその旨
むね

を申
もう

し出
で

なさい。また、電報
でんぽう

、書留
かきとめ

、内容
ないよう

証 明
しょうめい

等
とう

の発信
はっしん

をしたいときは、願
がん

箋
せん

にその旨
むね

を明記
めいき

しなさい。 

   コ 名
な

宛
あ

て人
にん

以外
いがい

の人
ひと

に対
たい

する信書
しんしょ

を同
どう

封
ふう

してはいけません。ただし、親族
しんぞく

等
とう

同
おな

じ住 所
じゅうしょ

に

居 住
きょじゅう

している者
もの

については除
のぞ

きます。 

  ⑷ 発受
はつじゅ

信
しん

の内容
ないよう

による制限
せいげん

等
とう

 

    発受
はつじゅ

する信書
しんしょ

の検査
けんさ

をした結果
けっか

、次
つぎ

の事柄
ことがら

に該当
がいとう

する内容
ないよう

のため発受
はつじゅ

が不適当
ふてきとう

なものは、

一部
いちぶ

を抹 消
まっしょう

し、若
も

しくは削除
さくじょ

し、又
また

は発受
はつじゅ

を不
ふ

許可
きょか

にすることがあります。抹 消
まっしょう

し、若
も

し

くは削除
さくじょ

し、又
また

は不
ふ

許可
きょか

としたものは、原則
げんそく

として釈 放
しゃくほう

時
じ

に交付
こうふ

しますが、場合
ばあい

によっては、

交付
こうふ

しないこともあります。 

   ア 文 章
ぶんしょう

の意味
い み

の分
わ

からないもの、暗号
あんごう

、外国語
がいこくご

（許可
きょか

されている場合
ばあい

を除
のぞ

く。）を使用
しよう

す

るもの 
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   イ 金品
きんぴん

、返
へん

信
しん

、面会
めんかい

などを強 要
きょうよう

し、他人
たにん

に迷惑
めいわく

を掛
か

けるおそれのあるもの 

   ウ 人
ひと

を脅 迫
きょうはく

、侮辱
ぶじょく

、ひぼう・ 中 傷
ちゅうしょう

するもの 

   エ 犯罪
はんざい

を 唆
そそのか

し、あるいはその手段
しゅだん

、方法
ほうほう

に関
かん

することを伝
つた

えるもの 

   オ 所内
しょない

生活
せいかつ

を歪 曲
わいきょく

したり、虚偽
きょぎ

の事実
じじつ

を伝
つた

えるもの 

   カ 風紀
ふうき

を害
がい

し、あるいは 行 状
ぎょうじょう

不良
ふりょう

を誇張
こちょう

するもの 

   キ 所内
しょない

の秩序
ちつじょ

びん乱
らん

をあおり、又
また

はそれを 唆
そそのか

すもの 

   ク 職 員
しょくいん

や建物
たてもの

の配置
はいち

など当所
とうしょ

の警備
けいび

に関
かん

するもの 

   ケ 当所
とうしょ

に収 容
しゅうよう

されている人
ひと

に関
かん

するもの 

   コ その他
た

教化
きょうか

上
じょう

不
ふ

適当
てきとう

と認
みと

められるもの 

 ３ 電話
でんわ

又
また

はWEB会議
かいぎ

システムの使用
しよう

 

⑴ 電話
でんわ

又
また

はWEB会議
かいぎ

システムの使用
しよう

が許
ゆる

される受刑者
じゅけいしゃ

及び
およ

電話
でんわ

又
また

はWEB会議
かいぎ

システムでき

る相手
あいて

 

    電話
でんわ

又
また

はWEB会議
かいぎ

システムの使用
しよう

は、制限
せいげん

区分
くぶん

が第
だい

１種
しゅ

若
も

しくは第
だい

２種
しゅ

の人
ひと

又
また

は釈 放
しゃくほう

前
ぜん

指導
しどう

を受
う

けている人
ひと

にしか許
ゆる

されません。また、この要件
ようけん

に該当
がいとう

する人
ひと

であっても、次
つぎ

のア

からエまでのいずれかに該当
がいとう

するような場合
ばあい

であって、当所
とうしょ

において相当
そうとう

と認
みと

めたときに

限り
かぎ

電話
でんわ

又
また

はWEB会議
かいぎ

システムの使用
しよう

が許
ゆる

されます。電話
でんわ

又
また

はWEB会議
かいぎ

システムできる相手
あいて

は、原則
げんそく

として面会
めんかい

が許
ゆる

される人
ひと

に限
かぎ

られます。 

   ア 電話
でんわ

又
また

はWEB会議
かいぎ

システムによる通
つう

信
しん

の相手
あいて

方
がた

が面会
めんかい

を原則
げんそく

として許
ゆる

す人
ひと

（親族
しんぞく

、

重 大
じゅうだい

な利害
りがい

に係
かか

る用務
ようむ

の処理
しょり

のため面会
めんかい

することが必要
ひつよう

な人
ひと

又
また

は改善
かいぜん

更生
こうせい

に資
し

すると

認
みと

められる人
ひと

）であり、かつ、その人
ひと

が遠方
えんぽう

に居 住
きょじゅう

しているなど処 遇 上
しょぐうじょう

適当
てきとう

と認
みと

めら

れるとき 

   イ 人 道 上
じんどうじょう

の観点
かんてん

から特
とく

に必要
ひつよう

と認
みと

められるとき 

ウ 外部
がいぶ

通
つう

勤
きん

作業
さぎょう

又
また

は外 出
がいしゅつ

若
も

しくは外泊
がいはく

に係
かか

る打合
うちあわ

せを 行
おこな

う必要
ひつよう

があるとき 

エ 出 所
しゅっしょ

に係
かか

る打合
うちあわ

せを 行
おこな

う必要
ひつよう

があるとき 

⑵ 電話
でんわ

又
また

はWEB会議
かいぎ

システムの使用
しよう

の申出
もうしで

 

    上記
じょうき

⑴の要件
ようけん

に該当
がいとう

し、電話
でんわ

又
また

はWEB会議
かいぎ

システムを使用
しよう

することを希望
きぼう

する人
ひと

は、願
がん

箋
せん

でその旨
むね

を申
もう

し出
で

なさい。電話
でんわ

又
また

はWEB会議
かいぎ

システムに要
よう

する費用
ひよう

は、職 員
しょくいん

が相
あい

手
て

方
がた

を

確認
かくにん

するまでの時間
じかん

を含
ふく

め、全
すべ

て自己
じ こ

負
ふ

担
たん

となります。費
ひ

用
よう

は、あらかじめプリペイドカード

（電話
でんわ

用
よう

）又
また

はSIMカード（WEB会議
かいぎ

システム用
よう

）を購 入
こうにゅう

することで支払
しはら

います。実際
じっさい

の通
つう

話
わ

で使
つか

い切
き

れなかったとしても、プリペイドカード又
また

はSIMカードの払 戻
はらいもど

しはしません。 
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第
だい

17 賞 罰
しょうばつ

 

   当所
とうしょ

での処遇
しょぐう

は、善
よ

い 行
おこな

いをした人
ひと

には 賞
しょう

を、悪
わる

い 行
おこな

いをした人
ひと

には罰
ばつ

をという信
しん

賞
しょう

必罰
ひつばつ

が基本
きほん

となっています。しかし、この 考
かんが

え方
かた

は、刑務所
けいむしょ

内
ない

に限
かぎ

ったものではなく、一般
いっぱん

社会
しゃかい

でも同
おな

じことで、常 識
じょうしき

でよく 考
かんが

えれば、その道理
どうり

は誰
だれ

にでも分
わ

かることです。 

   特
とく

に罰
ばつ

について、規則
きそく

を守
まも

るということを大変
たいへん

なことのように 考
かんが

えるのは間違
まちが

いです。野球
やきゅう

を例
れい

にとっても、細
こま

かい規則
きそく

があるからこそゲームがうまく運
はこ

べるし、面白
おもしろ

いのです。規則
きそく

の

ない野球
やきゅう

は 考
かんが

えられないでしょう。刑務所
けいむしょ

の規則
きそく

もこれと 全
まった

く同
おな

じであり、規則
きそく

が正
ただ

しく守
まも

られることによって、秩序
ちつじょ

のある刑務所
けいむしょ

の生活
せいかつ

があり、個人
こじん

個人
こじん

の生活
せいかつ

が安全
あんぜん

に守
まも

られるので

す。規則
きそく

が守
まも

られていないと、一部
いちぶ

のわがままが通
とお

ったり、反面
はんめん

、多
おお

くのまじめな人
ひと

々
びと

の生活
せいかつ

が乱
みだ

されたりします。各人
かくじん

が規則
きそく

を守
まも

ることは、結 局
けっきょく

、自分
じぶん

自身
じしん

を守
まも

ることであり、ひいて

は、刑務所
けいむしょ

全体
ぜんたい

の生活
せいかつ

を明
あか

るくすることになるのです。 

 １ 褒 賞
ほうしょう

 

  ⑴ 他人
たにん

の模範
もはん

となる善行
ぜんこう

のあった場合
ばあい

に、その内容
ないよう

に応
おう

じて 賞
しょう

状
じょう

の授与
じゅよ

、賞詞
しょうし

等
とう

その他
た

所 長
しょちょう

の定
さだ

めた 賞
しょう

遇
ぐう

があります。 

  ⑵ 褒 賞
ほうしょう

を受
う

けると、優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

の評価
ひょうか

が上
あ

がることにつながります。 

 ２ 懲 罰
ちょうばつ

 

  ⑴ 「受刑者
じゅけいしゃ

遵 守
じゅんしゅ

事項
じこう

」若
も

しくは「特
とく

別
べつ

遵
じゅん

守
しゅ

事
じ

項
こう

」の各項目
かくこうもく

に違反
いはん

する行為
こうい

があった場
ば

合
あい

又
また

は規律
きりつ

及び
およ

秩序
ちつじょ

を維持
い じ

するため必要
ひつよう

があると判断
はんだん

して職 員
しょくいん

が 行
おこな

った指示
し じ

に 従
したが

わなか

った場合
ばあい

には、懲 罰
ちょうばつ

処分
しょぶん

を受
う

けることがあります。 

  ⑵ 懲 罰
ちょうばつ

の種類
しゅるい

は、次
つぎ

のとおりであり、これらのうち、イからオまでの懲 罰
ちょうばつ

については、二
ふた

つ以上
いじょう

の懲 罰
ちょうばつ

が併
あわ

せて科
か

されることがあり、オ及び
およ

カの懲 罰
ちょうばつ

は両 者
りょうしゃ

が併
あわ

せて科
か

されるこ

とがあります。また、閉居罰
へいきょばつ

の際
さい

は、謹慎
きんしん

の趣旨
しゅし

に反
はん

しない限度
げんど

で矯 正
きょうせい

処遇
しょぐう

を 行
おこな

うことと

されており、原則
げんそく

として矯 正
きょうせい

処遇
しょぐう

を中止
ちゅうし

します。 

   ア 戒告
かいこく

 

   イ 禁錮
きんこ

受刑者
じゅけいしゃ

又
また

は拘 留
こうりゅう

受刑者
じゅけいしゃ

の作業
さぎょう

の１０日
か

以内
いない

の停止
ていし

 

   ウ 自弁
じべん

の物品
ぶっぴん

の使用
しよう

又
また

は摂取
せっしゅ

の一部
いちぶ

又
また

は全部
ぜんぶ

の１５日
にち

以内
いない

の停止
ていし

 

   エ 書籍
しょせき

等
とう

の閲覧
えつらん

の一部
いちぶ

又
また

は全部
ぜんぶ

の３０日
にち

以内
いない

の停止
ていし

 

   オ 作業
さぎょう

報 奨 金
ほうしょうきん

計算額
けいさんがく

の３分
ぶん

の１以内
いない

の削減
さくげん

 

   カ ３０日
にち

以内
いない

（懲 罰
ちょうばつ

を科
か

する時
とき

に２０歳
さい

以上
いじょう

の受刑者
じゅけいしゃ

について、特
とく

に 情 状
じょうじょう

が重
おも

い場合
ばあい

には、６０日
にち

以内
いない

）の閉居
へいきょ

 

  ⑶ 反則品
はんそくひん

の国庫
こっこ

帰属
きぞく

処分
しょぶん

 

    反則
はんそく

行為
こうい

に用
もち

いた凶器
きょうき

など反則
はんそく

行為
こうい

に係
かか

る物品
ぶっぴん

は、一般
いっぱん

的
てき

に、反則
はんそく

行為
こうい

の調査
ちょうさ

の際
さい

に

廃棄
はいき

の手続
てつづき

をとっています。反則
はんそく

行為
こうい

に係
かか

る物品
ぶっぴん

を所持
しょじ

し続
つづ

けることは、改善
かいぜん

更生
こうせい

や社会
しゃかい

復帰
ふっき

に一切
いっさい

プラスにならないものだからです。もし、あなたが廃棄
はいき

に同意
どうい

しない場合
ばあい

には、

懲 罰
ちょうばつ

を科
か

するとき、反則
はんそく

行為
こうい

に 係
かかわ

る物品
ぶっぴん

を国庫
こっこ

に帰属
きぞく

させることがあります。 

  ⑷ 懲 罰
ちょうばつ

を科
か

する手続
てつづき

 

   ア 所内
しょない

で反則
はんそく

行為
こうい

が 行
おこな

われた 疑
うたが

いがある場合
ばあい

には、職 員
しょくいん

が調査
ちょうさ

を 行
おこな

います。調査
ちょうさ

に

当
あ

たっては、あなたを他
た

の受刑者
じゅけいしゃ

から隔離
かくり

する場合
ばあい

があります。調査
ちょうさ

は厳正
げんせい

かつ公平
こうへい

に 行
おこな
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いますので、職 員
しょくいん

から調査
ちょうさ

を受
う

ける際
さい

には、隠
かく

し事
ごと

はせず、自分
じぶん

が承知
しょうち

していることを包
つつ

み隠
かく

さず正 直
しょうじき

に話
はな

しなさい。 

     なお、刑事
けいじ

事件
じけん

として調査
ちょうさ

する場合
ばあい

には、あらかじめ黙秘権
もくひけん

について告知
こくち

を 行
おこな

います。 

   イ あなたに懲 罰
ちょうばつ

を科
か

することが相当
そうとう

と判断
はんだん

した場合
ばあい

には、懲 罰
ちょうばつ

審査会
しんさかい

が開
ひら

かれ、口頭
こうとう

で

弁解
べんかい

をする機会
きかい

が与
あた

えられます。懲 罰
ちょうばつ

審査会
しんさかい

の開催
かいさい

に先立
さきだ

ち、懲 罰
ちょうばつ

の原因
げんいん

となる事実
じじつ

及び
およ

懲 罰
ちょうばつ

審査会
しんさかい

の開催
かいさい

予定
よてい

日時
にちじ

等
とう

を記
しる

した書面
しょめん

を交付
こうふ

します。よく内容
ないよう

を読
よ

んで短
たん

時間
じかん

で要 領
ようりょう

よく弁解
べんかい

ができるよう準備
じゅんび

をしなさい。 

   ウ 懲 罰
ちょうばつ

を科
か

する手続
てつづき

を 行
おこな

う上
うえ

で、あなたを補佐
ほ さ

する役割
やくわり

を担
にな

う「補佐人
ほさにん

」が職 員
しょくいん

の中
なか

から選任
せんにん

されます。補佐人
ほさにん

は、あなたのことを思
おも

って活動
かつどう

しています。補佐人
ほさにん

の言
い

うことに

よく耳
みみ

を 傾
かたむ

け、素直
すなお

な気持
き も

ちで懲 罰
ちょうばつ

審査会
しんさかい

に臨
のぞ

むよう心掛
こころが

けなさい。 

     なお、病気
びょうき

その他
た

の理由
りゆう

により、懲 罰
ちょうばつ

審査会
しんさかい

に出 頭
しゅっとう

できない場合
ばあい

には、弁解書
べんかいしょ

の作成
さくせい

を認
みと

めます。所定
しょてい

の用紙
ようし

を交付
こうふ

するので弁解
べんかい

内容
ないよう

を記載
きさい

しなさい。字
じ

が書
か

けない場合
ばあい

など

には、職 員
しょくいん

が弁解
べんかい

を聴 取
ちょうしゅ

し、弁解
べんかい

録取書
ろくしゅしょ

を作成
さくせい

するので申
もう

し出
で

なさい。 

   エ 懲 罰
ちょうばつ

に関
かん

する決定
けってい

がなされると、あなたにその内容
ないよう

が告知
こくち

されます。懲 罰
ちょうばつ

を科
か

する旨
むね

の告知
こくち

がなされた場合
ばあい

には、特
とく

に支障
ししょう

がない限り
かぎ

、即日
そくじつ

懲 罰
ちょうばつ

の執行
しっこう

が開
かい

始
し

されます。 

懲 罰
ちょうばつ

の執行
しっこう

中
ちゅう

は、自分
じぶん

が 行
おこな

った反則
はんそく

行為
こうい

を反省
はんせい

するとともに、二度
に ど

と 過
あやま

ちを犯
おか

す

ことのないよう、今後
こんご

の所内
しょない

生活
せいかつ

の在
あ

り方
かた

をよく 考
かんが

えなさい。 

  ⑸ 懲 罰
ちょうばつ

を執行
しっこう

されている人
ひと

でも、反省
はんせい

の念
ねん

が 著
いちじる

しいと認
みと

められたときは、その懲 罰
ちょうばつ

を

免除
めんじょ

されることがあります。 

  ⑹ 事案
じあん

によっては、懲 罰
ちょうばつ

処分
しょぶん

とは別
べつ

に事件
じけん

送致
そうち

、告訴
こくそ

、告発
こくはつ

などの措置
そ ち

をとることがありま

す。 
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第
だい

18 不
ふ

服
ふく

申立
もうした

て 

   当所
とうしょ

における日 常
にちじょう

生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

にわたり、いろいろな規則
きそく

、命令
めいれい

、指示
し じ

などによって規制
きせい

し、

管理
かんり

することは、刑事
けいじ

施設
しせつ

の重 大
じゅうだい

な任務
にんむ

の一
ひと

つです。もしかしたら、あなたは、当所
とうしょ

が規制
きせい

、

管理
かんり

のためにとった措置
そ ち

について、疑問
ぎもん

や納得
なっとく

のいかないものを感
かん

じたり、苦情
くじょう

を述
の

べたいと思
おも

う場合
ばあい

があるかもしれません。そのような場合
ばあい

の苦情
くじょう

などを聴 取
ちょうしゅ

し、実 情
じつじょう

を調
しら

べて是正
ぜせい

すべ

きものがあれば是正
ぜせい

し、誤解
ごかい

があればこれを解
と

くために不服
ふふく

申立
もうした

ての制度
せいど

があります。 

   以下
い か

にこうした制度
せいど

の概要
がいよう

を説明
せつめい

します。 

 １ 刑事
けいじ

施設
しせつ

の 長
ちょう

に対
たい

する苦情
くじょう

の申出
もうしで

 

  ⑴ 自分
じぶん

に対
たい

する当所
とうしょ

での取
とり

扱
あつか

いについて不服
ふふく

があるときは、所 長
しょちょう

（刑事
けいじ

施設
しせつ

の 長
ちょう

）に対
たい

して口頭
こうとう

又
また

は書面
しょめん

で苦情
くじょう

の申出
もうしで

をすることができます。他
た

の刑事
けいじ

施設
しせつ

での取
とり

扱
あつか

いについて

の不服
ふふく

、以前
いぜん

に別件
べっけん

で当所
とうしょ

で受刑
じゅけい

していた時
とき

の取
とり

扱
あつか

いについての不服
ふふく

又
また

は他人
たにん

に関
かん

する取
とり

扱
あつか

いについての不服
ふふく

は、苦情
くじょう

の申出
もうしで

の対 象
たいしょう

とはなりません。 

  ⑵ 口頭
こうとう

で苦情
くじょう

の申出
もうしで

を希望
きぼう

するときは、その旨
むね

を記載
きさい

した願
がん

箋
せん

を提 出
ていしゅつ

しなさい。苦情
くじょう

の

聴 取
ちょうしゅ

は、所 長
しょちょう

以外
いがい

の幹
かん

部
ぶ

職 員
しょくいん

が代
か

わって 行
おこな

うことがありますが、その内容
ないよう

は 必
かなら

ず

所 長
しょちょう

にも伝
つた

えられます。 

  ⑶ 書面
しょめん

で苦情
くじょう

の申出
もうしで

を希望
きぼう

するときは、その旨
むね

を記載
きさい

した願
がん

箋
せん

を提 出
ていしゅつ

しなさい。 

なお、書面
しょめん

を自分
じぶん

で書
か

くことができないため代筆
だいひつ

を希望
きぼう

するときは、併
あわ

せてその旨
むね

を申
もう

し

出
で

なさい。その後
ご

の手続
てつづき

は、次
つぎ

のとおりです。 

   ア 苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

は、７日
か

を超
こ

えない範囲
はんい

内
ない

で期間
きかん

を指定
してい

するので、指定
してい

された期間
きかん

内
ない

に作成
さくせい

しなさい。 

   イ 苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

の作成
さくせい

に当
あ

たっては、 必
かなら

ず職 員
しょくいん

から交付
こうふ

された所定
しょてい

の苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

用紙
ようし

を使用
しよう

すること。 

   ウ 作成
さくせい

を終
お

えたときは、苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

を職 員
しょくいん

に提 出
ていしゅつ

しなさい。苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

以外
いがい

の書面
しょめん

を

併
あわ

せて提 出
ていしゅつ

することは認
みと

めません。証拠
しょうこ

資料
しりょう

等
とう

を調
しら

べてほしい場合
ばあい

には、その旨
むね

を苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

に記載
きさい

すれば、必要
ひつよう

に応
おう

じて 調
ちょう

査
さ

します。 

  ⑷ 苦情
くじょう

の申出
もうしで

をした場
ば

合
あい

には、口頭
こうとう

で処理
しょり

結果
けっか

が通
つう

知
ち

されます。処理
しょり

結果
けっか

の通
つう

知
ち

は、所 長
しょちょう

以外
いがい

の幹
かん

部
ぶ

職 員
しょくいん

が代
か

わって 行
おこな

うことがありますが、所 長
しょちょう

の指示
し じ

に基
もと

づくものです。処理
しょり

結果
けっか

が出
で

る前
まえ

にあなたが当所
とうしょ

から釈 放
しゃくほう

された場合
ばあい

には、処理
しょり

結果
けっか

は通
つう

知
ち

されません。 

 ２ 監
かん

査
さ

官
かん

に対
たい

する苦情
くじょう

の申出
もうしで

 

  ⑴ 自分
じぶん

に対
たい

する当所
とうしょ

での取
とり

扱
あつか

いについて不服
ふふく

があるときは、監
かん

査
さ

官
かん

に対
たい

して口頭
こうとう

又
また

は書面
しょめん

で苦情
くじょう

の申出
もうしで

をすることができます。他
た

の刑事
けいじ

施設
しせつ

での取
とり

扱
あつか

いについての不服
ふふく

、以前
いぜん

に別件
べっけん

で当所
とうしょ

で受刑
じゅけい

していた時
とき

の取
とり

扱
あつか

いについての不服
ふふく

又
また

は他人
たにん

に関
かん

する取
とり

扱
あつか

いについての

不服
ふふく

は、苦情
くじょう

の申出
もうしで

の対 象
たいしょう

とはなりません。 

⑵ 口頭
こうとう

で苦情
くじょう

の申出
もうしで

を希望
きぼう

するときは、その旨
むね

を記載
きさい

した願
がん

箋
せん

を提 出
ていしゅつ

しなさい。苦情
くじょう

の 

聴 取
ちょうしゅ

には、当所
とうしょ

の職 員
しょくいん

が立
た

ち会
あ

うことはありません。 

  ⑶ 書面
しょめん

で苦情
くじょう

の申出
もうしで

を希望
きぼう

するときは、その旨
むね

を記載
きさい

した願
がん

箋
せん

を提 出
ていしゅつ

しなさい。 

なお、書面
しょめん

を自分
じぶん

で書
か

くことができないため代筆
だいひつ

を希望
きぼう

するときは、併
あわ

せてその旨
むね

を申
もう

し

出
で

なさい。その後
ご

の手続
てつづき

は、次
つぎ

のとおりです。 
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   ア 苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

は、７日
か

を超
こ

えない範囲
はんい

内
ない

で期間
きかん

を指定
してい

するので、指定
してい

された期間
きかん

内
ない

に作成
さくせい

しなさい。作成
さくせい

中
ちゅう

の苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

を保管
ほかん

する封筒
ふうとう

を貸与
たいよ

するので、苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

は、その

封筒
ふうとう

に入
い

れて保管
ほかん

しておきなさい。 

   イ 苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

の作成
さくせい

に当
あ

たっては、 必
かなら

ず職 員
しょくいん

から交付
こうふ

された所定
しょてい

の苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

用紙
ようし

を使用
しよう

すること。 

   ウ 作成
さくせい

を終
お

えたときは、その旨
むね

を職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

、職 員
しょくいん

の面前
めんぜん

で、苦情
くじょう

の申出
もうしで

の書面
しょめん

を

私
し

物
ぶつ

の封筒
ふうとう

に入
い

れ、自
みずか

ら封
ふう

をして提 出
ていしゅつ

しなさい。私
し

物
ぶつ

の封筒
ふうとう

がない場合
ばあい

には、当所
とうしょ

から

封筒
ふうとう

を支給
しきゅう

しますので、申
もう

し出
で

なさい。封筒
ふうとう

には、苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

以外
いがい

の物
もの

を封 入
ふうにゅう

してはい

けません。提 出
ていしゅつ

された封筒
ふうとう

は、当所
とうしょ

から監
かん

査
さ

官
かん

に手交
しゅこう

します。 

  ⑷ 苦情
くじょう

の申出
もうしで

については、後刻
ごこく

、あなたが収 容
しゅうよう

されている刑事
けいじ

施設
しせつ

に監
かん

査
さ

官
かん

から処理
しょり

結果
けっか

が

通
つう

知
ち

されます。刑事
けいじ

施設
しせつ

では、あなたにその内容
ないよう

を口頭
こうとう

で通
つう

知
ち

します。処理
しょり

結果
けっか

が出
で

る前
まえ

にあ

なたが刑事
けいじ

施設
しせつ

から釈 放
しゃくほう

された場合
ばあい

には、処理
しょり

結果
けっか

は通
つう

知
ち

されません。 

 ３ 法務
ほうむ

大臣
だいじん

に対
たい

する苦情
くじょう

の申出
もうしで

 

  ⑴ 自分
じぶん

に対
たい

する刑事
けいじ

施設
しせつ

での取
とり

扱
あつか

いについて不服
ふふく

があるときは、法務
ほうむ

大
だい

臣
じん

に対
たい

して書面
しょめん

で

苦情
くじょう

の申出
もうしで

をすることができます。以前
いぜん

に別件
べっけん

で受刑
じゅけい

していた時
とき

の取
とり

扱
あつか

いに関
かん

する不服
ふふく

又
また

は他人
たにん

に関
かん

する取
とり

扱
あつか

いについての不服
ふふく

は、苦情
くじょう

の申出
もうしで

の対 象
たいしょう

とはなりません。 

  ⑵ 苦情
くじょう

の申出
もうしで

を希望
きぼう

するときは、その旨
むね

を記載
きさい

した願
がん

箋
せん

を提 出
ていしゅつ

しなさい。 

なお、書面
しょめん

を自分
じぶん

で書
か

くことができないため代筆
だいひつ

を希望
きぼう

するときは、併
あわ

せてその旨
むね

を申
もう

し

出
で

なさい。その後
ご

の手続
てつづき

は、次
つぎ

のとおりです。 

   ア 苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

の作成
さくせい

に当
あ

たっては、７日
か

を超
こ

えない範囲
はんい

内
ない

で期間
きかん

を指定
してい

するので、指定
してい

さ

れた期間
きかん

内
ない

に作成
さくせい

しなさい。作成
さくせい

中
ちゅう

の苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

を保管
ほかん

する封筒
ふうとう

を貸与
たいよ

するので、苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

は、その封筒
ふうとう

に入
い

れて保管
ほかん

しておきなさい。 

   イ 苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

の作成
さくせい

に当
あ

たっては、 必
かなら

ず職 員
しょくいん

から交付
こうふ

された所定
しょてい

の苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

用紙
ようし

を使用
しよう

すること。 

   ウ 作成
さくせい

を終
お

えたときは、その旨
むね

を職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

、職 員
しょくいん

の面前
めんぜん

で、苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

を私
し

物
ぶつ

の

封筒
ふうとう

に入
い

れ、自
みずか

ら封
ふう

をして発信
はっしん

の手続
てつづき

をしなさい。私
し

物
ぶつ

の封筒
ふうとう

がない場合
ばあい

には、当所
とうしょ

か

ら封筒
ふうとう

を支給
しきゅう

しますので、申
もう

し出
で

なさい。封筒
ふうとう

には、苦情
くじょう

申出
もうしで

書
しょ

以外
いがい

の物
もの

を封 入
ふうにゅう

しては

いけません。 

  ⑶ 苦情
くじょう

の申出
もうしで

については、後刻
ごこく

、あなたが収 容
しゅうよう

されている刑事
けいじ

施設
しせつ

に法務
ほうむ

大臣
だいじん

から処理
しょり

結果
けっか

が通
つう

知
ち

されます。刑事
けいじ

施設
しせつ

では、あなたにその内容
ないよう

を口頭
こうとう

で通
つう

知
ち

します。処理
しょり

結果
けっか

が出
で

る前
まえ

に

あなたが刑事
けいじ

施設
しせつ

から釈 放
しゃくほう

された場合
ばあい

には、処理
しょり

結果
けっか

は通
つう

知
ち

されません。 

 ４ 審査
しんさ

の申請
しんせい

及び
およ

再審査
さいしんさ

の申請
しんせい

 

  ⑴ 審査
しんさ

の申請
しんせい

の対 象
たいしょう

となる処分
しょぶん

等
とう

 

    あなたに対
たい

してなされた次
つぎ

のアからソまでの措置
そ ち

に不服
ふふく

がある場合
ばあい

には、その措置
そ ち

を 行
おこな

っ

た刑事
けいじ

施設
しせつ

を管轄
かんかつ

する矯 正
きょうせい

管区
かんく

の 長
ちょう

に対
たい

して、書面
しょめん

で審査
しんさ

の申請
しんせい

をすることができます。

 次
つぎ

のアからソには、それぞれの措置
そ ち

の根拠
こんきょ

となる刑事
けいじ

収 容
しゅうよう

施設
しせつ

及
およ

び被収容者
ひしゅうようしゃ

等
とう

の処遇
しょぐう

に

関
かん

する法律
ほうりつ

の条 項
じょうこう

を記載
きさい

しています。審査
しんさ

の申請
しんせい

は、原則
げんそく

として、措置
そ ち

の告知
こくち

があった日
ひ

の

翌日
よくじつ

から起算
きさん

して３０日
にち

以内
いない

に 行
おこな

わないと不
ふ

適
てき

法
ほう

として 却
きゃっ

下
か

されることとなりますので、
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 注意
ちゅうい

が必要
ひつよう

です。 

ア 領
りょう

置
ち

されている現金
げんきん

の使用
しよう

又
また

は保管
ほかん

私
し

物
ぶつ

若
も

しくは領置
りょうち

されている金品
きんぴん

の交付
こうふ

を許
ゆる

さ

ない処分
しょぶん

 

   イ 申請
しんせい

した指名医
し め い い

の診 療
しんりょう

を受
う

けることを許
ゆる

さない処分
しょぶん

又
また

はいったん許可
きょか

された指名医
し め い い

の診 療
しんりょう

の中止
ちゅうし

 

ウ 一人
ひとり

で 行
おこな

う礼拝
れいはい

その他
た

の 宗 教
しゅうきょう

上
じょう

の行為
こうい

の禁止
きんし

又
また

は制限
せいげん

 

エ 自弁
じべん

の書籍
しょせき

等
とう

の閲覧
えつらん

の禁止
きんし

又
また

は取得
しゅとく

することができる新聞紙
しんぶんし

の範囲
はんい

及
およ

び取得
しゅとく

方法
ほうほう

の

制限
せいげん

 

オ 自弁
じべん

の書籍
しょせき

等
とう

の検査
けんさ

に必要
ひつよう

な翻訳
ほんやく

費用
ひよう

を負担
ふたん

させる処分
しょぶん

 

カ 処 遇 上
しょぐうじょう

の隔離
かくり

 

キ 釈 放
しゃくほう

の際
さい

における作業
さぎょう

報 奨 金
ほうしょうきん

の支給
しきゅう

に関
かん

する処分
しょぶん

 

ク 障 害
しょうがい

手当金
てあてきん

の支給
しきゅう

に関
かん

する処分
しょぶん

 

ケ  釈 放
しゃくほう

の際
さい

における特別
とくべつ

手当金
てあてきん

の支給
しきゅう

に関
かん

する処分
しょぶん

 

コ  信書
しんしょ

の発受
はつじゅ

又
また

は文書
ぶんしょ

図
と

画
が

の交付
こうふ

の禁止
きんし

、差止
さしと

め又
また

は制限
せいげん

 

サ 発受
はつじゅ

禁止
きんし

信書
しんしょ

等
とう

を釈 放
しゃくほう

の際
さい

に引渡
ひきわた

しをしない処分
しょぶん

 

シ 外国語
がいこくご

による面会
めんかい

、外国語
がいこくご

による信書
しんしょ

の内容
ないよう

を確認
かくにん

するため必要
ひつよう

な通
つう

訳
やく

又
また

は翻訳
ほんやく

費用
ひよう

を負担
ふたん

させる処分
しょぶん

 

ス 懲 罰
ちょうばつ

 

セ  反則
はんそく

行為
こうい

に係
かか

る物
もの

を国庫
こっこ

に帰属
きぞく

させる処分
しょぶん

 

ソ 反則
はんそく

行為
こうい

に係
かか

る隔離
かくり

 

  ⑵ 審査
しんさ

の申請
しんせい

を希望
きぼう

するときは、その旨
むね

を記載
きさい

した願
がん

箋
せん

を提 出
ていしゅつ

しなさい。 

なお、書面
しょめん

を自分
じぶん

で書
か

くことができないため代筆
だいひつ

を希望
きぼう

するときは、併
あわ

せてその旨
むね

を申
もう

し

出
で

なさい。その後
ご

の手続
てつづき

は、次
つぎ

のとおりです。 

   ア 審査
しんさ

の申請
しんせい

の書面
しょめん

は、７日
か

を超
こ

えない範囲
はんい

内
ない

で期間
きかん

を指定
してい

するので、指定
してい

された期間
きかん

内
ない

に

作成
さくせい

しなさい。作成
さくせい

中
ちゅう

の審査
しんさ

の申請
しんせい

の書面
しょめん

を保管
ほかん

する封筒
ふうとう

を貸与
たいよ

するので、審査
しんさ

の申請
しんせい

の書面
しょめん

は、その封筒
ふうとう

に入
い

れて保管
ほかん

しておきなさい。 

   イ 作成
さくせい

に当
あ

たっては、所定
しょてい

の用紙
ようし

を交付
こうふ

しますが、私
し

物
ぶつ

の便
びん

箋
せん

等
とう

を使用
しよう

しても差
さ

し支
つか

えあ

りません。ただし、私
し

物
ぶつ

の便
びん

箋
せん

等
とう

を使用
しよう

したとしても、後
ご

日
じつ

返
へん

却
きゃく

されることはありません。 

   ウ 作成
さくせい

を終
お

えたときは、その旨
むね

を職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

、職 員
しょくいん

の面前
めんぜん

で、審
しん

査
さ

の申請
しんせい

の書面
しょめん

を

私
し

物
ぶつ

の封筒
ふうとう

に入
い

れ、 自
みずか

ら封
ふう

をして発信
はっしん

の手続
てつづき

をしなさい。私
し

物
ぶつ

の封筒
ふうとう

がない場合
ばあい

には、

当所
とうしょ

から封筒
ふうとう

を支給
しきゅう

しますので、申
もう

し出
で

なさい。封筒
ふうとう

には、審査
しんさ

の申請
しんせい

の書面
しょめん

以外
いがい

のもの

を封 入
ふうにゅう

してはいけません。 

⑶ 審査
しんさ

の申請
しんせい

については、後刻
ごこく

、あなたに対
たい

して矯 正
きょうせい

管区
かんく

の 長
ちょう

から裁決書
さいけつしょ

の謄本
とうほん

が送付
そうふ

さ

れます。裁決書
さいけつしょ

の謄本
とうほん

は、あなたが刑事
けいじ

施設
しせつ

から釈 放
しゃくほう

された場合
ばあい

であっても、あらかじめ届
とど

け出
で

た送付先
そうふさき

に送付
そうふ

されます。送付
そうふ

できない場合
ばあい

には、公示
こうじ

送達
そうたつ

の手続
てつづき

（矯 正
きょうせい

管区
かんく

が裁決書
さいけつしょ

の謄本
とうほん

を保管
ほかん

し、いつでもその送達
そうたつ

を受
う

けるべき人
ひと

に交付
こうふ

する旨
むね

を矯 正
きょうせい

管区
かんく

の掲
けい

示
じ

場
じょう

に

掲示
けいじ

する手続
てつづき

）が執
と

られます。 

  ⑷ 上記
じょうき

⑶の裁決
さいけつ

に不服
ふふく

がある場合
ばあい

には、法務
ほうむ

大臣
だいじん

に対
たい

して、書面
しょめん

で再
さい

審査
しんさ

の申請
しんせい

をすること
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ができます。再
さい

審査
しんさ

の申請
しんせい

は、原則
げんそく

として、裁決
さいけつ

の告知
こくち

があった日
ひ

の翌日
よくじつ

から起算
きさん

して３０

日
にち

以内
いない

に 行
おこな

わないと不
ふ

適
てき

法
ほう

として 却
きゃっ

下
か

されることとなりますので、注意
ちゅうい

が必要
ひつよう

です。 

  ⑸ 再
さい

審査
しんさ

の申請
しんせい

を希望
きぼう

するときは、その旨
むね

を記載
きさい

した願
がん

箋
せん

を提 出
ていしゅつ

しなさい。 

なお、書面
しょめん

を自分
じぶん

で書
か

くことができないため代筆
だいひつ

を希望
きぼう

するときは、併
あわ

せてその旨
むね

を申
もう

し

出
で

なさい。その後
ご

の手続
てつづき

は、上記
じょうき

⑵と同
どう

様
よう

です。 

       再
さい

審査
しんさ

の申請
しんせい

については、後刻
ごこく

、あなたに対
たい

して法務
ほうむ

大臣
だいじん

から裁決
さいけつ

書
しょ

の謄本
とうほん

が送付
そうふ

されま

す。裁決
さいけつ

書
しょ

の謄本
とうほん

は、あなたが刑事
けいじ

施設
しせつ

から釈 放
しゃくほう

された場合
ばあい

であっても、あらかじめ届
とど

け出
で

た送付
そうふ

先
さき

に送付
そうふ

されます。送付
そうふ

できない場合
ばあい

には、公示
こうじ

送達
そうたつ

の手続
てつづき

（法務
ほうむ

省
しょう

が裁決
さいけつ

書
しょ

の謄本
とうほん

を保管
ほかん

し、いつでもその送達
そうたつ

を受
う

けるべき人
ひと

に交付
こうふ

する旨
むね

を法務
ほうむ

省
しょう

の掲示場
けいじじょう

に掲示
けいじ

する

手続
てつづき

）が執
と

られます。 

 ５ 事実
じじつ

の申告
しんこく

 

  ⑴ 事実
じじつ

の申告
しんこく

の対 象
たいしょう

となる職 員
しょくいん

の行為
こうい

 

    あなたに対
たい

してなされた次
つぎ

のアからウまでの刑事
けいじ

施設
しせつ

の職 員
しょくいん

による行為
こうい

について、その

刑事
けいじ

施設
しせつ

を管轄
かんかつ

する矯 正
きょうせい

管区
かんく

の 長
ちょう

に対
たい

して、書面
しょめん

で事実
じじつ

の申告
しんこく

をすることができます。

事実
じじつ

の申告
しんこく

は、原則
げんそく

として、その申告
しんこく

に係
かか

る事実
じじつ

があった日
ひ

の翌日
よくじつ

から起算
きさん

して３０日
にち

以内
いない

に 行
おこな

わないと不
ふ

適
てき

法
ほう

として 却
きゃっ

下
か

されることとなりますので、注意
ちゅうい

が必要
ひつよう

です。 

   ア 身体
しんたい

に対
たい

する違法
いほう

な有
ゆう

形
けい

力
りょく

の行
こう

使
し

 

   イ 違法
いほう

又
また

は不
ふ

当
とう

な捕
ほ

縄
じょう

、手
て

錠
じょう

又
また

は拘
こう

束
そく

衣
い

の使
し

用
よう

 

   ウ 違
い

法
ほう

又
また

は不
ふ

当
とう

な保
ほ

護
ご

室
しつ

への 収
しゅう

容
よう

 

  ⑵ 事
じ

実
じつ

の申
しん

告
こく

を希
き

望
ぼう

するときは、その旨
むね

を記
き

載
さい

した願
がん

箋
せん

を提
てい

出
しゅつ

しなさい。 

なお、書面
しょめん

を自
じ

分
ぶん

で書
か

くことができないため代筆
だいひつ

を希
き

望
ぼう

するときは、併
あわ

せてその旨
むね

を申
もう

し

出
で

なさい。その後
ご

の手
て

続
つづき

は、次
つぎ

のとおりです。 

   ア 事実
じじつ

の申告
しんこく

の書面
しょめん

は、７日
か

を超
こ

えない範
はん

囲
い

内
ない

で期
き

間
かん

を指
し

定
てい

するので、指
し

定
てい

された期
き

間
かん

内
ない

に作成
さくせい

しなさい。作成
さくせい

中
ちゅう

の事
じ

実
じつ

の申告
しんこく

の書面
しょめん

を保
ほ

管
かん

する封筒
ふうとう

を貸与
たいよ

するので、事
じ

実
じつ

の

申告
しんこく

の書面
しょめん

は、その封筒
ふうとう

に入
い

れて保
ほ

管
かん

しておきなさい。 

   イ 作成
さくせい

に当
あ

たっては、所定
しょてい

の用紙
ようし

を交付
こうふ

しますが、私
し

物
ぶつ

の便
びん

箋
せん

等
とう

を使
し

用
よう

しても差
さ

し支
つか

えあ

りません。ただし、私
し

物
ぶつ

の便
びん

箋
せん

等
とう

を使用
しよう

したとしても、後
ご

日
じつ

返 却
へんきゃく

されることはありません。 

   ウ 作成
さくせい

を終
お

えたときは、その旨
むね

を職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

、職 員
しょくいん

の面前
めんぜん

で、事実
じじつ

の申告
しんこく

の書面
しょめん

を

私
し

物
ぶつ

の封筒
ふうとう

に入
い

れ、自
みずか

ら封
ふう

をして発信
はっしん

の手
て

続
つづき

をしなさい。私
し

物
ぶつ

の封筒
ふうとう

がない場
ば

合
あい

には、

当所
とうしょ

から封筒
ふうとう

を支
し

給
きゅう

しますので、申
もう

し出
で

なさい。封筒
ふうとう

には、事
じ

実
じつ

の申告
しんこく

の書面
しょめん

以
い

外
がい

のも

のを封 入
ふうにゅう

してはいけません。 

  ⑶ 事
じ

実
じつ

の申告
しんこく

については、後
ご

刻
こく

、あなたに対
たい

して矯 正
きょうせい

管
かん

区
く

の 長
ちょう

から通
つう

知
ち

の書面
しょめん

が送
そう

付
ふ

さ

れます。ただし、通
つう

知
ち

の書面
しょめん

が発
はっ

出
しゅつ

される前
まえ

に、あなたが刑事
けいじ

施
し

設
せつ

から 釈
しゃく

放
ほう

された場
ば

合
あい

に

は、通
つう

知
ち

はなされません。 

  ⑷ 上
じょう

記
き

⑶の通
つう

知
ち

の内容
ないよう

に不
ふ

服
ふく

がある場
ば

合
あい

には、法
ほう

務
む

大臣
だいじん

に対
たい

して、書面
しょめん

で事
じ

実
じつ

の申告
しんこく

をす

ることができます。法
ほう

務
む

大臣
だいじん

に対
たい

する事
じ

実
じつ

の申告
しんこく

は、原則
げんそく

として、 矯
きょう

正
せい

管
かん

区
く

の 長
ちょう

から通
つう

知
ち

を受
う

けた日
ひ

の翌日
よくじつ

から起
き

算
さん

して３０日
にち

以
い

内
ない

に 行
おこな

わないと不
ふ

適
てき

法
ほう

として 却
きゃっ

下
か

されること

となりますので、 注
ちゅう

意
い

が必
ひつ

要
よう

です。 
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  ⑸ 法
ほう

務
む

大臣
だいじん

に対
たい

する事
じ

実
じつ

の申告
しんこく

を希
き

望
ぼう

するときは、その旨
むね

を記
き

載
さい

した願
がん

箋
せん

を提
てい

出
しゅつ

しなさい。 

なお、書面
しょめん

を自
じ

分
ぶん

で書
か

くことができないため代筆
だいひつ

を希
き

望
ぼう

するときは、併
あわ

せてその旨
むね

を申
もう

し

出
で

なさい。その後
ご

の手
て

続
つづき

は、 上
じょう

記
き

⑵と同
どう

様
よう

です。 

  ⑹ 法務
ほうむ

大臣
だいじん

に対
たい

する事
じ

実
じつ

の申告
しんこく

については、後
ご

刻
こく

、あなたに対
たい

して法
ほう

務
む

大臣
だいじん

から通
つう

知
ち

の書面
しょめん

が送
そう

付
ふ

されます。ただし、通
つう

知
ち

の書面
しょめん

が発
はっ

出
しゅつ

される前
まえ

にあなたが刑事
けいじ

施設
しせつ

から 釈
しゃく

放
ほう

された

場
ば

合
あい

には、通
つう

知
ち

はなされません。 

６ 不服
ふふく

申 立 書
もうしたてしょ

の作成
さくせい

等
とう

に関
かん

する留意
りゅうい

事項
じこう

について 

 ⑴ 不服
ふふく

申立
もうした

てに関連
かんれん

する申出
もうしで

の受付
うけつけ

時間帯
じかんたい

については、別 表
べっぴょう

のとおりです。 

 ⑵ 審査
しんさ

の申請
しんせい

、再審査
さいしんさ

の申請
しんせい

、事実
じじつ

の申告
しんこく

、法務
ほうむ

大臣
だいじん

に対
たい

する苦情
くじょう

の申出
もうしで

及
およ

び監査官
かんさかん

に対
たい

する苦情
くじょう

の申出
もうしで

については、同一
どういつ

の種類
しゅるい

の不服
ふふく

申立
もうした

てに限
かぎ

り、最大
さいだい

３枚
まい

まで同時
どうじ

に所定
しょてい

の

用紙
ようし

を所持
しょじ

できるので、一度
いちど

に複数
ふくすう

の作成
さくせい

を希望
きぼう

する場合
ばあい

は、その旨
むね

を願箋
がんせん

に記載
きさい

しなさい。 
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第
だい

19 刑事
けいじ

施設
しせつ

視察
しさつ

委員会
いいんかい

 

 １ 委員会
いいんかい

の意義
い ぎ

 

   当所
とうしょ

には、４名
めい

の委員
いいん

からなる松山
まつやま

刑務所
けいむしょ

視察
しさつ

委員会
いいんかい

が置かれて
お

います。この委員会
いいんかい

は、当所
とうしょ

を視察
しさつ

するなどして、当所
とうしょ

の運営
うんえい

に関し
かん

意見
いけん

を述べる
の

ことをその役割
やくわり

としています。当所
とうしょ

の

運営
うんえい

の実 情
じつじょう

を把握
はあく

するため、委員会
いいんかい

は、視察
しさつ

を 行
おこな

うほか、受刑者
じゅけいしゃ

と面接
めんせつ

をすることもありま

す。委員会
いいんかい

が受刑者
じゅけいしゃ

の 話
はなし

を聞く
き

のは、受刑者
じゅけいしゃ

の個別
こべつ

の不服
ふふく

や苦情
くじょう

を解決
かいけつ

するためではなく、

当所
とうしょ

の運営
うんえい

の実態
じったい

を把握
はあく

し、意見
いけん

を述
の

べるためであるので、あなたに面接
めんせつ

を受
う

ける機会
きかい

があっ

たとしても、個別
こべつ

事案
じあん

の救 済
きゅうさい

を求める
もと

のではなく、当所
とうしょ

の運営
うんえい

に何
なに

か問題
もんだい

があるのか、問題
もんだい

があるとしたらどのように改善
かいぜん

すべきかといったことを、自分
じぶん

自身
じしん

の体験
たいけん

を踏
ふ

まえて 話
はなし

をする

ように心掛
こころが

けなさい。 

 ２ 委員会
いいんかい

に対する
たい

面接
めんせつ

の 申
もうし

出
で

 

   委員会
いいんかい

の委員
いいん

による面接
めんせつ

を希望
きぼう

する人
ひと

は、願
がん

箋
せん

でその旨
むね

を申
もう

し出
で

なさい。委員会
いいんかい

は、受刑者
じゅけいしゃ

と面接
めんせつ

する義務
ぎ む

はないので、申
もう

し出
で

たからといって 必
かなら

ず面接
めんせつ

の機会
きかい

が与
あた

えられるとは限り
かぎ

ませ

ん。また、面接
めんせつ

を希望
きぼう

していない場合
ばあい

でも、委員会
いいんかい

が面接
めんせつ

を求
もと

めることもあります。あなたも面接
めんせつ

を受
う

ける義務
ぎ む

はないので、面接
めんせつ

を受
う

けたくなければ 断
ことわ

ることができます。 

   委員会
いいんかい

の委員
いいん

との面接
めんせつ

は、委員会
いいんかい

からの要請
ようせい

がある場合
ばあい

を除
のぞ

き、当所
とうしょ

の職 員
しょくいん

は立
た

ち会
あ

いませ

ん。 

 ３ 委員会宛
いいんかいあ

ての発信
はっしん

 

  ⑴ 委員会宛
いいんかいあ

ての発信
はっしん

の意義
い ぎ

 

    あなたが、委員会
いいんかい

に対し
たい

、当所
とうしょ

の運営
うんえい

に関する
かん

意見
いけん

を述べる
の

ための発信
はっしん

をする場合
ばあい

には、

当所
とうしょ

において内容
ないよう

の検査
けんさ

をせずに発信
はっしん

させます。委員会
いいんかい

からは、特
とく

に返事
へんじ

はないかもしれま

せんが、あなたの意見
いけん

は、委員会
いいんかい

が当所
とうしょ

の運営
うんえい

を把握
はあく

するための資料
しりょう

として活用
かつよう

されること

になるでしょう。 

    委員会
いいんかい

の住 所
じゅうしょ

は、当所
とうしょ

の住 所
じゅうしょ

ですが、委員会
いいんかい

から要請
ようせい

があった場合
ばあい

を除
のぞ

き、当所
とうしょ

の職 員
しょくいん

が委員会宛
いいんかいあ

ての信書
しんしょ

を開封
かいふう

することはありません。 

⑵ 所定
しょてい

の用紙
ようし

を用いた
もち

場合
ばあい

の認書
にんしょ

の手続
てつづき

 

    発信
はっしん

は、私物
しぶつ

の便
びん

箋
せん

を用いて
もち

普
ふ

通
つう

に作成
さくせい

しても差
さ

し支え
つか

ありませんが、当所
とうしょ

において所定
しょてい

の用紙
ようし

を準備
じゅんび

していますので、その用紙
ようし

の使用
しよう

を希望
きぼう

する場合
ばあい

には職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

なさい。こ

の場合
ばあい

には、法務
ほうむ

大臣
だいじん

に対する
たい

苦情
くじょう

の 申
もうし

出
で

の書面
しょめん

の作成
さくせい

の際
さい

と同様
どうよう

に、7日
か

を超えない
こ

範
はん

囲
い

内
ない

で期間
きかん

を指定
してい

するので、指定
してい

された期間内
きかんない

に委員会宛
いいんかいあ

ての書面
しょめん

を作成
さくせい

しなさい。書面
しょめん

作成
さくせい

の用紙
ようし

を保管
ほかん

する封筒
ふうとう

を貸与
たいよ

するので、委員会宛
いいんかいあ

ての書面
しょめん

はその封筒
ふうとう

に入れて
い

保管
ほかん

して

おきなさい。職 員
しょくいん

が居
きょ

室内
しつない

の検査
けんさ

などを 行
おこな

う際
さい

に、その封筒
ふうとう

だけは、表 面
ひょうめん

から触 手
しょくしゅ

検査
けんさ

をし、委員会宛
いいんかいあ

ての書面
しょめん

以外
いがい

のものが入
はい

っていないかどうかを確認
かくにん

するにとどめ、記載
きさい

内容
ないよう

の秘密
ひみつ

が保
たも

たれるように取り
と

扱
あつか

います。 

  ⑶ 発信
はっしん

の手続
てつづき

 

    所定
しょてい

の用紙
ようし

及び
およ

私物
しぶつ

の便
びん

箋
せん

のいずれを用いた
もち

場合
ばあい

についても、信書
しんしょ

の作成
さくせい

を終
お

えたときは、

その旨
むね

を職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

、職 員
しょくいん

の面
めん

前
ぜん

で、委員会宛
いいんかいあ

ての書面
しょめん

を私物
しぶつ

の封筒
ふうとう

に入れ
い

、自
みずか

ら封
ふう

をして発信
はっしん

の手続
てつづき

をしなさい。提
てい

出
しゅつ

された封筒
ふうとう

は、宛
あて

名
な

が間違いない
まちが

かどうかを確認
かくにん

する
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のみで、一切
いっさい

検査
けんさ

はしません。 

    なお、信書
しんしょ

を投
とう

かんする「提案箱
ていあんばこ

」を設置
せっち

するので、上記
じょうき

により 自
みずか

ら封
ふう

をした書面
しょめん

を

提案箱
ていあんばこ

に投
とう

かんしても差
さ

し支
つか

えありません。提案箱
ていあんばこ

は、委員会
いいんかい

から要請
ようせい

があった場合
ばあい

を除
のぞ

き、

当所
とうしょ

の職 員
しょくいん

が開
あ

けることはありません。 
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第
だい

20 職 員
しょくいん

等
とう

への相談
そうだん

 

一
いっ

身 上
しんじょう

のことや様々
さまざま

な所内
しょない

の事柄
ことがら

について、職 員
しょくいん

等
とう

に相談
そうだん

することができます。 

１ 身 上
しんじょう

相談
そうだん

 

⑴ 所内
しょない

生活
せいかつ

や一
いっ

身 上
しんじょう

のことなどについて相談
そうだん

したり、聞
き

きたいことがあるときは、同 僚
どうりょう

に

打
う

ち明
あ

けたりすることは控
ひか

え、職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

なさい。 

⑵ 所管
しょかん

の主任
しゅにん

、統括
とうかつ

、首席
しゅせき

などの幹部
かんぶ

の 職
しょく

にある人
ひと

とも相談
そうだん

することができるので、願
がん

箋
せん

に相談
そうだん

をしたい事項
じこう

の要旨
ようし

を記載
きさい

して職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

なさい。相談
そうだん

を求
もと

める内容
ないよう

によっては、

あなたが相談
そうだん

を求
もと

めた職 員
しょくいん

とは別
べつ

の職 員
しょくいん

が対応
たいおう

することがあります。 

⑶ 相談事
そうだんごと

は、原則
げんそく

として自分
じぶん

自身
じしん

のことに限
かぎ

ります。 

⑷ 相談
そうだん

では解決
かいけつ

できないものなど、相談
そうだん

を求
もと

める内容
ないよう

によっては、相談
そうだん

が実施
じっし

されないこと

もあります。 

⑸ 自己
じ こ

の処遇
しょぐう

に対
たい

する緩和
かんわ

を求
もと

めたり、不当
ふとう

な要 求
ようきゅう

を繰
く

り返
かえ

す行為
こうい

は、遵 守
じゅんしゅ

事項
じこう

違反
いはん

に

該当
がいとう

する場合
ばあい

があるので注意
ちゅうい

すること。 

２ 篤志
とくし

面接
めんせつ

委員
いいん

 

今
いま

まで説明
せつめい

してきたとおり、身 上
しんじょう

相談
そうだん

などについては、それぞれの関係
かんけい

職 員
しょくいん

ができるだ

け相談
そうだん

に応
おう

じ、指導
しどう

に当
あ

たっていますが、そのほかに、民間
みんかん

篤志家
とくしか

に篤志
とくし

面接
めんせつ

委員
いいん

を委嘱
いしょく

し、

あなたの申出
もうしで

に応
おう

じて助言
じょげん

指導
しどう

に当
あ

たってもらう制度
せいど

があります。 

⑴ 篤志
とくし

面接
めんせつ

委員
いいん

には、相談
そうだん

内容
ないよう

については、固
かた

く秘密
ひみつ

が守
まも

られることになっているので、

安心
あんしん

して相談
そうだん

ができます。願
ねが

い出
で

る場合
ばあい

は、所定
しょてい

の願
がん

箋
せん

を提
てい

出
しゅつ

してください。 

⑵ 相談
そうだん

の際
さい

は、次
つぎ

の事柄
ことがら

をよく守
まも

りなさい。それらが守
まも

られないとき、その他
た

篤志
とくし

面接
めんせつ

の

趣旨
しゅし

に反
はん

したと立会
りっかい

職 員
しょくいん

が認
みと

めたときは、相談
そうだん

を中止
ちゅうし

することがあります。ただし、極度
きょくど

の専門的
せんもんてき

な内容
ないよう

に関
かん

しては、相談
そうだん

できないこともあります。 

ア 各自
かくじ

の裁判
さいばん

又
また

は処遇
しょぐう

に関
かん

する問題
もんだい

は触
ふ

れないこと。 

イ 面接
めんせつ

委員
いいん

と直 接
ちょくせつ

物品
ぶっぴん

の授受
じゅじゅ

をしないこと。 

ウ 外部
がいぶ

の人
ひと

との通信
つうしん

その他
た

相互
そうご

連絡
れんらく

の取次
とりつ

ぎを依頼
いらい

しないこと。 

エ 面接
めんせつ

委員
いいん

に対
たい

し、強 要
きょうよう

したり、不穏当
ふおんとう

な言葉
ことば

や態度
たいど

をとらないこと。 
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第
だい

21 就 労
しゅうろう

支援
しえん

 

 １ 就 労
しゅうろう

支援
しえん

制度
せいど

について 

(1)  就 労
しゅうろう

支援
しえん

制度
せいど

とは、刑務所
けいむしょ

と公 共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

（ハローワーク）との連携
れんけい

によって

出所後
しゅっしょご

の 職 業
しょくぎょう

相談
そうだん

、職 業
しょくぎょう

紹 介
しょうかい

、求 人
きゅうじん

・雇用
こよう

情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

等
とう

の 求 職
きゅうしょく

活動
かつどう

を容易
ようい

にするための支援
しえん

です。当所
とうしょ

では、公 共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

（ハローワーク）の職 員
しょくいん

が駐 在
ちゅうざい

しているほか、キャリアコンサルタント等
とう

の資格
しかく

を有
ゆう

した職 員
しょくいん

が 職 業
しょくぎょう

相談
そうだん

に応
おう

じ、

出所後
しゅっしょご

の仕事
しごと

の確保
かくほ

等
とう

に向
む

けて支援
しえん

を 行
おこな

っています。 

(2)  就 労
しゅうろう

支援
しえん

を受
う

けることは任意
にんい

ですが、出所後
しゅっしょご

の仕事
しごと

のことで悩
なや

みがある、出所後
しゅっしょご

の

就 労 先
しゅうろうさき

が決
き

まっていない等
とう

、出所後
しゅっしょご

の仕事
しごと

について不安
ふあん

や心配
しんぱい

があれば、随時
ずいじ

、受
う

け付
つ

け

ているので、担当
たんとう

職 員
しょくいん

を通
つう

じて就 労
しゅうろう

支援
しえん

を希望
きぼう

する旨
むね

を申
もう

し出
で

なさい。 

(3)  就 労
しゅうろう

支援
しえん

を希望
きぼう

しても以下
い か

の条 件
じょうけん

に該当
がいとう

しない場合
ばあい

は、就 労
しゅうろう

支援
しえん

対 象 者
たいしょうしゃ

となりませ

ん。就 労
しゅうろう

支援
しえん

対 象
たいしょう

となる者
もの

は、次
つぎ

の４項目
こうもく

のいずれにも該当
がいとう

する者
もの

です。 

ア 就 労
しゅうろう

意欲
いよく

を有
ゆう

すること。 

イ 稼働
かどう

能 力
のうりょく

を有
ゆう

すること。 

ウ 就 労
しゅうろう

支援
しえん

を受
う

けることを希望
きぼう

していること。 

エ 氏名
しめい

、職 歴
しょくれき

その他
た

の個人
こじん

情 報
じょうほう

のほか、刑名
けいめい

刑期
けいき

又
また

は保護
ほ ご

処分名
しょぶんめい

、釈 放
しゃくほう

又
また

は出 院
しゅついん

の見込
みこみ

日
び

及
およ

び刑事
けいじ

施設
しせつ

等
とう

に 収 容
しゅうよう

されている事実
じじつ

についての 情 報
じょうほう

を 公 共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

（ハローワーク）及
およ

び応募
おうぼ

しようとする事業
じぎょう

主
ぬし

等
とう

に対
たい

して開示
かいじ

することについて、

同意
どうい

していること。求 人 者
きゅうじんしゃ

に開示
かいじ

しないで 職 業
しょくぎょう

相談
そうだん

・職 業
しょくぎょう

紹 介
しょうかい

を受
う

けることもで

きますが、詳
くわ

しくは就 労
しゅうろう

支援
しえん

面接
めんせつ

が開始
かいし

された際
さい

に就 労
しゅうろう

支援
しえん

担当
たんとう

職 員
しょくいん

に尋
たず

ねなさい。 

(4)   就 労
しゅうろう

支援
しえん

面接
めんせつ

は、刑期
けいき

終 了
しゅうりょう

日
び

の近
ちか

い者
もの

から順 番
じゅんばん

に実施
じっし

します。 

２ 協 力
きょうりょく

雇用
こよう

主
ぬし

について 

  協 力
きょうりょく

雇用
こよう

主
ぬし

は、犯罪
はんざい

をした者
もの

等
とう

をその前歴
ぜんれき

にこだわらず、一般
いっぱん

労働者
ろうどうしゃ

と待遇
たいぐう

・稼働上
かどうじょう

の差別
さべつ

をすることなく積 極 的
せっきょくてき

に雇用
こよう

し、自立
じりつ

及
およ

び社会
しゃかい

復帰
ふっき

に援助
えんじょ

・協 力
きょうりょう

しようとする民間
みんかん

の事業
じぎょう

主
ぬし

の方々
かたがた

で、全国
ぜんこく

で２万
まん

４，０００社
しゃ

以上
いじょう

が 協 力
きょうりょく

雇用
こよう

主
ぬし

に登録
とうろく

をしています。 

３ 受刑者
じゅけいしゃ

等
とう

専用
せんよう

求 人
きゅうじん

について 

  犯罪
はんざい

や非行
ひこう

をした人
ひと

を対 象
たいしょう

とした公 共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

（ハローワーク）の求 人
きゅうじん

で、一般
いっぱん

の 求 職 者
きゅうしょくしゃ

に対
たい

しては非公開
ひこうかい

の求 人
きゅうじん

です。就 労
しゅうろう

支援
しえん

面接
めんせつ

では、希望
きぼう

の 職 種
しょくしゅ

や希望
きぼう

の

就 業 地
しゅうぎょうち

等
とう

、就 労
しゅうろう

における希望
きぼう

条 件
じょうけん

を考慮
こうりょ

しながら、協 力
きょうりょく

雇用
こよう

主
ぬし

や受刑者
じゅけいしゃ

等
とう

専用
せんよう

求 人
きゅうじん

の情 報
じょうほう

を提 供
ていきょう

します。 

４ 就 労
しゅうろう

に係
かか

る情 報
じょうほう

等
とう

の閲覧
えつらん

 

  当所
とうしょ

では就 労
しゅうろう

支援
しえん

を希望
きぼう

の有無
う む

に関
かか

わらず、就 労
しゅうろう

に関
かん

する情 報
じょうほう

等
とう

の閲覧
えつらん

機会
きかい

を設
もう

けて

います。 

⑴ 受刑者
じゅけいしゃ

等
とう

専用
せんよう

求 人
きゅうじん

一覧
いちらん

 

受刑者
じゅけいしゃ

等
とう

専用
せんよう

求 人
きゅうじん

の内容
ないよう

を抜粋
ばっすい

した一覧
いちらん

は体育館
たいいくかん

に掲示
けいじ

しているほか、各 工 場
かくこうじょう

の

食 堂
しょくどう

、居室棟
きょしつとう

配膳室
はいぜんしつ

等
とう

に備
そな

え付
つ

けているので、就 労
しゅうろう

活動
かつどう

の参考
さんこう

にしなさい。応募
おうぼ

したい

求 人
きゅうじん

があれば就 労
しゅうろう

支援
しえん

を希望
きぼう

した上
うえ

で、就 労
しゅうろう

支援
しえん

面接
めんせつ

の際
さい

にその旨
むね

を申
もう

し出
で

なさい。 

⑵ 受刑者
じゅけいしゃ

求 人
きゅうじん

情報誌
じょうほうし
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各 工 場
かくこうじょう

の食 堂
しょくどう

、居室棟
きょしつとう

の配膳室
はいぜんしつ

等
とう

には、受刑者
じゅけいしゃ

求 人
きゅうじん

情報誌
じょうほうし

が備
そな

え付
つ

けてあります。 

ア 受刑者
じゅけいしゃ

求 人
きゅうじん

情報誌
じょうほうし

に掲載
けいさい

されている求 人
きゅうじん

に応募
おうぼ

する場合
ばあい

は、専用
せんよう

履歴書
りれきしょ

が必要
ひつよう

とな

るため、就 労
しゅうろう

支援
しえん

統括宛
とうかつあ

てに願箋
がんせん

「専用
せんよう

履歴書
りれきしょ

交付
こうふ

願
ねがい

」を提 出
ていしゅつ

しなさい。 

イ 専用
せんよう

履歴書
りれきしょ

は、受刑者
じゅけいしゃ

求 人
きゅうじん

情報誌
じょうほうし

ごとに様式
ようしき

が異
こと

なることから、同願箋
どうがんせん

には応募
おうぼ

す

る求 人
きゅうじん

を掲載
けいさい

している誌名
しめい

を明記
めいき

すること。 

ウ 就 労
しゅうろう

支援
しえん

面接
めんせつ

が開始
かいし

した人
ひと

は、受刑者
じゅけいしゃ

求 人
きゅうじん

情報誌
じょうほうし

の貸与
たいよ

を受
う

けることができます。

就 労
しゅうろう

支援
しえん

面接
めんせつ

の際
さい

に、貸与
たいよ

を希望
きぼう

する旨
むね

を申
もう

し出
で

なさい。 

５ 日本
にほん

財団
ざいだん

職
しょく

親
しん

プロジェクトとの連携
れんけい

による就 労
しゅうろう

支援
しえん

 

  日本
にほん

財団
ざいだん

職
しょく

親
しん

プロジェクトとは、日本
にほん

財団
ざいだん

、企業
きぎょう

の社会
しゃかい

貢献
こうけん

活動
かつどう

と連携
れんけい

して、少 年 院
しょうねんいん

や刑務所
けいむしょ

から社会
しゃかい

に戻
もど

り、再犯
さいはん

及
およ

び再非行
さいひこう

をしないため、真面目
ま じ め

に 働
はたら

こうとする人
ひと

たちに、

就 労
しゅうろう

の機会
きかい

を提 供
ていきょう

するなどして、円滑
えんかつ

な社会
しゃかい

復帰
ふっき

を支援
しえん

するものです。 

⑴ 職
しょく

親
しん

企業
きぎょう

 

ア 職
しょく

親
しん

企業
きぎょう

とは、少 年 院
しょうねんいん

出 院 者
しゅついんしゃ

・刑務所
けいむしょ

出 所 者
しゅっしょしゃ

を雇用
こよう

し、対 象 者
たいしょうしゃ

の自立
じりつ

更生
こうせい

を

「 職
しょく

」の「親
おや

」となり、就 労
しゅうろう

、教 育
きょういく

、住 居
じゅうきょ

、仲間
なかま

づくりの面
めん

から包括的
ほうかつてき

に支
ささ

え、出 所 者
しゅっしょしゃ

の「やり直
なお

したい。」という思
おも

いを積 極 的
せっきょくてき

にサポートしてくれる企業
きぎょう

です。 

イ 職
しょく

親
しん

企業
きぎょう

に係
かか

る求 人
きゅうじん

一覧
いちらん

については、体育館
たいいくかん

、ハローワーク室
しつ

等
とう

に掲
けい

示
じ

しているの

で参考
さんこう

にすること。 

⑵ 職
しょく

親
しん

プロジェクト対 象 者
たいしょうしゃ

の選定
せんてい

条 件
じょうけん

 

ア 自立
じりつ

、更生
こうせい

、就 労
しゅうろう

の意欲
いよく

が高
たか

い者
もの

 

イ 暴 力
ぼうりょく

団員
だんいん

又
また

は暴 力 団
ぼうりょくだん

や暴 力
ぼうりょく

団員
だんいん

との密接
みっせつ

な関係者
かんけいしゃ

でなくなったときから５年
ねん

以上
いじょう

経過
けいか

している者
もの

 

⑶ 個人
こじん

情 報
じょうほう

の開示
かいじ

の範囲
はんい

 

ア 職
しょく

親
しん

プロジェクトに応募
おうぼ

した者
もの

は、職
しょく

親
しん

企業
きぎょう

に対
たい

し、刑名
けいめい

、刑期
けいき

、釈 放
しゃくほう

の見込
みこみ

日
び

及
およ

び刑務所
けいむしょ

に収 容
しゅうよう

されている事実
じじつ

についての情 報
じょうほう

が開示
かいじ

されること。 

イ 職
しょく

親
しん

企業
きぎょう

に採用
さいよう

された場合
ばあい

は、採用
さいよう

内定先
ないていさき

企業
きぎょう

の社内
しゃない

及
およ

び 職
しょく

親
しん

企業間
きぎょうかん

において

刑務所
けいむしょ

に収 容
しゅうよう

されていた事実
じじつ

についての情 報
じょうほう

が開
かい

示
じ

されること。 

⑷ 釈放後
しゃくほうご

の帰
き

住地
じゅうち

 

ア 職
しょく

親
しん

企業
きぎょう

に採用
さいよう

された場合
ばあい

は、原則
げんそく

として採用
さいよう

内定先
ないていさき

企業
きぎょう

の社 員 寮
しゃいんりょう

、中 間
ちゅうかん

支援
しえん

施設
しせつ

（教 育
きょういく

プログラムを受
う

ける施設
しせつ

）、更生
こうせい

保護
ほ ご

施設
しせつ

又
また

は自立
じりつ

準備
じゅんび

ホームが帰
き

住地
じゅうち

となり、

就 業
しゅうぎょう

時間外
じかんがい

の生活面
せいかつめん

においても支援
しえん

が受
う

けられること。 

イ 職
しょく

親
しん

企業
きぎょう

への採用
さいよう

内定
ないてい

のみをもって、更生
こうせい

保護
ほ ご

施設
しせつ

又
また

は自立
じりつ

準備
じゅんび

ホームへの帰
き

住
じゅう

が

確約
かくやく

されるものではありません。 

⑸ 応募
おうぼ

 

 職
しょく

親
しん

企業
きぎょう

求 人
きゅうじん

へ応募
おうぼ

したい場合
ばあい

は、就 労
しゅうろう

支援
しえん

統括宛
とうかつあ

てに「 職
しょく

親
しん

プロジェクト応募
おうぼ

願
ねが

い」

を提 出
ていしゅつ

しなさい。 
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第
だい

22 出
しゅっ

所
しょ

 

   出
しゅっ

所
しょ

は、社会人
しゃかいじん

としての再
さい

出
しゅっ

発
ぱつ

点
てん

です。社会
しゃかい

復
ふっ

帰
き

には誰
だれ

にも 喜
よろこ

びと幾
いく

らかの不
ふ

安
あん

が 伴
ともな

うことでしょう。次
つぎ

のことをよく読
よ

んで、慎
しん

重
ちょう

に、そして、力
ちから

強
づよ

く社会
しゃかい

への第
だい

一歩
いっぽ

を踏
ふ

み出
だ

しなさい。 

 １ 仮
かり

釈 放
しゃくほう

審査
しんさ

及び
およ

申請
しんせい

手
て

続
つづき

 

⑴ 仮
かり

釈 放
しゃくほう

の手
て

続
つづき

は、四国
しこく

地方
ちほう

更生
こうせい

保護
ほ ご

委
い

員
いん

会
かい

に仮
かり

釈 放
しゃくほう

を申請
しんせい

するかどうかを審
しん

査
さ

する

ことから始
はじ

まります。また、仮
かり

釈 放
しゃくほう

が許
ゆる

されるには、原則
げんそく

として執行
しっこう

刑期
けいき

の３分
ぶん

の１が経過
けいか

していることが必要
ひつよう

です。 

  ⑵ 仮
かり

釈 放
しゃくほう

を申請
しんせい

するかどうかの審査
しんさ

は、処遇
しょぐう

審査会
しんさかい

において、毎日
まいにち

の所内
しょない

生活
せいかつ

での 行 状
ぎょうじょう

、

作業
さぎょう

成績
せいせき

、引受人
ひきうけにん

の状 態
じょうたい

、出
しゅっ

所
しょ

後
ご

の見
み

通
とお

し、犯罪
はんざい

の内容
ないよう

、被
ひ

害
がい

者
しゃ

に対
たい

する誠
せい

意
い

、更生
こうせい

への決
けつ

意
い

などについて、入 所
にゅうしょ

以
い

来
らい

の経
けい

過
か

の記
き

録
ろく

に基
もと

づき、細
こま

かく検
けん

討
とう

して 行
おこな

われます。 

  ⑶ その審
しん

査
さ

の結果
けっか

、仮
かり

釈 放
しゃくほう

の許可
きょか

の基
き

本
ほん

条 件
じょうけん

とされる次
つぎ

のアからオまでの要件
ようけん

に適合
てきごう

し

ていると認
みと

められたとき、初
はじ

めて所 長
しょちょう

が四国
しこく

地方
ちほう

更生
こうせい

保護
ほ ご

委
い

員
いん

会
かい

に仮
かり

釈 放
しゃくほう

の申請
しんせい

をしま

す。 

   ア 改 悛
かいしゅん

の 情
じょう

があること。 

   イ 更生
こうせい

意欲
いよく

があること。 

   ウ 再
さい

犯
はん

のおそれがないこと。 

   エ 社会
しゃかい

感 情
かんじょう

が本人
ほんにん

の仮
かり

釈 放
しゃくほう

を許
ゆる

すこと。 

   オ 保護
ほ ご

関
かん

係
けい

が 良
りょう

好
こう

であること。 

  ⑷ 面接
めんせつ

 

   ア 仮
かり

釈 放
しゃくほう

準備
じゅんび

調査
ちょうさ

面接
めんせつ

 

     この面接
めんせつ

は、四国
しこく

地方
ちほう

更生
こうせい

保護
ほ ご

委員
いいん

会
かい

の保護
ほ ご

観察官
かんさつかん

により実
じっ

施
し

されるもので、あなたの

社会
しゃかい

復帰
ふっき

を円滑
えんかつ

にするために 行
おこな

われるものです。 

   イ 委
い

員
いん

面接
めんせつ

 

     仮
かり

釈 放
しゃくほう

の申請
しんせい

がなされた場
ば

合
あい

には、四国
しこく

地
ち

方
ほう

更生
こうせい

保護
ほ ご

委
い

員
いん

会
かい

の委
い

員
いん

が来所
らいしょ

して面接
めんせつ

が 行
おこな

われます。この面接
めんせつ

での内容
ないよう

等
とう

を確認
かくにん

し、さらに、仮
かり

釈 放
しゃくほう

にしてもよいかどうかを

他
た

の委員
いいん

とも相談
そうだん

の上
うえ

、許否
きょひ

が決定
けってい

されます。 

   ウ 仮
かり

釈 放
しゃくほう

の申請
しんせい

をした人
ひと

について、規
き

律
りつ

違
い

反
はん

やその他
た

仮
かり

釈 放
しゃくほう

の申請
しんせい

が相当
そうとう

でないと認
みと

める事
じ

情
じょう

が 生
しょう

じたときは、申請
しんせい

を取
と

り下
さ

げることがあります。 

 ２ 保護
ほ ご

事務
じ む

 

  ⑴ 引受人
ひきうけにん

 

    引受人
ひきうけにん

とは、釈 放
しゃくほう

後
ご

、あなたの身
み

柄
がら

を責任
せきにん

をもって引
ひ

き受
う

けてくれる人
ひと

のことです。前
ぜん

記
き

⑶のオの「保護
ほ ご

関係
かんけい

が良 好
りょうこう

であること」については、次
つぎ

の３点
てん

が問題
もんだい

となります。 

    ① 帰
き

住
じゅう

地
ち

へ帰
かえ

って、相当
そうとう

期
き

間
かん

落
お

ち着
つ

いて生活
せいかつ

ができるか。 

    ② 帰
き

住
じゅう

地
ち

で仕事
しごと

をしていく見
み

通
とお

しがあるか。 

    ③ 帰
き

住
じゅう

地
ち

へ帰
かえ

って、更生
こうせい

の 妨
さまた

げとなるような問題
もんだい

はないか。 

   ア 引受人
ひきうけにん

は、通
つう

常
じょう

は親族
しんぞく

ですが、いろいろな事
じ

情
じょう

でそれが困難
こんなん

なときは、雇
やと

い主
ぬし

や知
ち

人
じん

などで適当
てきとう

な人
ひと

を選
えら

ぶことになります。もし、適当
てきとう

な引受人
ひきうけにん

がいない場
ば

合
あい

は、更生
こうせい

保護
ほ ご
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施設
しせつ

に引
ひき

受
う

けを依
い

頼
らい

することができます。 

   イ 引受人
ひきうけにん

は、なるべく 上
じょう

記
き

の 条
じょう

件
けん

に合
あ

った人
ひと

を選
えら

び、入 所
にゅうしょ

時
じ

調査
ちょうさ

の時
とき

に届
とど

け出
で

なさ

い。親族
しんぞく

以外
いがい

の人
ひと

や更生
こうせい

保護
ほ ご

施設
しせつ

に引
ひ

き受
う

けてもらいたいときは、その理由
りゆう

をはっきり書
か

い

て申
もう

し出
で

なさい。 

   ウ 申
もう

し出
で

た引受人
ひきうけにん

については、保護
ほ ご

観察所
かんさつしょ

が 調
ちょう

査
さ

・調
ちょう

整
せい

を 行
おこな

い、適当
てきとう

であるかどうか

の意
い

見
けん

を通
つう

知
ち

してきます。その意
い

見
けん

を参考
さんこう

にして、当所
とうしょ

において検討
けんとう

の結
けっ

果
か

、適当
てきとう

な

引受人
ひきうけにん

と認
みと

めた人
ひと

について、以後
い ご

、引受人
ひきうけにん

としての取
とり

扱
あつか

いをします。 

   エ 引受人
ひきうけにん

を変更
へんこう

する場
ば

合
あい

や、その住 所
じゅうしょ

変更
へんこう

その他
た

身分
みぶん

上
じょう

の変動
へんどう

があった場
ば

合
あい

には、必
かなら

ず速
すみ

やかに願
がん

箋
せん

により届
とど

け出
で

なければなりません。 

  ⑵ その他
た

 

   ア ２刑
けい

以上
いじょう

の刑
けい

を有
ゆう

する人
ひと

については、刑
けい

務
む

所
しょ

から検
けん

察
さつ

庁
ちょう

に刑
けい

の執行
しっこう

順 序
じゅんじょ

の変更
へんこう

（刑
けい

の切
きり

替
か

え）を申請
しんせい

することがあります。これは、第
だい

１刑
けい

の刑
けい

期
き

が長
なが

く、第
だい

２刑
けい

の刑
けい

期
き

が 短
みじか

い人
ひと

でも、仮
かり

釈 放
しゃくほう

の時期
じ き

が遅
おく

れないようにするために 行
おこな

う特別
とくべつ

な措置
そ ち

であって、あなた

の申出
もうしで

によってするものではありません。また、刑
けい

務
む

所
しょ

の申請
しんせい

が検
けん

察
さつ

官
かん

に認
みと

められるとは

限り
かぎ

ません。 

   イ 仮
かり

釈 放
しゃくほう

の場
ば

合
あい

、引受人
ひきうけにん

に対
たい

し、当日
とうじつ

出
で

迎
むか

えに来
く

るようにあらかじめ通
つう

知
ち

します。また、

満期
まんき

釈 放
しゃくほう

の場
ば

合
あい

は、更生
こうせい

のために必要
ひつよう

と認
みと

める引受人
ひきうけにん

に限って
かぎ

通
つう

知
ち

します。 

   ウ 衣
い

類
るい

や旅
りょ

費
ひ

のない人
ひと

は、出
しゅっ

所
しょ

１か月
げつ

前
まえ

の保護
ほ ご

調 整
ちょうせい

のとき、職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

て必
ひつ

要
よう

な手
て

続
つづき

を取
と

ってもらいなさい。 

⑶ 出 所
しゅっしょ

 

   ア 仮
かり

釈 放
しゃくほう

も満期
まんき

釈 放
しゃくほう

も、社会人
しゃかいじん

として自
じ

由
ゆう

な社会
しゃかい

生活
せいかつ

に復帰
ふっき

する 喜
よろこ

びに変
か

わりない

でしょう。その釈 放
しゃくほう

時
じ

の感激
かんげき

を忘
わす

れずに、妻
さい

子
し

や親 兄 弟
おやきょうだい

などに 再
ふたた

び同
おな

じような悲
かな

しみ

や苦
くる

しみを掛
か

けないためにも、この機会
きかい

に 心
こころ

を新
あら

たにし、真面目
ま じ め

な生活
せいかつ

を 心
こころ

掛
が

け、立派
りっぱ

に

更生
こうせい

しなさい。 

   イ 出 所
しゅっしょ

の際
さい

には、職 員
しょくいん

からのいろいろな 注
ちゅう

意
い

をよく聞
き

いて、まず、自
じ

分
ぶん

の帰
き

住
じゅう

地
ち

へま

っすぐに帰
かえ

るようにしなさい。 

   ウ 出
しゅっ

所
しょ

後
ご

、保護
ほ ご

観察所
かんさつしょ

の援助
えんじょ

を希
き

望
ぼう

する人
ひと

は、当所
とうしょ

から保護
ほ ご

カードの交
こう

付
ふ

を受
う

けられる

ので、それを持
も

って保
ほ

護
ご

観察所
かんさつしょ

に行
い

き、相談
そうだん

しなさい。 

   エ 仮
かり

釈 放
しゃくほう

者
しゃ

は、当日
とうじつ

、組
くみ

関
かん

係
けい

者
しゃ

の出
で

迎
むか

えがあったりすると、すぐ許可
きょか

が取り
と

消
け

されるこ

とがあるので、あらかじめ引受人
ひきうけにん

と連絡
れんらく

して、そのようなことがないよう注意
ちゅうい

しなさい。 

また、許
きょ

可
か

書
しょ

に書
か

かれている指
し

定
てい

日
び

までに指
し

定
てい

された保護
ほ ご

観察所
かんさつしょ

に必
かなら

ず 出
しゅっ

頭
とう

しなければ

なりません。出
しゅっ

頭
とう

しなかった場
ば

合
あい

や、許
きょ

可
か

書
しょ

に書
か

かれている 遵
じゅん

守
しゅ

事
じ

項
こう

を守
まも

らないときは、

仮
かり

釈 放
しゃくほう

が取り
と

消
け

されることがあります。 

   オ 出
しゅっ

所
しょ

に際
さい

し、他
た

人
にん

と品
しな

物
もの

のやり取
と

りを 行
おこな

ってはならないし、また、他
た

人
にん

から品物
しなもの

や手
て

紙
がみ

を外
がい

部
ぶ

に届
とど

けることや、その他
た

不
ふ

正
せい

なことを依
い

頼
らい

されても決して
けっ

引
ひ

き受
う

けてはなりません。

 あなたがそのようなことをすれば、後
あと

に残
のこ

る同
どう

僚
りょう

にも迷惑
めいわく

が掛
か

かるので、 十
じゅう

分
ぶん

注
ちゅう

意
い

をしなさい。 

   カ 刑
けい

務
む

所
しょ

というのは、出
しゅっ

所
しょ

後
ご

に同窓会
どうそうかい

をやるような性質
せいしつ

の施
し

設
せつ

ではありません。刑
けい

務
む

所
しょ
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の中
なか

で共
とも

に過
す

ごした仲
なか

間
ま

に親近感
しんきんかん

を感
かん

じることもあるかもしれませんが、 出
しゅっ

所
しょ

後
ご

に同
どう

僚
りょう

受刑者
じゅけいしゃ

に手
て

紙
がみ

を出
だ

すなどすることは 慎
つつし

みなさい。互
たが

いに正
せい

業
ぎょう

に就
つ

き健
けん

全
ぜん

な社会人
しゃかいじん

として生活
せいかつ

している中
なか

で元
もと

同
どう

僚
りょう

と出
で

会
あ

えたら、その時
とき

こそが再
さい

会
かい

を 喜
よろこ

ぶべき時
とき

と 心
こころ

得
え

なさい。 

 ３ 釈 放
しゃくほう

前
まえ

指導
しどう

及び
およ

援助
えんじょ

 

   仮
かり

釈 放
しゃくほう

が見込
み こ

まれている人
ひと

及び
およ

刑
けい

期
き

終 了
しゅうりょう

による釈 放
しゃくほう

の日
ひ

が近
ちか

づいた人
ひと

に対
たい

しては、

釈 放
しゃくほう

後
ご

の生活
せいかつ

についての不
ふ

安
あん

を解
かい

消
しょう

し、社会
しゃかい

生活
せいかつ

の見
み

通
とお

しを立
た

てるとともに、改善
かいぜん

更生
こうせい

の

意
い

欲
よく

を確実
かくじつ

なものとするために、一定
いってい

期間
きかん

、釈 放
しゃくほう

前
まえ

の指導
しどう

及び
およ

援助
えんじょ

を 行
おこな

います。 
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第
だい

23 国民
こくみん

年金
ねんきん

 

 １ 国民
こくみん

年金
ねんきん

制度
せいど

について 

  ⑴ 日本
にほん

国
こく

内
ない

に 住
じゅう

所
しょ

を有
ゆう

する２０歳
さい

以
い

上
じょう

６０歳
さい

未
み

満
まん

の者
もの

は、国民
こくみん

年金
ねんきん

の被
ひ

保
ほ

険
けん

者
しゃ

であり、

現
げん

に厚生
こうせい

年金
ねんきん

等
とう

の他
た

の公的
こうてき

年金
ねんきん

に加
か

入
にゅう

している場
ば

合
あい

を除
のぞ

き、施設
しせつ

収 容 中
しゅうようちゅう

であっても、

 保
ほ

険
けん

料
りょう

の納
のう

付
ふ

や各
かく

種
しゅ

届
とどけ

出
で

をする義務
ぎ む

があるので、各自
かくじ

必要
ひつよう

な手続
てつづき

を 行
おこな

うこと。 

    なお、年金
ねんきん

の受 給
じゅきゅう

資格
しかく

期間
きかん

を満
み

たしていないなどの場合
ばあい

は、最 長
さいちょう

７０歳
さい

までの 間
あいだ

、任意
にんい

加入
かにゅう

して保険料
ほけんりょう

を納
おさ

めることができます。 

  ⑵ 国民
こくみん

年金
ねんきん

には、老
ろう

後
ご

のための老齢
ろうれい

基礎
き そ

年金
ねんきん

や、重
おも

い障 害
しょうがい

を負
お

ったときのための障 害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

、遺族
いぞく

の生計
せいけい

を支
ささ

えるための遺族
いぞく

基礎
き そ

年金
ねんきん

があります。 

    なお、令和
れいわ

元年
がんねん

１０月
   がつ

から、国民
こくみん

年金
ねんきん

の受 給 者
じゅきゅうしゃ

のうち、一定
いってい

の所得
しょとく

の範囲内
はんいない

の者
もの

につい

ては、所定
しょてい

の請 求
せいきゅう

手続
てつづき

を行
おこな

えば、年金
ねんきん

生活者
せいかつしゃ

支援
しえん

給付
きゅうふ

金
きん

を受
じゅ

給
きゅう

することができます。

ただし、刑
けい

又
また

は保護
ほ ご

処分
しょぶん

の執行
しっこう

等
とう

を受
う

ける 間
あいだ

は受 給
じゅきゅう

できません。 

  ⑶ 保険料
ほけんりょう

を未納
みのう

のまま放置
ほうち

すると、将 来
しょうらい

の老齢
ろうれい

基礎
き そ

年金
ねんきん

や、いざというときの障 害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

、遺族
いぞく

基礎
き そ

年金
ねんきん

を受
う

け取
と

ることができない場合
ばあい

があるので、必
かなら

ず、保険料
ほけんりょう

を納
おさ

めるか、

納
おさ

めることが困難
こんなん

な場合
ばあい

には、下記
か き

２の手続
てつづき

を 行
おこな

うこと。 

  ⑷ 保険料
ほけんりょう

は、納付
のうふ

期限
きげん

（翌月
よくげつ

末日
まつじつ

）から２年
ねん

以内
いない

であれば納付
のうふ

することができます。 

  ⑸ 住 民
じゅうみん

登録
とうろく

がない被
ひ

収 容 者
しゅうようしゃ

については、矯 正
きょうせい

施設
しせつ

の 長
ちょう

による在所
ざいしょ

証 明 書
しょうめいしょ

又
また

は在院
ざいいん

証 明 書
しょうめいしょ

（以下
い か

「在所
ざいしょ

証 明 書
しょうめいしょ

等
とう

」という。）を添付
てんぷ

することにより、住 民
じゅうみん

登録
とうろく

を 行
おこな

わな

くても、届出
とどけで

などの手続
てつづき

を 行
おこな

うことができます。 

    なお、住 民
じゅうみん

登録
とうろく

がない被
ひ

収 容 者
しゅうようしゃ

については、矯 正
きょうせい

施設
しせつ

の住所地
じゅうしょち

を住 所
じゅうしょ

として住 民
じゅうみん

登録
とうろく

する手続
てつづき

を 行
おこな

うことも可能
かのう

です。 

 ２ 保
ほ

険
けん

料
りょう

免除
めんじょ

制
せい

度
ど

等
とう

について 

⑴ 障 害
しょうがい

年金
ねんきん

を受
う

けている場
ば

合
あい

や、生活
せいかつ

保護
ほ ご

法
ほう

による生活
せいかつ

扶
ふ

助
じょ

を受
う

けている場合
ばあい

等
とう

は、 届
とどけ

出
で

によって、保
ほ

険
けん

料
りょう

納付
のうふ

の免除
めんじょ

が受
う

けられます（法
ほう

定
てい

免除
めんじょ

）。また、出 産
しゅっさん

を 行
おこな

った場合
ばあい

（予定
よてい

を含む
ふ く

。）は、届出
とどけで

により一定
いってい

期間
きかん

、保険料
ほけんりょう

の免除
めんじょ

を受
う

けられるほか（産前
さんぜん

産後
さんご

免除
めんじょ

）、

所得
しょとく

が少
すく

ないなどの理
り

由
ゆう

で保
ほ

険
けん

料
りょう

を納
おさ

めることが 著
いちじる

しく困難
こんなん

な場
ば

合
あい

は、原則
げんそく

として、

住 民
じゅうみん

登録
とうろく

をしている市区
し く

町 村
ちょうそん

役場
やくば

等
とう

に申請
しんせい

書
しょ

を提 出
ていしゅつ

することにより、保
ほ

険
けん

料
りょう

納付
のうふ

の

免除
めんじょ

が認
みと

められる場
ば

合
あい

があるので、必要
ひつよう

な者
もの

は各自
かくじ

手続
てつづき

を 行
おこな

うこと（申請
しんせい

免除
めんじょ

）。 

    なお、通 常
つうじょう

、住 民
じゅうみん

登録
とうろく

がない期間
きかん

については申請
しんせい

免除
めんじょ

の対 象
たいしょう

とならないが、矯 正
きょうせい

施設
しせつ

の 長
ちょう

による在所
ざいしょ

証 明 書
しょうめいしょ

等
とう

を添付
てんぷ

して手続
てつづき

を 行
おこな

うことにより、矯 正
きょうせい

施設
しせつ

への収 容
しゅうよう

期間
きかん

については申請
しんせい

免除
めんじょ

の対 象
たいしょう

となります。ただし、その場合
ばあい

は、矯 正
きょうせい

施設
しせつ

の所在地
しょざいち

を管轄
かんかつ

す

る年金
ねんきん

事務所
じむしょ

等
とう

へ免除
めんじょ

申
しん

請書
せいしょ

を提 出
ていしゅつ

すること。 

  ⑵ 免除
めんじょ

申請
しんせい

の手続
てつづき

には所得
しょとく

審査
しんさ

があるところ、所得
しょとく

が少
すく

ないことを理由
りゆう

に申請
しんせい

免除
めんじょ

の手続
てつづき

を 行
おこな

う場合
ばあい

は、市区
し く

町 村
ちょうそん

に対
たい

する税
ぜい

の申告
しんこく

が 行
おこな

われていることが必要
ひつよう

であるが、平成
へいせい

２

６年
ねん

１０月
がつ

１日
ついたち

から、税
ぜい

の申告
しんこく

が 行
おこな

われていない場合
ばあい

であっても所得
しょとく

の申 立 書
もうしたてしょ

を添付
てんぷ

す

ることで申請
しんせい

免除
めんじょ

の手続
てつづき

を 行
おこな

うことが可能
かのう

となりました。また、所得
しょとく

がない場合
ばあい

は所得
しょとく

の

申 立 書
もうしたてしょ

の添付
てんぷ

は不要
ふよう

です。 

    なお、保険料
ほけんりょう

納付
のうふ

の免除
めんじょ

は、所得
しょとく

基準
きじゅん

や失 業
しつぎょう

等
とう

を理由
りゆう

として認
みと

められるが、矯 正
きょうせい

施設
しせつ
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に収 容
しゅうよう

されたことは免除
めんじょ

要件
ようけん

に該当
がいとう

しません。 

  ⑶ 申請
しんせい

免除
めんじょ

には、所得
しょとく

に応
おう

じて保
ほ

険
けん

料
りょう

全額
ぜんがく

の支
し

払
はらい

が免除
めんじょ

される場
ば

合
あい

と保
ほ

険
けん

料
りょう

の一
いち

部
ぶ

の

支払
しはらい

が免除
めんじょ

される場
ば

合
あい

があります。 

  ⑷ 一
いち

部
ぶ

免除
めんじょ

された場
ば

合
あい

については、残
のこ

りの保
ほ

険
けん

料
りょう

を支
し

払
はら

わない限り
かぎ

免除
めんじょ

期
き

間
かん

とはならず、

保
ほ

険
けん

料
りょう

未納
みのう

期間
きかん

として 扱
あつか

われるので、 注
ちゅう

意
い

すること。 

  ⑸ 申請
しんせい

免除
めんじょ

の審
しん

査
さ

は、本人
ほんにん

のほか、配偶
はいぐう

者
しゃ

及
およ

び世
せ

帯
たい

主
ぬし

の前
ぜん

年
ねん

の所得
しょとく

により 行
おこな

われます。 

  ⑹ 世帯
せたい

主
ぬし

又
また

は配偶者
はいぐうしゃ

の所得
しょとく

が基準
きじゅん

額
がく

を超
こ

えるときは申請
しんせい

免除
めんじょ

を受
う

けられないが、３０歳
さい

未
み

満
まん

の者
もの

（平成
へいせい

２８年
ねん

７月
がつ

以降
いこう

は５０歳
さい

未満
みまん

の者
もの

）については、世帯
せたい

主
ぬし

の所得
しょとく

にかかわらず

保険料
ほけんりょう

納付
のうふ

の猶予
ゆうよ

が認
みと

められる場合
ばあい

があります（納付
のうふ

猶予
ゆうよ

）。また、納付
のうふ

猶予
ゆうよ

の申請
しんせい

手続
てつづき

に

ついては⑴及
およ

び⑵の免除
めんじょ

申請
しんせい

の手続
てつづき

と同様
どうよう

です。 

  ⑺ 申請
しんせい

免除
めんじょ

と納付
のうふ

猶予
ゆうよ

の承 認
しょうにん

期
き

間
かん

については、７月
がつ

から翌
よく

６月
がつ

までであるが、過去
か こ

２年分
ねんぶん

まで遡
そ

及
きゅう

して申請
しんせい

することができます。 

  ⑻ 申請
しんせい

免除
めんじょ

及び
およ

納付
のうふ

猶予
ゆうよ

の申請
しんせい

は、毎
まい

年
ねん

度
ど

行
おこな

う必要
ひつよう

があります。ただし、全額
ぜんがく

免除
めんじょ

及び
およ

納
のう

付
ふ

猶予
ゆうよ

に限って
かぎ

は、翌年度
よくねんど

以降
いこう

も免除
めんじょ

又
また

は猶予
ゆうよ

の承 認
しょうにん

を希望
きぼう

することを申請
しんせい

時
じ

に申
もう

し出
で

るこ

とによって、翌
よく

年
ねん

度
ど

以降
いこう

の申請
しんせい

を 省
しょう

略
りゃく

できる場
ば

合
あい

があります。 

    なお、翌年度
よくねんど

以降
いこう

の免除
めんじょ

又
また

は猶予
ゆうよ

の審査
しんさ

において、税
ぜい

の申告
しんこく

が 行
おこな

われていない場合
ばあい

は、

年金
ねんきん

事務所
じむしょ

等
とう

から所得
しょとく

の申 立 書
もうしたてしょ

を提 出
ていしゅつ

するよう求
もと

められます。また、住 民
じゅうみん

登録
とうろく

が 行
おこな

わ

れていない場合
ばあい

は、年金
ねんきん

事務所
じむしょ

等
とう

から在所
ざいしょ

証 明 書
しょうめいしょ

等
とう

の提 出
ていしゅつ

を求
もと

められます。 

  ⑼ 免除
めんじょ

又
また

は猶予
ゆうよ

を受
う

けた期
き

間
かん

の保
ほ

険
けん

料
りょう

については、１０年
ねん

以内
いない

であれば追納
ついのう

することがで

きます。 

  ⑽ 収 容 中
しゅうようちゅう

に在所
ざいしょ

証 明 書
しょうめいしょ

等
とう

を添付
てんぷ

した上
うえ

で各種
かくしゅ

手続
てつづき

を 行
おこな

った者
もの

については、社会
しゃかい

復帰
ふっき

した後
のち

、市区
し く

町村役場
ちょうそんやくば

等
とう

において、速
すみ

やかに住 所
じゅうしょ

登録
とうろく

の手続
てつづき

を 行
おこな

う必要
ひつよう

があります（市区
し く

町 村
ちょうそん

役場
やくば

等
とう

で住 民
じゅうみん

登録
とうろく

が 行
おこな

われることにより、年金
ねんきん

事務所
じむしょ

で管理
かんり

する住 所
じゅうしょ

も自動的
じどうてき

に

変更
へんこう

が 行
おこな

われます。）。 

    なお、社会
しゃかい

復帰
ふっき

した後
のち

に、 遡
さかのぼ

って申請
しんせい

免除
めんじょ

の手続
てつづき

を 行
おこな

うに当
あ

たっては、在所
ざいしょ

証 明 書
しょうめいしょ

等
とう

を添付
てんぷ

することにより、住 民
じゅうみん

登録
とうろく

が 行
おこな

われておらず、矯 正
きょうせい

施設
しせつ

に収 容
しゅうよう

されていた期間
きかん

も申請
しんせい

免除
めんじょ

の対 象
たいしょう

となります。 

 ３ 支給
しきゅう

停止
ていし

等
とう

の届出
とどけで

について 

  ⑴ ２０歳前
   さいまえ

傷 病
しょうびょう

による障 害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

については、刑
けい

又
また

は保護
ほ ご

処分
しょぶん

の執行
しっこう

等
とう

により刑事
けいじ

施設
しせつ

収 容 中
しゅうようちゅう

は支給
しきゅう

停止
ていし

となるため、 受 給 者
じゅきゅうしゃ

は「国民
こくみん

年金
ねんきん

受給権者
じゅきゅうけんしゃ

支給
しきゅう

停止
ていし

事由
じゆう

該 当 届
がいとうとどけ

」の提 出
ていしゅつ

が必要
ひつよう

です。 

    支給
しきゅう

停止
ていし

の届出
とどけで

をしないまま受 給
じゅきゅう

を続
つづ

けると、後日
ごじつ

、 遡
さかのぼ

って支給
しきゅう

停止
ていし

が 行
おこな

われ、過
あやま

って支給
しきゅう

された額
がく

の返還
へんかん

を求
もと

められることとなることから、該当
がいとう

する場合
ばあい

には、必要
ひつよう

な届出
とどけで

を 行
おこな

うこと。 

    なお、出所後
しゅっしょご

に 再
ふたた

び受
じゅ

給
きゅう

するための手続
てつづき

については、年金
ねんきん

事務所
じむしょ

のお 客
きゃく

様
さま

相談室
そうだんしつ

又
また

は市町村
しちょうそん

の窓口
まどぐち

で確認
かくにん

することができます。 

  ⑵ 特別
とくべつ

障 害
しょうがい

給付
きゅうふ

金
きん

については、刑
けい

の執行
しっこう

等
とう

により受 給
じゅきゅう

資格
しかく

が消 滅
しょうめつ

するため、受 給 者
じゅきゅうしゃ

は「特別
とくべつ

障 害
しょうがい

給付
きゅうふ

金
きん

受 給
じゅきゅう

資格
しかく

消 滅 届
しょうめつとどけ

」の提 出
ていしゅつ

が必要
ひつよう

です。 
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    資格
しかく

消 滅
しょうめつ

の届出
とどけで

をしないまま受 給
じゅきゅう

を続
つづ

けると、後日
ごじつ

、 遡
さかのぼ

って資格
しかく

消 滅
しょうめつ

が 行
おこな

われ、

過
あやま

って支給
しきゅう

された額
がく

の返還
へんかん

を求
もと

められることとなることから、該当
がいとう

する場合
ばあい

には、必要
ひつよう

な

届出
とどけで

を 行
おこな

うこと。 

    なお、出所後
しゅっしょご

に 再
ふたた

び受
じゅ

給
きゅう

するための手続
てつづき

については、市町村
しちょうそん

の窓口
まどぐち

で確認
かくにん

することが

できます（所定
しょてい

の手続
てつづき

を 行
おこな

った翌月分
よくげつぶん

から支給
しきゅう

されるため、出所後
しゅっしょご

、速
すみ

やかに手続
てつづき

を 行
おこな

うこと。）。 

⑶ 年金
ねんきん

生活者
せいかつしゃ

支援
しえん

給付
きゅうふ

金
きん

については、刑
けい

又
また

は保護
ほ ご

処分
しょぶん

の執行
しっこう

等
とう

により受 給
じゅきゅう

資格
しかく

が消 滅
しょうめつ

するため、受 給 者
じゅきゅうしゃ

は「年金
ねんきん

生活者
せいかつしゃ

支援
しえん

給付
きゅうふ

金
きん

不支給
ふしきゅう

事由
じゆう

該 当 届
がいとうとどけ

」の提 出
ていしゅつ

が必要
ひつよう

です。 

    資格
しかく

消 滅
しょうめつ

の届出
とどけで

をしないまま受 給
じゅきゅう

を続
つづ

けると、後日
ごじつ

、 遡
さかのぼ

って資格
しかく

消 滅
しょうめつ

が 行
おこな

われ、

過
あやま

って支給
しきゅう

された額
がく

の返還
へんかん

を求
もと

められることとなることから、該当
がいとう

する場合
ばあい

には、必要
ひつよう

な

届出
とどけで

を 行
おこな

うこと。 

    なお、出所後
しゅっしょご

に 再
ふたた

び受
じゅ

給
きゅう

するための手続
てつづき

については、年金
ねんきん

事務所
じむしょ

のお 客
きゃく

様
さま

相談室
そうだんしつ

で

確認
かくにん

することができます（所定
しょてい

の手続
てつづき

を 行
おこな

った翌月分
よくげつぶん

から支給
しきゅう

されるため、出所後
しゅっしょご

、速
すみ

やかに手続
てつづき

を 行
おこな

うこと。）。 

 ４ その他
た

について 

   年金
ねんきん

について不
ふ

明
めい

な点
てん

がある場
ば

合
あい

には、施設
しせつ

において閲覧
えつらん

資料
しりょう

を備
そな

え付
つ

ける等
とう

しており、ま

た、保険料
ほけんりょう

納付
のうふ

や年金
ねんきん

見込額
みこみがく

試算
しさん

など、本人
ほんにん

の年金
ねんきん

記録
きろく

等
とう

に基
もと

づく相談
そうだん

を希望
きぼう

する場合
ばあい

は、

最寄
も よ

りの年金
ねんきん

事務
じ む

所
しょ

の職 員
しょくいん

による指
し

導
どう

等
とう

を受
う

けることもできるので、職 員
しょくいん

に申
もう

し出
で

なさい。 

 

第
だい

24 国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

等
とう

の保険料
ほけんりょう

の減免
げんめん

について 

   国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

、後期
こうき

高齢者
こうれいしゃ

医療
いりょう

及
およ

び介護
かいご

保険
ほけん

に加入
かにゅう

している者
もの

が刑事
けいじ

施設
しせつ

に収 容
しゅうよう

されて

いる場合
ばあい

は、国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

等
とう

の保険料
ほけんりょう

（税
ぜい

方式
ほうしき

採用
さいよう

の場合
ばあい

における国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

税
ぜい

を含
ふく

む。）

を減免
げんめん

している市町村
しちょうそん

があるので、減免
げんめん

を受
う

けたい場合
ばあい

は、各自
かくじ

で市町村
しちょうそん

等
とう

に減免
げんめん

制度
せいど

の

有無
う む

や必要
ひつよう

な手続
てつづき

等
とう

を確認
かくにん

すること。 

 

第
だい

25 自
じ

動
どう

車
しゃ

運
うん

転
てん

免
めん

許
きょ

更
こう

新
しん

 

  １ 収 容
しゅうよう

期
き

間
かん

中
ちゅう

に運転
うんてん

免許
めんきょ

が失効
しっこう

し、失効
しっこう

日
び

から起
き

算
さん

して３年
ねん

未
み

満
まん

に 出
しゅっ

所
しょ

する場
ば

合
あい

は、

出 所
しゅっしょ

日
び

から１か月
げつ

以
い

内
ない

に免許
めんきょ

申請
しんせい

すれば、学科
がっか

試験
しけん

及
およ

び技
ぎ

能
のう

試
し

験
けん

が免除
めんじょ

されます。ただし、

出 所
しゅっしょ

後
ご

１か月
げつ

の 間
あいだ

に、運転
うんてん

免許
めんきょ

失効
しっこう

日
び

から起
き

算
さん

して３年
ねん

を経過
けいか

する日
ひ

が到来
とうらい

した場
ば

合
あい

に

は、同日
どうじつ

以
い

降
こう

に手
て

続
つづき

を 行
おこな

うと、全
すべ

ての試験
しけん

を再
さい

受験
じゅけん

しなければならなくなるので、特
とく

に 留
りゅう

意
い

すること。 

  ２ 収 容
しゅうよう

期間
きかん

中
ちゅう

に運転
うんてん

免許
めんきょ

が失効
しっこう

し、失効
しっこう

日
び

から起
き

算
さん

して３年
ねん

経過
けいか

し、出 所
しゅっしょ

後
ご

の運転
うんてん

免許
めんきょ

を再
さい

取得
しゅとく

する場
ば

合
あい

は、全
すべ

ての試験
しけん

を再
さい

受験
じゅけん

しなければなりません。 

  ３ 収 容
しゅうよう

期
き

間
かん

中
ちゅう

に運転
うんてん

免許
めんきょ

が失効
しっこう

し、失効
しっこう

日
び

から６か月
げつ

を経過
けいか

しないで 出
しゅっ

所
しょ

した者
もの

につ

いては、出
しゅっ

所
しょ

後
ご

、失効
しっこう

日
び

から６か月
げつ

を経
けい

過
か

しない日
ひ

までは、学
がっ

科
か

試
し

験
けん

及び
およ

技能
ぎのう

試験
しけん

は免除
めんじょ

されます。 

  ４ 運転
うんてん

免許
めんきょ

取得
しゅとく

後
ご

１年
ねん

以内
いない

に合計
ごうけい

３点
てん

以
い

上
じょう

の違
い

反
はん

をした人
ひと

は、再
さい

試験
しけん

が必要
ひつよう

になる場
ば

合
あい

があり、これを受験
じゅけん

せずに１回
かい

目
め

の更新
こうしん

をしなかった者
もの

は、全
すべ

ての試験
しけん

を再
さい

受験
じゅけん

する必要
ひつよう
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があるので 留
りゅう

意
い

すること。 

  ５ 試験
しけん

の一
いち

部
ぶ

を免除
めんじょ

される場
ば

合
あい

は、いずれについても矯 正
きょうせい

施
し

設
せつ

に 収
しゅう

容
よう

されている 状
じょう

態
たい

が継
けい

続
ぞく

していることが必要
ひつよう

であり、手
て

続
つづき

上
じょう

、在所
ざいしょ

証
しょう

明
めい

書
しょ

が必
ひつ

要
よう

となります。 

 

第
だい

26 外国人
がいこくじん

登録
とうろく

の更新
こうしん

 

   外国人
がいこくじん

登録
とうろく

証 明 書
しょうめいしょ

の切替
きりかえ

交付
こうふ

、紛失
ふんしつ

による再交付
さいこうふ

などの申請
しんせい

手続
てつづき

は、当所
とうしょ

にいる 間
あいだ

は

できませんので、出 所
しゅっしょ

してから１４日
か

以内
いない

に、当所
とうしょ

で発行
はっこう

する「在所
ざいしょ

証 明 書
しょうめいしょ

」を持
も

って、

市町村
しちょうそん

役場
やくば

に行
い

き、所定
しょてい

の手続
てつづき

をしてください。 

 

第
だい

27 不在者
ふざいしゃ

投 票
とうひょう

  

   矯 正
きょうせい

施設
しせつ

において、不在者
ふざいしゃ

投 票
とうひょう

を実施
じっし

することができます。 

１ 対 象 者
たいしょうしゃ

 

矯 正
きょうせい

施設
しせつ

における不在者
ふざいしゃ

投 票
とうひょう

については、日本
にほん

国民
こくみん

で年齢
ねんれい

満
まん

１８歳
さい

以上
いじょう

の者
もの

であって、

かつ、禁錮
きんこ

以上
いじょう

の刑
けい

に処
しょ

せられその執行
しっこう

が終
お

わるまでの者
もの

以外
いがい

の人
ひと

（労 役 場
ろうえきじょう

留置
りゅうち

のみで

収 容
しゅうよう

されている人
ひと

）が対 象
たいしょう

となります。 

   ２ 投 票
とうひょう

用紙
ようし

及
およ

び投 票 用
とうひょうよう

封筒
ふうとう

の請 求
せいきゅう

 

不在者
ふざいしゃ

投 票
とうひょう

に係
かか

る投 票
とうひょう

用紙
ようし

及
およ

び投 票 用
とうひょうよう

封筒
ふうとう

の請 求
せいきゅう

については、自身
じしん

が、自身
じしん

の登
とう

録
ろく

されている選挙人
せんきょにん

名簿
めいぼ

の属
ぞく

する市町村
しちょうそん

等
とう

の選挙
せんきょ

管理
かんり

委員会
いいんかい

委員長
いいんちょう

に対
たい

して請 求
せいきゅう

を 行
おこな

う

ほか、矯 正
きょうせい

施設
しせつ

の 長
ちょう

に対
たい

して請 求
せいきゅう

を依頼
いらい

することができます。 

なお、矯 正
きょうせい

施設
しせつ

の 長
ちょう

に対
たい

して請 求
せいきゅう

の依頼
いらい

を希望
きぼう

する場合
ばあい

には、職 員
しょくいん

に書面
しょめん

（願箋
がんせん

）

を提 出
ていしゅつ

して申
もう

し出
で

てください。 

３ 告知
こくち

放送
ほうそう

等
とう

 

当所
とうしょ

が所在
しょざい

する地域
ちいき

において実施
じっし

される選挙
せんきょ

について公示
こうじ

又
また

は告示
こくじ

があった場合
ばあい

には、そ

の内容
ないよう

を告知
こくち

放送
ほうそう

等
とう

するので、不在者
ふざいしゃ

投 票
とうひょう

の希望
きぼう

がある場合
ばあい

は、職 員
しょくいん

に書面
しょめん

（願箋
がんせん

）を

提 出
ていしゅつ

して申
もう

し出
で

てください。 

なお、その他
た

の選挙
せんきょ

に関
かん

して不在者
ふざいしゃ

投 票
とうひょう

の希望
きぼう

がある場合
ばあい

には、自身
じしん

が、上記
じょうき

２の手続
てつづき

を

行
おこな

ってください。   

  ４ 不在者
ふざいしゃ

投 票
とうひょう

の実施
じっし

 

⑴  不在者
ふざいしゃ

投 票
とうひょう

の実施
じっし

に当
あ

たっては、選挙
せんきょ

管理
かんり

委員会
いいんかい

との調 整
ちょうせい

等
とう

の事務
じ む

手続
てつづき

が必要
ひつよう

となる

ことから、不在者
ふざいしゃ

投 票
とうひょう

の希望
きぼう

がある場合
ばあい

には、速
すみ

やかに職 員
しょくいん

に書面
しょめん

（願箋
がんせん

）を提 出
ていしゅつ

し

て申
もう

し出
で

てください。 

     なお、職 員
しょくいん

に 申
もうし

出
で

があった日時
にちじ

によっては、事務
じ む

処理上
しょりじょう

の理由
りゆう

から不在者
ふざいしゃ

投 票
とうひょう

の実施
じっし

が困難
こんなん

となる場合
ばあい

があります。 

⑵   不在者
ふざいしゃ

投 票
とうひょう

に係
かか

る 投 票
とうひょう

用紙
ようし

及
およ

び投 票 用
とうひょうよう

封筒
ふうとう

への記載
きさい

については、不在者
ふざいしゃ

投 票
とうひょう

管理者
かんりしゃ

が指定
してい

する場所
ばしょ

で実施
じっし

し、必
かなら

ず、職 員
しょくいん

が立
た

ち会
あ

わなければなりませんので留意
りゅうい

して

ください。 

なお、職 員
しょくいん

の立
たち

会
あ

いがないまま投 票
とうひょう

用紙
ようし

等
とう

を記載
きさい

した場合
ばあい

には、投 票
とうひょう

が無効
むこう

として取
と

り 扱
あつか

われますので、選挙
せんきょ

管理
かんり

委員会
いいんかい

から投 票
とうひょう

用紙
ようし

等
とう

の送付
そうふ

を受
う

けた場合
ばあい

には、直
ただ

ちに、

不在者
ふざいしゃ

投 票
とうひょう

の実施
じっし

について、職 員
しょくいん

に書面
しょめん

（願箋
がんせん

）を提 出
ていしゅつ

して申
もう

し出
で

てください。 
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⑶   不在者
ふざいしゃ

投 票
とうひょう

後
ご

の投 票
とうひょう

用紙
ようし

等
とう

については、当所
とうしょ

から選挙人
せんきょにん

名簿
めいぼ

の属
ぞく

する市町村
しちょうそん

等
とう

の

選挙
せんきょ

管理
かんり

委員会
いいんかい

に送付
そうふ

します。 

 

第
だい

28 マイナンバーカードの申請
しんせい

及
およ

び更新
こうしん

 

   マイナンバーカードの申請
しんせい

・更新
こうしん

を希望
きぼう

する者
もの

は、必要
ひつよう

に応
おう

じて、以下
い か

のとおり対応
たいおう

するこ

とから、申
もう

し出
で

ること。 

１ 顔
かお

写真
じゃしん

を撮影
さつえい

し、交付
こうふ

すること。 

  ２ カードの申請
しんせい

・交付
こうふ

のための本人
ほんにん

確認
かくにん

書類
しょるい

として、顔
かお

写真
じゃしん

を証 明
しょうめい

した書類
しょるい

である「顔
かお

写真
じゃしん

証 明 書
しょうめいしょ

」を作成
さくせい

し、交付
こうふ

すること。 

  ３ 家
か

族
ぞく

等
とう

が代
だい

理
り

で受
う

け取
と

る際
さい

に必
ひつ

要
よう

な書
しょ

類
るい

（在
ざい

所
しょ

証
しょう

明
めい

書
しょ

等
とう

）を発
はっ

行
こう

すること。家族
かぞく

等
とう

が

代理
だいり

で受
う

け取
と

ることができない場合
ばあい

は、職 員
しょくいん

に相談
そうだん

すること。 

なお、住 民 票
じゅうみんひょう

が削除
さくじょ

されている場合
ばあい

には、施設
しせつ

所在地
しょざいち

を住 所
じゅうしょ

として住 民 票
じゅうみんひょう

への記録
きろく

を 行
おこな

い、マイナンバーカードを申請
しんせい

することが可能
かのう

である。この場合
ばあい

、交付
こうふ

されたカードの

券面
けんめん

には施設
しせつ

所在地
しょざいち

が記載
きさい

され、また、住 民 票
じゅうみんひょう

や戸籍
こせき

の附表
ふひょう

の住 所
じゅうしょ

にも記載
きさい

されること

をあらかじめ承知
しょうち

しておくこと。 

 

第
だい

29 刑
けい

の執行
しっこう

段階
だんかい

等
とう

における被害者
ひがいしゃ

等
とう

の心 情
しんじょう

等
とう

の聴 取
ちょうしゅ

・伝達
でんたつ

制度
せいど

 

あなたが刑
けい

に服
ふく

す理由
りゆう

となった犯罪
はんざい

により被害
ひがい

を受
う

けた方
かた

がいる場合
ばあい

、その被害者
ひがいしゃ

の方
かた

等
とう

か

ら 申
もうし

出
で

があれば、職 員
しょくいん

が、被害
ひがい

に関
かん

する心 情
しんじょう

や被害
ひがい

を受
う

けられた方
かた

の置
お

かれている 状 況
じょうきょう

、

その他
た

あなたの所内
しょない

での生活
せいかつ

や行動
こうどう

に関
かん

する意見
いけん

を 伺
うかが

う制度
せいど

があります。また、被害者
ひがいしゃ

の方
かた

等
とう

の希望
きぼう

があれば、その内容
ないよう

をあなたに伝達
でんたつ

します。 

さらに、被害者
ひがいしゃ

の方
かた

等
とう

が希望
きぼう

すれば、あなたが、被害者
ひがいしゃ

の方
かた

等
とう

の心 情
しんじょう

等
とう

を伝達
でんたつ

された際
さい

、

伝達
でんたつ

された心 情
しんじょう

等
とう

について述
の

べたこと、被害
ひがい

弁 償
べんしょう

や謝罪
しゃざい

について述
の

べたこと、被害者
ひがいしゃ

の方
かた

等
とう

に伝
つた

えることを希望
きぼう

して述
の

べたことについて、被害者
ひがいしゃ

の方
かた

等
とう

に通知
つうち

することもあります。 

なお、被害者
ひがいしゃ

の方
かた

等
とう

が、この制度
せいど

の利用
りよう

を申
もう

し出
で

ているかどうかについては、質問
しつもん

されても

答
こた

えることはできません。 

 

第
だい

30 結
むす

び 

   以
い

上
じょう

、所内
しょない

生活
せいかつ

をする上
うえ

で必要
ひつよう

な知
ち

識
しき

や 心
こころ

得
え

事
じ

項
こう

を一
ひと

通
とお

り紹 介
しょうかい

しましたが、まだ理
り

解
かい

できないところや、不
ふ

明
めい

なところがある人
ひと

は、勝
かっ

手
て

に判断
はんだん

して行動
こうどう

することなく、いつでも

職 員
しょくいん

に相談
そうだん

して、間
ま

違
ちが

いなく正
ただ

しい所内
しょない

生活
せいかつ

を送
おく

るよう努力
どりょく

しなさい。 

   当所
とうしょ

では、あなたが 自
みずか

らの立場
たちば

に十 分
じゅうぶん

な自覚
じかく

を持
も

ち、この「所内
しょない

生活
せいかつ

の心得
こころえ

」に書
か

かれ

ているような真面目
ま じ め

な所内
しょない

生活
せいかつ

を積
つ

み重
かさ

ねて、一日
いちにち

も早
はや

く健全
けんぜん

な社会人
しゃかいじん

として社会
しゃかい

復帰
ふっき

し

ていくことを望
のぞ

んでいます。そして、そのために必要
ひつよう

な指
し

導
どう

や援
えん

助
じょ

は、惜
お

しみなく 行
おこな

うこと

を処遇
しょぐう

の基
き

本
ほん

方針
ほうしん

としています。 

 



別表
べっひょう

 

不服
ふふく

申立
もうした

てに関連
かんれん

する申出
もうしで

の受付
うけつけ

時間帯
じかんたい

 

審査
し ん さ

の申請
しんせい

再審査
さ い し ん さ

の申請
しんせい

事実
じ じ つ

の申告
しん こく

事実
じ じ つ

の再
さい

申告
しん こ く

法務
ほ う む

大臣
だいじん

に対
たい

する苦情
く じ ょ う

の申出
もう しで

刑事
け い じ

施設
し せ つ

の長
ちょう

に対
たい

する苦情
く じ ょ う

の申出
もう しで

平日
へいじつ

朝食終了後
ちょうしょくしゅうりょうご

から午後
ご ご

３時
じ

まで 朝食終了後
ちょうしょくしゅうりょうご

から午後
ご ご

３時
じ

まで 朝食終了後
ちょうしょくしゅうりょうご

から午後
ご ご

３時
じ

まで

休日
きゅうじつ

同上
どうじょう

同上
どうじょう

受
う

け付
つ

けない

平日
へいじつ

朝食終了後
ちょうしょくしゅうりょうご

から午後
ご ご

３時
じ

まで 朝食終了後
ちょうしょくしゅうりょうご

から午後
ご ご

３時
じ

まで 朝食終了後
ちょうしょくしゅうりょうご

から午後
ご ご

３時
じ

まで

休日
きゅうじつ

同上
どうじょう

受
う

け付
つ

けない 受
う

け付
つ

けない

平日
へいじつ

朝食終了後
ちょうしょくしゅうりょうご

から午後
ご ご

３時
じ

まで 朝食終了後
ちょうしょくしゅうりょうご

から午後
ご ご

３時
じ

まで 朝食終了後
ちょうしょくしゅうりょうご

から午後
ご ご

３時
じ

まで

休日
きゅうじつ

同上
どうじょう

同上
どうじょう

受
う

け付
つ

けない

平日
へいじつ

朝食終了後
ちょうしょくしゅうりょうご

から午後
ご ご

３時
じ

まで 朝食終了後
ちょうしょくしゅうりょうご

から午後
ご ご

３時
じ

まで 朝食終了後
ちょうしょくしゅうりょうご

から午後
ご ご

３時
じ

まで

休日
きゅうじつ

受
う

け付
つ

けない 受
う

け付
つ

けない 受
う

け付
つ

けない

作成
さくせい

受付
うけつけ

発送
はっそう

受付
うけつけ

中止
ちゅうし

受付
うけつけ

取下
とりさげ

受付
うけつけ

受付時間

不服申立ての種類
ふふく もうした しゅるい

うけつけ じかん

※口頭
こうとう

による刑事
けいじ

施設
しせつ

の長
ちょう

に対
たい

する苦情
くじょう

の申出
もうしで

の受付
うけつけ

については、「作成
さくせい

受付
うけつけ

」欄
らん

を準用
じゅんよう

するものとする。 
 ※書面

しょめん

による刑事
けいじ

施設
しせつ

の長
ちょう

に対
たい

する苦情
くじょう

の申出
もうしで

の提出
ていしゅつ

については、「発送
はっそう

受付
うけつけ

」欄
らん

を準用
じゅんよう

するものとする。 
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バ
ラ
ン
ス
窓ま

ど

しぶつたな

私物棚

べんじょ

便所

せんめんじょ

洗面所

こづくえ

小机
こづくえ

小机
こづくえ

小机

しんぐ

寝具
しんぐ

寝具
しんぐ

寝具

　ばんせき

４番席
　ばんせき

６番席

きょうどうしつない　　していせき　　よか　およ　　しょくじ　　じかんたいなら　　   きょうせいしどうび

共同室内の指定席（余暇及び食事の時間帯並びに矯正指導日）

しんぐ

寝具
しんぐ

寝具
しんぐ

寝具
しんぐ

寝具

しぶつたな

私物棚

バ
ラ
ン
ス
窓ま

ど

出
入
口

で
い
り
ぐ
ち

　ばんせき

２番席

　ばんせき

１番席
　ばんせき

３番席
　ばんせき

５番席
　ばんせき

７番席

こづくえ

小机
こづくえ

小机
こづくえ

小机
こづくえ

小机



バ
ラ
ン
ス
窓ま

ど

しぶつたな

私物棚

しんぐおよ　こづくえ

寝具及び小机

せんめんじょ

洗面所

　ばんせき

６番席

　ばんせき

７番席

しんぐおよ　こづくえ

寝具及び小机
しんぐおよ　こづくえ

寝具及び小机

　ばんせき

１番席

バ
ラ
ン
ス
窓ま

ど

きょうどうしつない　　　していせき　　しゅうしんじかんたい

共同室内の指定席（就寝時間帯）

しぶつたな

私物棚

　　　　しよう　　　　　　しんぐ　　　　　　　　　　　　　たた　　　　こづくえ　うえ　　お　　　　　せいとん

注１　使用しない寝具については、畳んで小机の上に置いて整頓すること。
　　　　じょうき　　こうぞうおよ　ていいん　こと　　　　きょしつ　　　　　　　　　　じょうき　　じゅん　　　　　　　　　　　　　べんじょがわ　ぐうすうせき

注２　上記と構造及び定員が異なる居室についても、上記に準じるものとする（便所側が偶数席）。
　　　　こうちく　　　　　しゅうよう　　　　　　　じゅけいしゃ    　れいがいてき　かくきょしつ　そな　　つ　　　　　　　　　　　　せいとんようりょう　したが

注３　拘置区に収容されている受刑者は、例外的に各居室に備え付けられている整頓要領に従うこと。

べんじょ

便所

出
入
口

で
い
り
ぐ
ち

　ばんせき

３番席
　ばんせき

５番席

　ばんせき

２番席

しんぐおよ　こづくえ

寝具及び小机
しんぐおよ　こづくえ

寝具及び小机
しんぐおよ　こづくえ

寝具及び小机
しんぐおよ　こづくえ

寝具及び小机

　ばんせき

４番席



しんぐ

寝具
しんぐ

寝具
しんぐ

寝具

しぶつたな

私物棚

　
ば

ん

せ

き

３
番
席

　
ば

ん

せ

き

４
番
席

こづくえ

小机
こづくえ

小机
こづくえ

小机
こづくえ

小机

バ
ラ
ン
ス
窓ま

ど

　
ば

ん

せ

き

１
番
席

　
ば

ん

せ

き

６
番
席

こづくえ

小机
こづくえ

小机
こづくえ

小机

　　　　　じょうき　　きょしつ　　こうぞうおよ　ていいん　こと　　　　きょしつ　　　　　　　　　　　じょうき

注１　上記と居室の構造及び定員が異なる居室についても、上記のとおりとする。
　　　　こうちく　　　　しゅうよう　　　　　　　　　じゅけいしゃ　　れいがいてき　かくきょしつ　そな　　つ　　　　　　　　　　　　せいとんようりょう　したが

注２　拘置区に収容されている受刑者は、例外的に各居室に備え付けられている整頓要領に従うこと。

　
ば

ん

せ

き

７
番
席

バ
ラ
ン
ス
窓ま

ど

きょうどうしつない　　していせき　　　じんいんてんけんじ

共同室内の指定席（人員点検時）

しぶつたな

私物棚

しんぐ

寝具
しんぐ

寝具
しんぐ

寝具
しんぐ

寝具

せんめんじょ

洗面所

べんじょ

便所

　
ば

ん

せ

き

２
番
席

　
ば

ん

せ

き

５
番
席

出
入
口

で
い
り
ぐ
ち



整頓
せいとん

要 領
ようりょう

（共同室
きょうどうしつ

） 
 

工場
こうじょう

出 業
しゅつぎょう

時
じ

 

     

私物
し ぶ つ

棚
だな

 

     

 
   注１ 上記

じょうき

「工場
こうじょう

出 業
しゅつぎょう

時
じ

」に示
しめ

された席
せき

の対面
たいめん

に位置
い ち

する席
せき

は、左右
さ ゆ う

対称
たいしょう

の整頓
せいとん

要領
ようりょう

とする。 
注２ 上記

じょうき

の取扱
とりあつか

いの対象
たいしょう

者
しゃ

については、拘置
こ う ち

区
く

に収容
しゅうよう

されている受刑者
じゅけいしゃ

を除
のぞ

く（拘置
こ う ち

区
く

に収容
しゅうよう

され

ている受刑者
じゅけいしゃ

は、各居室
かくきょしつ

に備
そな

え付
つ

けられている整頓
せいとん

要領
ようりょう

によることとする。）。 
 
 
 
 



整頓
せいとん

要 領
ようりょう

（共同室
きょうどうしつ

） 
 

洗面
せんめん

台付
だ い ふ

近
きん

 

    

保管
ほ か ん

私物
し ぶ つ

かばん収納
しゅうのう

場所
ば し ょ

 

 
 

注１ 上記
じょうき

「洗面
せんめん

台付
だ い ふ

近
きん

」に示
しめ

された設備
せ つ び

等
とう

の位置
い ち

が左右
さ ゆ う

対称
たいしょう

の場合
ば あ い

、各物品
かくぶっぴん

の整頓
せいとん

位置
い ち

も左右
さ ゆ う

対称
たいしょう

の位置
い ち

とする。 
注２ 上記

じょうき

の取扱
とりあつか

いの対象
たいしょう

者
しゃ

については、拘置
こ う ち

区
く

に収容
しゅうよう

されている受刑者
じゅけいしゃ

を除
のぞ

く（拘置
こ う ち

区
く

に収容
しゅうよう

されて

いる受刑者
じゅけいしゃ

は、各居室
かくきょしつ

に備
そな

え付
つ

けられている整頓
せいとん

要領
ようりょう

によることとする。）。 

１番席
ばんせき

 

２番席
ばんせき

 

３番席
ばんせき

 

４番席
ばんせき

 

５番席
ばんせき

 
６番席

ばんせき

 
７番席

ばんせき

 

使用
し よ う

しない。 



たんどくしつない　　　していせき　　　きょしつないさぎょう　よか　およ　　しょくじ　　じかんたいなら　　きょうせいしどうび

単独室内の指定席（居室内作業、余暇及び食事の時間帯並びに矯正指導日）

べんじょ

便所

こづくえ

小机

せんめんじょ

洗面所

しんぐ

寝具

ほかんしぶつ

保管私物
かばん

でいりぐち

出入口

しょっきうけだい

食器受台

　　　  じょうき　　しんぐ　いち　　　　　　　　　　そな　　つ　　　　　　　　　　　　きょしつ　　　　　　　　　　　　しんぐ　   こづくえおよ　　ほかんしぶつかばん いち　　　　さゆうたいしょう　いち

注1　上記の寝具位置にテレビが備え付けられている居室については、寝具、小机及び保管私物鞄の位置を左右対称の位置とする。
     　 こうちく　　　　　しゅうよう　　　　　　　　じゅけいしゃ　　れいがいてき　かくきょしつ　　そな　つ　　　　　　　　　　　　せいとんようりょう　したが

注２　拘置区に収容されている受刑者は、例外的に各居室に備え付けられている整頓要領に従うこと。



たんどくしつない　　　 していせき　　しゅうしんじかんたい

単独室内の指定席（就寝時間帯）

べんじょ

便所

せんめんじょ

洗面所

こづくえ

小机

　　　 じょうき　　しゅうしんいち　　　　　　　　　　　そな　　つ　　　　　　　　　　　　　きょしつ　　　　　　　　　　しゅうしんいちおよ　　こづくえ　　　いち　　　さゆうたいしょう　　いち

注１　上記の就寝位置にテレビが備え付けられている居室については、就寝位置及び小机の位置を左右対称の位置とする。
　　　　しよう　　　　　　しんぐ　　　　　　　　　　　　 たた　　　　こづくえ    うえ　　お　　　　せいとん

注２　使用しない寝具については、畳んで小机の上に置いて整頓すること。
         こうちく　　　  しゅうよう　　　　　　　　　じゅけいしゃ　　れいがいてき　かくきょしつ　そな　　つ　　　　　　　　　　　　せいとんようりょう　したが

注３　拘置区に収容されている受刑者は、例外的に各居室に備え付けられている整頓要領に従うこと。

しょっきうけだい

食器受台
でいりぐち

出入口

ほかんしぶつ

保管私物
かばん

しゅうしんいち

就寝位置



たんどくしつない　　　　していせき　　じんいんてんけんじ

単独室内の指定席（人員点検時）

べんじょ

便所

せんめんじょ

洗面所

しんぐ

寝具

ほかんしぶつ

保管私物
かばん

こづくえ

小机

しょっきうけだい

食器受台
でいりぐち

出入口

　　　 じょうき　　しんぐ いち　　　　　　　　　　　　そな　　つ　　　　　　　　　　　　きょしつ　　　　　　　　　　 　　しんぐ　　こづくえおよ　ほかんしぶつかばん さゆうたいしょう　 いち　　 　お

注１　上記の寝具位置にテレビが備え付けられている居室については、寝具、小机及び保管私物鞄を左右対称の位置に置くこと。
　　　　こうちく　　　　しゅうよう　　　　　　　　じゅけいしゃ　　　れいがいてき　かくきょしつ　そな　つ　　　　　　　　　　  せいとんようりょう　したが

注２　拘置区に収容されている受刑者は、例外的に各居室に備え付けられている整頓要領に従うこと。



整頓
せいとん

要 領
ようりょう

（単独室
たんどくしつ

） 
 

工場
こうじょう

出 業
しゅつぎょう

時
じ

など 

    

私物
し ぶ つ

棚
だな

 

    

 
 
 
 
 

   注
ちゅう

１ 上記
じょうき

に示
しめ

された設備
せ つ び

等
とう

の位置
い ち

が左右
さ ゆ う

対称
たいしょう

の場合
ば あ い

、各物品
かくぶっぴん

の整頓
せいとん

位置
い ち

も左右
さ ゆ う

対称
たいしょう

の位置
い ち

とす

る。 
注
ちゅう

２ 上記
じょうき

の取扱
とりあつか

いの対象
たいしょう

者
しゃ

については、拘置
こ う ち

区
く

に収容
しゅうよう

されている受刑者
じゅけいしゃ

を除
のぞ

く（拘置
こ う ち

区
く

に収容
しゅうよう

されている受刑者
じゅけいしゃ

は、各居室
かくきょしつ

に備
そな

え付
つ

けられている整頓
せいとん

要領
ようりょう

によることとする。）。 

 



整頓
せいとん

要 領
ようりょう

（単独室
たんどくしつ

） 
 

洗面
せんめん

台付
だ い ふ

近
きん

 

         第
だい

５棟
とう

 

 
 

         第
だい

３・４棟
とう

 
 

 
   注

ちゅう

１ 上記
じょうき

に示
しめ

された設備
せ つ び

等
とう

の位置
い ち

が左右
さ ゆ う

対称
たいしょう

の場合
ば あ い

、各物品
かくぶっぴん

の整頓
せいとん

位置
い ち

も左右
さ ゆ う

対称
たいしょう

の位置
い ち

とす

る。 
注
ちゅう

２ 上記
じょうき

の取扱
とりあつか

いの対象
たいしょう

者
しゃ

については、拘置
こ う ち

区
く

に収容
しゅうよう

されている受刑者
じゅけいしゃ

を除
のぞ

く（拘置
こ う ち

区
く

に

収容
しゅうよう

されている受刑者
じゅけいしゃ

は、各居室
かくきょしつ

に備
そな

え付
つ

けられている整頓
せいとん

要領
ようりょう

によることとする。）。 



整頓
せいとん

要 領
ようりょう

（単独室
たんどくしつ

） 
 
 

テレビ台
だい

 

 

 
 

注
ちゅう

 上記
じょうき

の取扱
とりあつか

いの対象
たいしょう

者
しゃ

については、拘置
こ う ち

区
く

に収容
しゅうよう

されている受刑者
じゅけいしゃ

を除
のぞ

く（拘置
こ う ち

区
く

に収容
しゅうよう

されてい

る受刑者
じゅけいしゃ

は、各居室
かくきょしつ

に備
そな

え付
つ

けられている整頓
せいとん

要領
ようりょう

によることとする。）。 
 



 

 
 

被収容者に貸与する衣類及び寝具 

 

区分 品  名 摘   要 

衣類 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

長袖上衣  

半袖上衣 男子に限る。 

ズボン  

スラックス 女子に限る。 

半ズボン 
ハーフパンツを含む。 

女子については、キュロットを含む。 

ワンピース 女子に限る。 

補助シャツ（長袖シャ

ツ） 
男子に限る。 

チョッキ  

カーディガン 女子に限る。 

長袖ブラウス 女子に限る。 

半袖ブラウス 女子に限る。 

冬シャツ  

半袖シャツ  

七分袖シャツ 女子に限る。 

ランニングシャツ 男子に限る。 

ブラジャー 女子に限る。 

スリップ 女子に限る。 

冬ズボン下  

合ズボン下  

パンツ 男子に限る。 

ショーツ・生理用ショー

ツ 
女子に限る。 

半長ズロース 女子に限る。 

パジャマ  

夏パジャマ 女子に限る。 

衣類 冬靴下 厚手 

夏靴下 薄手 

防寒衣  

雨衣  

帽子  

三角きん 女子に限る。 



 

 
 

区分 品   名 摘   要 

寝具 

 

 

 

 

 

 

 

掛布団  

敷布団  

毛布  

タオルケット  

まくら  

敷布  

襟布  

まくらカバー  

注 季節による貸与数量の増減は、別途指示する。 

  



 

 
 

被収容者に貸与し、又は支給する日用品、筆記具その他の物品 

 

区  分 品  名 摘  要 

日用品 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ちり紙 支給する。 

歯ブラシ 支給する。 

歯磨き 支給する。 

つまようじ 支給する。 

石けん 支給する。 

石けん容器 貸与する。 

シャンプー 支給する。女子に限る。 

タオル 貸与する。 

くし 貸与する。ブラシを含む。女子に限る。 

ヘアピン 貸与する。女子に限る。 

髪止めゴム 貸与する。女子に限る。 

クリーム類 支給する。女子に限る。 

かみそり 貸与する。 

生理用品 
支給する。妊産婦用具を含む。女子に限

る。 

飯わん 貸与する。 

汁わん 貸与する。 

皿 貸与する。 

箸 貸与する。 

スプーン 貸与する。レンゲを含む。 

コップ 貸与する。 

座布団 貸与する。 

サンダル 貸与する。 

運動靴 貸与する。受刑者に限る。 

筆記具 

 

 

鉛筆 貸与する。鉛筆又はシャープペンシルのい

ずれかを貸与すれば足りる。シャープペン

シルの芯は黒色に限る。 シャープペンシル 

消しゴム 貸与する。 

ボールペン 貸与する。 

 

  



 

 
 

被収容者に貸与することができる室内装飾品その他の刑事施設における日常生活に用

いる物品及び支給することができる嗜好品 
 

区 分 品 名 貸与・支給の基準 

室内装飾品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生花 花瓶が貸与される場合に限り貸与する。 

花瓶 

 

 

１人につき、１点に限り貸与する。 

受刑者については、優遇区分第１類の者に限

る。 

観葉植物 

 

 

 

鉢、土及び栄養剤を含む。１人につき、１点

に限り貸与する。 

受刑者については、優遇区分第１類の者に限

る。 

写真立て 

 

 

１人につき、１点に限り貸与する。 

受刑者については、優遇区分第３類以上の者

に限る。 

書画 額縁が貸与される場合に限り貸与する。 

額縁 

 

 

１人につき、１点に限り貸与する。 

受刑者については、優遇区分第１類の者に限

る。 

室内装飾品

以外の刑事

施設におけ

る日常生活

に用いる物

品 
 
 

置き時計 １人につき、１点に限り貸与する。 

受刑者については、優遇区分第１類の者に限

る。 
置き鏡 

手提げバック 

各種教材 

  

  

受刑者に限る。 

通信教育関係教材及び学習用教材のうち、必

要と認められるものに限り貸与する。 

ＣＤプレイヤ

ーその他の音

声再生機 

  

  

  

刑事施設の長が貸与する音楽ＣＤその他の音

声記録媒体の再生用としてのみ、１人につ

き、１点に限り貸与する。 

電池を含む（自弁させても差し支えな

い。）。 

受刑者の余暇時間帯等における娯楽的活動に

用いる場合は、優遇区分第１類の者に限る。 

音楽ＣＤその

他の音声記録

媒体 

受刑者の余暇時間帯等における娯楽的活動に

用いる場合は、優遇区分第１類の者に限る。 



 

 
 

ＤＶＤプレイ

ヤーその他の

映像再生機 

  

  

   

刑事施設の長が貸与するＤＶＤその他の映像

記録媒体の再生用としてのみ、１人につき、

１点に限り貸与する。 

電池を含む（自弁させても差し支えな

い。）。 

受刑者の余暇時間帯等における娯楽的活動に

用いる場合は、優遇区分第１類の者に限る。 

ＤＶＤその他

の映像記録媒

体 

受刑者の余暇時間帯における娯楽的活動に 

用いる場合は、優遇区分第１類の者に限る。 

嗜好品 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

菓子 別途指定する。 

優遇区分第１類の者については、室内装飾品

その他の刑事施設における日常生活に用いる

物品を貸与する場合、支給しないことができ

る。 

 

あめ類 

氷物 

果物類 

茶 

コーヒー 

紅茶 

ココア 

果実飲料 

清涼飲料その

他の嗜好飲料 

 
  



 

 
 

受刑者に自弁を許し、又は許すことができる衣類 

例 本表中の各記号は、それぞれ次のものを示す。 

○印 使用を許可するもの 

□印 男子受刑者に限り使用を許可するもの 

△印 女子受刑者に限り使用を許可するもの 

指定 指定業者からの購入に限るもの 

注 本表に関する留意事項 

１ 受刑者には外出又は外泊の際に使用する衣類は、原則として自弁のものを使用

させる。 

２ 必要な数量の範囲内で許す。 

３ 護送する場合及び外部通勤作業を行わせる場合において、適当と認めるときに

限り、全受刑者に下着、靴下及び寝衣以外の自弁の衣類の使用を許すことができ

る。 

４ 刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場

合は許さない。 

区 分 

  

 

 

 

  

品 名 

  

 

 

 

  

対 象 

者 
摘  要 

  

 

  

 

 

携
有
物
可
否 

差
入
物
可
否 

第

一

類 

 

 

第

三

類 

以

上 

全

受

刑 

者 

 

衣類 

  

  

  

 

下着 

  

  

  

 

シャツ 

  

  

  

  

  

  

  

  

□ 

 

ランニングシャツ、半袖シャ

ツ及び長袖シャツに限る。 

○ 指定 

  

  

  

  

  

  

△ 

 

 

タンクトップシャツ、半袖シ

ャツ、七分袖シャツ及び長袖

シャツに限る。 

○ 指定 

パンツ     □ 補修用ゴムひもを含む。 ○ 指定 

ショーツ・

生理用ショ

ーツ 

  
△ 

 

 

ズロースを含む。補修用ゴム

ひもを含む。 

○ 指定 

ズボン下 

 

  

  

  

  

○ 

  

補修用ゴムひもを含む。 

冬物に限る。 

○ 指定 

スリップ     △ キャミソールを含む。 ○ 指定 

ブラジャー     △  ○ 指定 

靴下 靴下     ○  ○ 指定 

タイツ   △ 補修用ゴムを含む。 ○ 指定 

寝衣 パジャマ ○       指定 



 

 
 

受刑者に自弁を許し、又は許すことができる食料品及び飲料並びに嗜好品 
 
区 分 

  

  

品 名 

  

  

対 象 者 摘   要 

  

  

第１類 

  

第３類 

以上 

全受刑 

者 

食料品

及び飲

料 

  

  

  

  

  

  

   

米飯類 ○  ● 食料品について、一食分の食

事として自弁を許可する場合

には、食事の支給はしない。

この場合、その食料品は一食

分の食事と評価できる分量の

ものでなければならない。 

優遇区分第１類の受刑者に１

月１回以上許すほか、外部通

勤作業を行わせる場合又は外

出若しくは外泊を許す場合に

おいて適当と認めるときに限

る。 

パン類 ○  ● 

麺類 ○  ● 

惣菜類 ○  ● 

茶 ○  ● 

コーヒー ○  ● 

紅茶 ○  ● 

ココア ○  ● 

果実飲料 ○   ● 

清涼飲料そ

の他の飲料 
○  ● 

嗜好品 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

菓子  ○ ● 優遇区分第１類及び第２類の

受刑者については１月２回以

上、優遇区分第３類の受刑者

に１月１回以上許すほか、外

部通勤作業を行わせる場合又

は外出若しくは外泊を許す場

合において適当と認めるとき

に限る。 

 

 

 

あめ類  ○ ● 

氷物  ○ ● 

果物類  ○ ● 

茶  ○ ● 

コーヒー  ○ ● 

紅茶  ○ ● 

ココア  ○ ● 

果実飲料  ○ ● 

清涼飲料そ

の他の嗜好

飲料 

 ○ ● 

例 本表中の各記号は、それぞれ次のものを示す。 
○印 自弁を許可するもの 

 ●印 処遇上の必要から例外的に摂取を許可することを適当と認める場合に限り摂

取を許可するもの 
注 本表に関する留意事項 
 １ 必要な数量の範囲内で許す。 
 ２ 刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場

合は許さない。 

 



 

 
 

男子受刑者に自弁を許し、又は許すことができる日用品、文房具及び室内装飾品その

他の刑事施設における日常生活に用いる物品 

 
区 分 

 

  

品 名 

  

  

対 象 者 摘   要 

 

 

携 

有 

物 

可 

否 

差 

入 

物 

可 

否 

第

一

類 

第

二

類

以

上 

第

三

類

以

上 

全

受

刑

者 

タオル、石

けん、洗髪

剤、洗顔用

具、調髪用

具、靴その

他 の 日 用

品 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

タオル 
  

 ○ 文字・標章入りは不可。 ○ 指定 

ナイロンタオル 
 

○  
  

 指定 

バスタオル    ○   指定 

ハンカチ 
  

 ○ 文字・標章入りは不可。 ○ 指定 
石けん 

  
 ○ 

 
 指定 

洗顔フォーム 
 

○  
  

 指定 

石けん容器 
  

 ○ プラスチック製に限る。 ○ 指定 
シャンプー 

  
 ○ 

 
 指定 

リンス    ○   指定 

くし 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

ヘアブラシを含む。 

規則第２６条第４項の規定

により調髪を行わせない場

合及び被収容者の保健衛生

及び医療に関する訓令第６

条第２項ただし書の場合に

おいて、必要と認めるときに

限る。 

 指定 

整髪料 
  

 ○ 規則第２６条第４項の規定

により調髪を行わせない場

合及び被収容者の保健衛生

及び医療に関する訓令第６

条第２項ただし書の場合に

おいて、必要と認めるときに

限る。 

 指定 

電池式かみ

そり 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

収納ケース、替え刃、はけ及

び電池を含む。  指定 

シェービン

グクリーム 

  
 ◎ 

 

留意事項４参照 

 
 指定 



 

 
 

 
 
 
タオル、石

けん、洗髪

剤、洗顔用

具、調髪用

具、靴その

他 の 日 用

品 

  

  

  

  

  

  

  

歯ブラシ 
  

 ○ 
 

○ 指定 

歯磨き 
  

 ○ 
 

 指定 

歯ブラシケー

ス 

  
 ○ 

 

○ 指定 

運動靴 
  

 ○ 靴ひもを含む。  指定 
ちり紙 

  
 ○    指定 

耳かき 
  

 ○ 金属製を除く。  指定 
箸 

  
 ○ 金属製・組み立て式を除く。 ○ 指定 

箸容器 
  

 ○ 金属製を除く。 ○ 指定 
置き時計 

  
 ◎ 

 

電池を含む。 

留意事項３参照 
 指定 

置き鏡 
  

 ◎ 留意事項３参照  指定 
クリーム類 

  
 ○ 

 
 指定 

汗止め用粉

末 

  
 ○ 

 

 指定 

パフ 
  

 ○ 
 

 指定 
制汗剤 

  
 ○ スプレー式のものを除く。  指定 

綿棒 
  

 ○ 
 

 指定 
化粧水類    ○   指定 

サンダル 
  

○ 
  

 指定 
座布団 

  
○ 

 
カバーを含む。  指定 

文 房 具 そ

の 他 の 余

暇 時 間 帯

に お け る

知 的 及 び

教 育 的 活

動 に 用 い

る物品 

消しゴム    ○   指定 

色鉛筆    ○ 鉛筆削りを用いないものに

限る。青色又は赤色に限る。  指定 

シャープペ

ンシル 

   ○ 簡易な構造のもの以外は優

遇区分第１類の受刑者に限

る。替え芯（黒色に限る。）を

含む。 

 指定 

ボールペン    ○ 青色、黒色又は赤色に限る。

替え芯を含む。  指定 

万年筆    ◎ スペアインクを含む。 
留意事項５参照  指定 

蛍光ペン    ◎ 留意事項４参照  指定 

雑記帳    ○ けい線入りのノート  指定 

日記帳    ◎ 留意事項４参照  指定 

各種ノート 
（雑記帳を除く。）

   ◎ 

 
五線譜ノート、白無地ノート

など。留意事項４参照 
 指定 



 

 
 

色紙 

 
   ◎ 

 
短冊を含む。 

留意事項４参照  指定 

カーボン紙    ◎ 留意事項４参照  指定 

けい紙その

他の筆記用

紙 

   ◎ 

 

原稿用紙、レポート用紙など 

留意事項４参照   指定 

下敷    ○  ○ 指定 

定規    ○ 規格は、３０センチメートル

用以下とする。金属製（金属

部品を含む。）及び折りたた

み式を除く。 

○ 指定 

筆入れ    ○  ○ 指定 
板目紙    ◎ 留意事項６参照  ◎ 

 とじひも    ◎   ◎ 
インデックス    ◎   ◎ 

 付箋    ◎   ◎ 

 ファイル    ◎   ◎ 

 電池式計算

機 

   ◎ 電池を含む。 

留意事項４参照 
 指定 

 そろばん    ◎ 留意事項４参照  指定 

文 房 具 そ

の 他 の 余

暇 時 間 帯

に お け る

知 的 及 び

教 育 的 活

動 に 用 い

る物品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子辞書 

  

   ◎ 

 

電池を含む。 

留意事項４参照 
 指定 

ＣＤプレイ

ヤーその他

の音声再生

機 

   ◎ 学習用に限る。 

イヤホン及び電池を含む。 

留意事項５参照 
 指定 

ＣＤその他

の音声記録

媒体 

   ◎ 

 

学習用に限る。 

留意事項５参照  指定 

ＣＤ収納ケ

ース 

   ◎ 留意事項４参照 
 指定 

書道・ペン習

字用具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 

 

 

 

 

 

学習用に限る。 

筆、筆巻き、墨、墨汁、文鎮、 

すずり、すずり箱、条幅紙、

下敷き、書道用半紙、書道用

具ケース、教本、水差し、作

品入れ、筆ペン、インクカー

 指定 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文 房 具 そ

の 他 の 余

暇 時 間 帯

に お け る

知 的 及 び

教 育 的 活

動 に 用 い

る物品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トリッジ、ペン習字帳、フェ

ルトペン、ディスクペン、吸

い取り紙及び写経用紙に限

る。 

留意事項５参照 

絵画用具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 

 

 

 

 

 

 

 

学習用に限る。 

ポスターカラー、画筆、彩色

筆、面相筆、パレット、筆洗

い、絵の具、色鉛筆（多色セ

ットを含む。）、クレヨン、

クレパス、紙テープ、セロテ

ープ、画用紙、スケッチブッ

ク及びねりゴムに限る。 

留意事項５参照 

 指定 

製図用具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 

 

 

 

 

 

学習用に限る。 

テンプレート、カラスグチ、

トレーシングペーパー、製図

板、分度器、各種定規、計算

尺、コンパス及びディバイダ

ーに限る。 

留意事項５参照 

 指定 

 
紙めくり用

具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 

 

 

 

学習用に限る。 

指サック及び紙めくり用ク

リームに限る。 

留意事項５参照 

 指定 

 各種教材  

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 

 

 

通信教育関係教材及び学習

用教材に限る。 

留意事項５参照 

◎ ○ 

点字用具 
  

 ◎ 留意事項５参照 ◎ ○ 
 数珠 

  
 ◎ 留意事項７参照 ○ ○ 

ロザリオ 
  

 ◎ 
 

○ ○ 
礼拝用マット 

  
 ◎ 

 
○ ○ 

手袋、マスク

その他の身体

に装着する物

品（衣類を除

く。）であっ

手袋    ◎ 

 

軍手を含む。 

留意事項８参照 
 指定 

ゴム手袋 

  

 

 

 

 

 

 

◎ 

 

居室内における洗濯用に限

る。留意事項４参照 
 指定 

耳袋    ◎ 留意事項４参照  指定 



 

 
 

て、受刑者の

健康状態その

他の事情に照

らして使用す

ることが必要

なもの 

マスク 
  

 ◎ 留意事項４参照  指定 
耳栓 

  
 ◎ 

 
 指定 

使い捨てカイロ    ◎  

 指定 

通信用品 封筒    ○ 一重に限る。定型内茶封筒を

含む。 
○ ◎指定 

 茶封筒    ◎ 定形外以上に限る。 ○ ◎指定 
 現金書留    ○ 現金書留の本人所持は認め

ない。 
○ 指定 

 切手    ○  ○ ○ 
はがき    ○ 私製・絵はがき（絵入り官製

はがきを除く。）・写真付きは

不可。 
○ ○ 

郵便書簡    ○  ○ ○ 
通信用紙    ○ けい線入りの便箋に限る。 

書き込みのあるものを除く。 ○ 指定 

印紙 印紙    ◎  ◎ ◎ 
印鑑 印鑑    ◎  ◎ ○ 
補正器具 眼鏡    ◎ レンズ・フレーム等の仕様に

ついては、別途定める。 
ケース、拭きを含む。 
拭きは、使い捨て不可。 〇 ○ 

 
 

     ケースは、原則として鉄製及

び一見して金属製と分かる

物は不可。 
コンタクト

レンズ 
   ◎ ケースを含む。 

原則色つきは不可。 〇 ○ 

 コンタクト

レンズ洗浄

液 

   ◎ 保存液も含む。 
 指定 

 義歯安定剤    ◎   指定 
 義歯洗浄剤    ◎   指定 
 義歯保管ケース    ◎  ◎ 指定 
 コルセット    ◎ 金属部品使用は原則不可。 ◎ ◎ 
 サポーター    ◎  ◎ ◎ 



 

 
 

 
補聴器 

  
 ◎ 電池も含む。 ◎ ◎ 

その他の補

正器具 

  
 ◎ 杖類は、原則不可。 

◎ ◎ 

余 暇 時 間

帯 に お け

る 娯 楽 的

活 動 に 用

いる物品 

ＣＤプレイ

ヤー 

○ 
 

 
 

イヤホン及び電池を含む。 
 指定 

音楽等ＣＤ ○ 
 

 
  

 指定 
ＣＤ収納ケ

ース 

   ◎ 留意事項４参照 
 指定 

室内装飾

品 
生花   ○ ● 

花瓶の自弁が許される場合

に限る。 
 指定 

 花瓶   ○ ● 
制限区分第１種から第３種

までの者に限る。 
 指定 

 写真立て   ○ ●   指定 

 書画 ○   ● 
額縁の自弁が許される場合

に限る。 
 指定 

 額縁 ○   ●    指定 

本表中の各記号は、それぞれ次のものを示す。 

○印 使用又は差入れを許可するもの 

◎印 特に必要があると認められる場合に限り使用又は差入れを許可するもの 

●印 処遇上の必要から例外的に使用を許可することを適当と認める場合に限り使

用を許可するもの 

指定 指定業者経由の差入れ及び購入に限るもの 

注 本表に関する留意事項 

１ 必要な数量の範囲内で許す。 

２ 刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場

合は許さない。 

３ 第１種又は第２種の制限区分に指定されている者について、自発性や自律性を

かん養するために使用を許すことが有益であると認められる場合その他特に必

要があると認められる場合に限り、使用を許す。 

４ 受刑者からの申出内容及び当該物品の用途に鑑み、使用が必要と認められる事

情があり、かつ、処遇上有益であると認められる場合その他特に必要があると

認められる場合に限り、使用を許す。 

５ 当該受刑者が当該物品を現に使用する通信教育を受けていたり、当該物品を現

に使用するクラブ活動に参加していたりするなど、当該物品の使用を必要とす

る事情が現に存在する場合に限り、使用を許す。 

６ 訴訟書類等の整理のため必要と認められる場合その他特に必要があると認めら

れる場合に限り、使用を許す。ただし、金属類が付属していないもので指定業者

経由と同等品に限る。 



 

 
 

７ 受刑者の宗教上の必要性があると認められる場合に限り、使用を許す。 

 ただし、周囲３０センチメートル以内の物（ロザリオについては、鎖又は紐の長

さとする。）に限る。 

８ 刑事施設の所在地の気候、受刑者の身体的状況、保健衛生の状況その他事情に

照らし特に必要があると認められる場合に限り、使用を許す。 

 ９ その他受刑者に使用を許す物品で自弁のものの使用を原則とするもの 
  ⑴ 眼鏡その他の補正器具 

⑵ 自己契約作業を行うのに必要な物品 

  ⑶ 信書を発するために必要な封筒その他の物品 

  ⑷ 外出又は外泊の際に使用する衣類その他の物品 

⑸ 印紙及び印鑑 

⑹ かつら 

    いずれも、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるお

それがある場合は許さない。 

  ⑺ 指名医の診療に係る自弁の医薬品等 
  



 

 
 

女子受刑者に自弁を許し、又は許すことができる日用品、文房具及び室内装飾品その

他の刑事施設における日常生活に用いる物品 

 
区 分 

  

  

品 名 

  

  

対 象 者 摘   要 

 

 

携 

有 

物 

可 

否 

差 

入 

物 

可 

否 

第

一

類 

第

二

類

以

上 

第

三

類

以

上 

全

受

刑

者 

タオル、石

けん、洗髪

剤、洗顔用

具、調髪用

具、靴その

他 の 日 用

品 
  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タオル 
  

 △ 留意事項１０参照 △ 指定 

ナイロンタオル 
 

△  
  

 指定 

バスタオル 
  

 △ 留意事項１０参照 △ 指定 

ハンカチ 
  

 △ 留意事項１０参照 △ 指定 

石けん 
  

 △ 
 

 指定 

洗顔フォー

ム 

 
△  

  

 指定 

石けん容器 
  

 △ プラスチック製に限る。 △ 指定 

シャンプー 
  

 △ 
 

 指定 

リンス 
  

 △ 
 

 指定 

くし 
  

 △ ヘアブラシを含む。  指定 

整髪料 
  

 △ 
 

 指定 

染毛剤 
  

 ◎ 留意事項３参照  指定 

パーマ剤 
  

 ◎  指定 

ヘアピン 
  

 △ 普通品に限る。カギ留め含

む。 
 指定 

髪止めゴム 
  

 △ 
 

 指定 

電池式かみ

そり 

 

 

 

 

 

 

△ 収納ケース、替え刃、はけ及

び電池を含む。 
 指定 

ヘアネット 
  

 △ 留意事項４ただし書参照  指定 

スポンジカ

ーラー 

  
 △ 留意事項４ただし書参照 

 指定 

歯ブラシ 
  

 △  △ 指定 

歯磨き 
  

 △   指定 

歯ブラシケース 
  

 △  △ 指定 

運動靴 
  

 △ 靴ひもを含む。  指定 

ちり紙 
  

 △    指定 

耳かき 
  

 △ 金属製を除く。  指定 



 

 
 

タオル、石

けん、洗髪

剤、洗顔用

具、調髪用

具、靴その

他 の 日 用

品 

箸 
  

 △ 金属製・組み立て式を除く。 △ 指定 

箸容器 
  

 △ 金属製を除く。 △ 指定 

置き時計 

  

 

 

 

 

 

 

◎ 

 

電池を含む。 

留意事項３参照 
 指定 

置き鏡 
  

 ◎ 留意事項３参照  指定 

クリーム類 
  

 △ 
 

 指定 

汗止め用粉

末 

  
 △ 

 

 指定 

パフ 
  

 △ 
 

 指定 

制汗剤 
  

 △ スプレー式のものを除く。  指定 

化粧水類 
  

 △    指定 

生理用品 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

おりものシート及び妊産婦

用具を含む。 
 指定 

綿棒 
  

 △ 
 

 指定 

サンダル 
  

△ 
  

 指定 

座布団 
  

△ 
 

カバーを含む。  指定 

文 房 具 そ

の 他 の 余

暇 時 間 帯

に お け る

知 的 及 び

教 育 的 活

動 に 用 い

る物品 

消しゴム 
  

 △ 
 

 指定 

シャープペ

ンシル 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 簡易な構造のもの以外は優

遇区分第１類の受刑者に限

る。替え芯（黒色・赤色・青

色に限る。）を含む。 

 指定 

ボールペン  

 

 

 

 

 

△ 青色、黒色又は赤色に限る。

替え芯を含む。 
 指定 

万年筆  

 

 

 

 

 

◎ 

 
スペアインクを含む。 

留意事項５参照 
 指定 

蛍光ペン 
  

 ◎ 留意事項４参照  指定 

雑記帳 
  

 △ けい線入りのノート  指定 

日記帳 
  

 ◎ 留意事項４参照  指定 

各種ノート 

（雑記帳を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 

 

 

五線譜ノート、白無地ノート

など 

留意事項４参照 

 指定 

色紙 

  

 

 

 

 

 

 

◎ 

 

短冊を含む。 

留意事項４参照 
 指定 

カーボン紙 
  

 ◎ 留意事項４参照  指定 

けい紙その

他の筆記用

紙 

 

 

 

 

 

 

◎ 

 

原稿用紙、レポート用紙など 

留意事項４参照   指定 



 

 
 

下敷き 
  

 △ 
 

△ 指定 

定規 
  

 △ 
 

△ 指定 

筆入れ 
  

 △  △ 指定 

板目紙 
  

 ◎ 留意事項６参照  ◎  
とじひも 

  
 ◎ 

 
 ◎ 

 インデック

ス 

 

 

 

 

 

 

◎ 
  ◎ 

付箋    ◎   ◎ 

ファイル    ◎   ◎ 

電池式計算

機 

   ◎ 電池を含む。 

留意事項４参照 
 指定 

そろばん    ◎ 留意事項４参照  指定 

電子辞書    ◎ 

 

電池を含む。 

留意事項４参照 
 指定 

ＣＤプレイ

ヤーその他

の音声再生

機 

   ◎ 学習用に限る。 

イヤホン及び電池を含む。 
 指定 

ＣＤその他

の音声記録

媒体 

   ◎ 

 

学習用に限る。 

留意事項５参照  

 

 指定 

ＣＤ収納ケ

ース 

   ◎ 留意事項４参照 
 指定 

書道・ペン習

字用具 

 

   ◎ 学習用に限る。 

筆、筆巻き、墨、墨汁、文鎮、 

すずり、すずり箱、条幅紙、

下敷き、書道用半紙、書道用 

具ケース、教本、水差し、作

品入れ、筆ペン、インクカー

トリッジ、ペン習字帳、フェ

ルトペン、ディスクペン、吸

い取り紙及び写経用紙に限

る。 

留意事項５参照 

 指定 

絵画用具    ◎ 学習用に限る。 

ポスターカラー、画筆、彩色

筆、面相筆、パレット、筆洗

い、絵の具、色鉛筆（多色セ

 指定 



 

 
 

ットを含む。）クレヨン、ク

レパス、紙テープ、セロテー

プ、画用紙、スケッチブック

及びねりゴムに限る。 

留意事項５参照 

製図用具 

 

   ◎ 

 

学習用に限る。 

テンプレート、カラスグチ、

トレーシングペーパー、製図

板、分度器、各種定規、計算

尺、コンパス及びディバイダ

ーに限る。 

留意事項５参照 

 指定 

紙めくり用

具 

 

   ◎ 

 

指サック及び紙めくり用ク

リームに限る。 

留意事項５参照 

 指定 

各種教材    ◎ 

 

通信教育関係教材及び学習

用教材に限る。 

留意事項５参照 

◎ △ 

点字用具 
  

 ◎ 留意事項５参照 ◎ △ 
数珠 

  
 ◎ 留意事項７参照 △ △ 

ロザリオ 
  

 ◎  △ △ 
礼拝用マッ

ト 

  
 ◎  

△ △ 

礼拝用スカーフ 
  

 ◎ 
 

△ △ 
手袋、マス

ク そ の 他

の 身 体 に

装 着 す る

物品（衣類

を除く。） 

 

手袋    ◎ 

 

軍手を含む。 

留意事項８参照 
 指定 

ゴム手袋 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 

 

居室内における洗濯用に限

る。留意事項４参照 
 指定 

耳袋    ◎ 留意事項４参照  指定 

マスク 
  

 ◎ 
 

 指定 

尿とりパッド 
  

 △ 
 

 指定 
 耳栓    ◎   指定 

 使い捨てカイロ    ◎   指定 

余 暇 時 間

帯 に お け

る 娯 楽 的

ＣＤプレイ

ヤー 

△ 
 

 
 

イヤホン及び電池を含む。 
 指定 

音楽等ＣＤ △ 
 

 
 

  指定 



 

 
 

活 動 に 用

いる物品 
ＣＤ収納ケ

ース 
   ◎ 留意事項４参照  指定 

通信用品 封筒    △ 一重に限る。 △ ◎指定 
茶封筒    ◎ 一重に限る。 △ ◎指定 

現金書留    
△ 現金書留の本人所持は認め

ない。 
△ 指定 

切手    △  △ △ 
はがき    △ 私製・絵はがき（絵入り官製

はがきを除く。）・写真付きは

不可。 

△ △ 

郵便書簡    △  △ △ 
通信用紙    △ けい線入りの普通品に限る。 △ 指定 

印紙 印紙    ◎  ◎ ◎ 
印鑑 印鑑    ◎  ◎ △ 
補正器具 眼鏡    ◎ レンズ・フレーム等の仕様に

ついては、別途定める。 
ケース、拭きを含む。 
拭きは、使い捨ては不可。 
ケースは、原則として鉄製及

び一見して金属製と分かる

物は不可。 

△ △ 

 
コンタクト

レンズ 

  
 ◎ ケースを含む。 

原則色つきは不可。 
△ △ 

  コンタクト

レンズ洗浄

液 

  
 ◎ 保存液を含む。 

 指定 

義歯安定剤 
  

 ◎ 
 

 指定 
義歯洗浄剤 

  
 ◎ 

 
 指定 

 義歯保管ケース    ◎  ◎ 指定 
コルセット    ◎ 金属部品使用は原則不可。 ◎ ◎ 
サポーター    ◎  ◎ ◎ 
補聴器    ◎ 電池も含む。 ◎ ◎ 
その他の補

正器具 
   ◎ 杖類は、原則不可。 

◎ ◎ 

室内装飾

品 

 

生花    △ ● 制限区分第１種の者に限る。  指定 

花瓶    △ ●   指定 

写真立て    △ ● 額縁の自弁が許される場合に限る。  指定 



 

 
 

書画 △   ●   指定 
額縁 △   ●   指定 

本表中の各記号は、それぞれ次のものを示す。 

△印 使用又は差入れを許可するもの 

◎印 特に必要があると認められる場合に限り使用又は差入れを許可するもの 

●印 処遇上の必要から例外的に使用を許可することを適当と認める場合に限り使

用を許可するもの 

指定 指定業者経由の差入れ及び購入に限るもの 

注 本表に関する留意事項 

１ 必要な数量の範囲内で許す。 

２ 刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場

合は許さない。 

３ 第１種又は第２種の制限区分に指定されている者について、自発性や自律性を

かん養するために使用を許すことが有益であると認められる場合その他特に必

要があると認められる場合に限り、使用を許す。 

４ 受刑者からの申出内容及び当該物品の用途に鑑み、使用が必要と認められる事

情があり、かつ、処遇上有益であると認められる場合その他特に必要があると

認められる場合に限り、使用を許す。 

５ 当該受刑者が当該物品を現に使用する通信教育を受けていたり、当該物品を現

に使用するクラブ活動に参加していたりするなど、当該物品の使用を必要とす

る事情が現に存在する場合に限り、使用を許す。 

６ 訴訟書類等の整理のため必要と認められる場合その他特に必要があると認めら

れる場合に限り、使用を許す。ただし、金属類が付属していないもので指定業

者経由と同等品に限る。 

７ 受刑者の宗教上の必要性があると認められる場合に限り、使用を許す。 

 ただし、周囲３０センチメートル以内の物（ロザリオについては、鎖又は紐の長

さとする。）に限る。 

８ 刑事施設の所在地の気候、受刑者の身体的状況、保健衛生の状況その他事情に

照らし特に必要があると認められる場合に限り、使用を許す。 

 ９ 仮釈放前指導中の被収容者に限る。ただし、受刑者からの申出内容及び当該物

品の用途に鑑み、使用が必要と認められる事情があり、かつ、処遇上有益である

と認められる場合その他特に必要があると認められる場合に限り、使用を許す。 

10 暴力団等特定の団体等の紋章、広告類の付いている物品、その物品を所持又は

使用することにより特定の団体等の物品であることが一見して分かる物品は、使

用を許さないこととする。ただし、一般に流布している商標類が付いている物品

については、人の注意を引く等使用目的が本来の目的以外にあると考えられる場

合を除き使用を許す。 
11 その他受刑者に使用を許す物品で自弁のものの使用を原則とするもの 



 

 
 

  ⑴ 眼鏡その他の補正器具 

⑵ 自己契約作業を行うのに必要な物品 

  ⑶ 信書を発するために必要な封筒その他の物品 

  ⑷ 外出又は外泊の際に使用する衣類その他の物品 

⑸ 印紙及び印鑑 

⑹ かつら 

    いずれも、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるお

それがある場合は許さない。 

  ⑺ 指名医の診療に係る自弁の医薬品等 
 



運動
う ん ど う

時
じ

の注意
ち ゅ う い

事項
じ こ う

 
 
１ 運動

うんどう

全般
ぜんぱん

の注意
ちゅうい

事項
じ こ う

 

⑴ 運動
うんどう

は、放送
ほうそう

又
また

は職員
しょくいん

の号令
ごうれい

により許可
き ょ か

された時間帯
じ か ん た い

に行
おこな

うこと。 

⑵ 運動
うんどう

は、原則
げんそく

単独
たんどく

で行
おこな

うこと（運動会
うんどうかい

の競技
きょうぎ

練習
れんしゅう

やソフトボール、その他
た

職員
しょくいん

が

許可
き ょ か

した場合
ば あ い

を除
のぞ

く。）。複数
ふくすう

で輪
わ

になったり、声
こえ

を出
だ

して数
かず

を数
かぞ

えたり、掛
か

け声
こえ

を掛
か

けたり、複数
ふくすう

で協力
きょうりょく

したり、集団
しゅうだん

で統一
とういつ

した運動
うんどう

をしたり、互
たが

いの身体
しんたい

を支
ささ

え合
あ

う

などの他人
た に ん

と接触
せっしょく

したりする行為
こ う い

はしないこと。 

⑶ 逆立
さ か だ

ちや勢
いきお

いをつけて身体
しんたい

を動
うご

かすなどのけがをするおそれがある運動
うんどう

、シャド

ーボクシング、空手
か ら て

等
とう

の粗暴
そ ぼ う

行為
こ う い

と誤解
ご か い

されるような運動
うんどう

、運動
うんどう

時
じ

に使用
し よ う

を許
ゆる

され

ていない施設
し せ つ

の設備
せ つ び

等
とう

を使用
し よ う

しての運動
うんどう

は禁止
き ん し

する。 

⑷ 自己
じ こ

の体調
たいちょう

、気候
き こ う

に応
おう

じて行
おこな

い、無理
む り

を感
かん

じたときには激
はげ

しい運動
うんどう

を控
ひか

えること。 
⑸ 運動

うんどう

時
じ

（居
きょ

室内
しつない

運動
うんどう

を除
のぞ

く。）に使用
し よ う

を許
ゆる

された運動
うんどう

用具
よ う ぐ

は丁寧
ていねい

に取扱
とりあつか

い、本来
ほんらい

の

使用
し よ う

方法
ほうほう

と異
こと

なる方法
ほうほう

で使用
し よ う

しないこと。 
⑹ 運動

うんどう

時
じ

（居
きょ

室内
しつない

運動
うんどう

及
およ

び単独
たんどく

運動場
うんどうじょう

での運動
うんどう

を除
のぞ

く。）の用便
ようべん

は、職員
しょくいん

の許可
き ょ か

を得
え

て衣体
い た い

検査
け ん さ

を受
う

けること。用便
ようべん

を待
ま

つ間
あいだ

は交
こう

談
だん

せず、整然
せいぜん

と並
なら

んで順番
じゅんばん

を待
ま

つこと。

用便
ようべん

を終
お

えた後
のち

も、衣体
い た い

検査
け ん さ

を受
う

けること。 
⑺ 運動

うんどう

時
じ

（居
きょ

室内
しつない

及
およ

び工場内
こうじょうない

運動
うんどう

並
なら

びに単独
たんどく

運動場
うんどうじょう

での運動
うんどう

を除
のぞ

く。）は必
かなら

ず正
ただし

し

く着帽
ちゃくぼう

すること。衣体
い た い

検査
け ん さ

を受
う

けるときや、職員
しょくいん

に申出
もうしで

するときは脱帽
だつぼう

すること。 
⑻ 運動

うんどう

時
じ

に手
て

をズボンの中
なか

に入れるなど不体裁
ふ て い さ い

な格好
かっこう

をしないこと。 
⑼ 運動

うんどう

時
じ

、脱
ぬ

いだ上衣
じょうい

は適宜
て き ぎ

の場所
ば し ょ

（ベンチや居
きょ

室内
しつない

の定
さだ

められた場所
ば し ょ

等
とう

、職員
しょくいん

か

ら指示
し じ

された場所
ば し ょ

）に畳
たた

んでおくこと。 
⑽ 戸外

こ が い

及
およ

び体育館
たいいくかん

での運動
うんどう

時
じ

、ランニング及
およ

びジョギングは認
みと

めるが、ダッシュす

ることは禁止
き ん し

する。ただし、戸外
こ が い

運動
うんどう

については、運動会
うんどうかい

の競技
きょうぎ

のために運動
うんどう

場内
じょうない

に

ラインが引
ひ

かれている場合
ば あ い

には、ラインに沿
そ

って走
はし

ることを認
みと

める。 
２ 戸外

こ が い

運動
うんどう

時
じ

の注意
ちゅうい

事項
じ こ う

 

 ⑴ 許可
き ょ か

なく立入禁止
た ち い り き ん し

区域
く い き

に入
はい

らないこと。 
 ⑵ 交談

こうだん

する場所
ば し ょ

は、原則
げんそく

ベンチとし、それ以外
い が い

の場所
ば し ょ

では交談
こうだん

しないこと。筋力
きんりょく

ト

レーニングやウォーキング、ランニングをしながらの交談
こうだん

は禁止
き ん し

する。また、同一
どういつ

運動
うんどう

場内
じょうない

で異
こと

なる工場
こうじょう

が一緒
いっしょ

に運動
うんどう

する際
さい

は、異
こと

なる工場
こうじょう

の者
もの

との交談
こうだん

を禁止
き ん し

する。 
 ⑶ 異

こと

なる工場
こうじょう

の運動
うんどう

や通路
つ う ろ

を通行
つうこう

する車両
しゃりょう

等
とう

を見
み

たり、声
こえ

を掛
か

けたり、手
て

を振
ふ

るな

ど合図
あ い ず

をしたりしないこと。 
 ⑷ 第一

だいいち

運動場
うんどうじょう

のランニング及
およ

びジョギングは、指定
し て い

されたコースで行
おこな

うこと。 
 ⑸ 筋力

きんりょく

トレーニングを行
おこな

う際
さい

は、職員
しょくいん

が立会
りっかい

しているベンチの近
ちか

くで行
おこな

うこと。 
⑹ 転倒

てんとう

や、つまずくことを防止
ぼ う し

するため、足
あし

を投
な

げ出
だ

したり、足
あし

を組
く

まないこと。 
 



⑺ ソフトボールをする際
さい

は、以下
い か

の項目
こうもく

を特
とく

に厳守
げんしゅ

すること。 
  ア ピッチャーは、下

した

投
な

げで投球
とうきゅう

すること。 
  イ ピッチャーが投球

とうきゅう

する際
さい

、キャッチャーはマスクを、バッター及
およ

びランナーは

ヘルメットを必
かなら

ず着用
ちゃくよう

すること。 
  ウ ピッチャーが投球

とうきゅう

している際
さい

、キャッチャーの後方
こうほう

に立
た

たないこと。 
  エ バッターは、打撃後

だ げ き ご

にバットを投
な

げないこと。 
オ 次

つぎ

のバッターは、ホームベースから離
はな

れた位置
い ち

で待機
た い き

すること。 
カ グローブ等

とう

の用具
よ う ぐ

を投
な

げないこと。 
キ 立入禁止

た ち い り き ん し

区域
く い き

にボールが飛
と

んだ時
とき

は、職員
しょくいん

の許可
き ょ か

を得
え

てから取
と

りに行
い

くこと。 
    なお、ボールが通路

つ う ろ

に飛
と

んだ場合
ば あ い

は、車両
しゃりょう

が走行
そうこう

するなど危険
き け ん

であるため取
と

り

に行
い

かないこと。 

ク 第二
だ い に

運動場
うんどうじょう

でのソフトボールは、キャッチボールのみとし、キャッチボールを

する際
さい

は、東西
とうざい

の向
む

きで行
おこな

うこと。 

３ 屋内
おくない

（体育館
たいいくかん

）運動
うんどう

時
じ

の注意
ちゅうい

事項
じ こ う

 

 ⑴ 床
ゆか

や壁
かべ

等
とう

、体育館
たいいくかん

の設備
せ つ び

や備品
び ひ ん

を傷付
き ず つ

けるような行為
こ う い

をしないこと。 
 ⑵ 許可

き ょ か

なくステージには上
あ

がらないこと。 
 ⑶ バドミントン等

とう

の競技
きょうぎ

を行
おこな

う際
さい

は、周囲
しゅうい

に気
き

を付
つ

けて、けがをしないように注意
ちゅうい

すること。 
 ⑷ 卓球

たっきゅう

台
だい

を取
と

り扱
あつか

う際
さい

は、けがをしないように注意
ちゅうい

すること。 
 ⑸ 筋力

きんりょく

トレーニングやウォーキング、ランニングをしながらの交談
こうだん

は禁止
き ん し

する。 
４ 工場内

こうじょうない

運動
うんどう

時
じ

の注意
ちゅうい

事項
じ こ う

 

⑴ 運動
うんどう

は、工場内
こうじょうない

通路
つ う ろ

等
とう

、各工場
かくこうじょう

で職員
しょくいん

から指定
し て い

された運動
うんどう

エリアで行
おこな

うこと。作業
さぎょう

区
く

域内
いきない

での運動
うんどう

は禁止
き ん し

するとともに、作業
さぎょう

区
く

域内
いきない

（倉庫
そ う こ

等
とう

も含
ふく

む。）への立
た

ち入
い

りも

禁止
き ん し

する。 
⑵ 作業

さぎょう

に関
かん

する物品
ぶっぴん

を用
もち

いた運動
うんどう

や、運動中
うんどうちゅう

に作業
さぎょう

製品
せいひん

等
とう

に触
ふ

れることを禁止
き ん し

する。 
 ⑶ 交談

こうだん

する場所
ば し ょ

は、原則
げんそく

食
しょく

堂内
どうない

とし、それ以外
い が い

の場所
ば し ょ

では交談
こうだん

しないこと。 

５ 居
きょ

室内
しつない

運動
うんどう

時
じ

の注意
ちゅうい

事項
じ こ う

 

 ⑴ 周囲
しゅうい

の物品
ぶっぴん

を片付
か た づ

けるなどして、自己
じ こ

及
およ

び他者
た し ゃ

の安全
あんぜん

に配慮
はいりょ

すること。 
 ⑵ 以下

い か

の行為
こ う い

等
とう

は禁止
き ん し

する。 
  ア 床

ゆか

を強
つよ

く踏
ふ

んだり、壁
かべ

等
とう

をたたいたりなどして騒音
そうおん

を発
はっ

する運動
うんどう

 
  イ 居

きょ

室内
しつない

の設備
せ つ び

、備品
び ひ ん

、寝具
し ん ぐ

及
およ

び保管
ほ か ん

私物
し ぶ つ

バッグ等
とう

を使用
し よ う

する運動
うんどう

 
  ウ その他

た

、他人
た に ん

の迷惑
めいわく

になるような運動
うんどう

 
  エ 共同

きょうどう

室内
しつない

における運動
うんどう

しながらの交
こう

談
だん

 
６ その他

た

 

  上記
じょうき

以外
い が い

であっても、職員
しょくいん

から注意
ちゅうい

・指導
し ど う

を受
う

け、やめるように指示
し じ

された場合
ば あ い

に

は、素直
す な お

に従
したが

うこと。 



  
 
 

 
 
 

受
じゅ

 刑
けい

 者
しゃ

 遵
じゅん

 守
しゅ

 事
じ

 項
こう

 
 

 

 

 

 

 

 

 

松
まつ

 山
やま

 刑
けい

 務
む

 所
しょ



 1

受
じゅ

刑
けい

者
しゃ

遵
じゅん

守
しゅ

事
じ

項
こう

 

次
つぎ

に定
さだ

める事
じ

項
こう

は、君
きみ

たちがこの施
し

設
せつ

に収
しゅう

容
よう

されている間
あいだ

（この施
し

設
せつ

の職
しょく

員
いん

によって護
ご

送
そう

される場
ば

合
あい

も同
おな

じです。）、守
まも

らなければならない遵守
じゅんしゅ

事項
じ こ う

です。

これに違
い

反
はん

した場
ば

合
あい

には、刑事
け い じ

収容
しゅうよう

施設
し せ つ

及
およ

び被収容者
ひしゅうようしゃ

等
とう

の処遇
しょぐう

に関
かん

する法律
ほうりつ

第
だい

１５０条
じょう

第１項
だい こう

に基
もと

づき、同法
どうほう

第
だい

１５１条
じょう

第１項
だい こう

に定
さだ

める懲罰
ちょうばつ

を科
か

されるこ

とがあります。また、その違
い

反
はん

行
こう

為
い

が刑
けい

罰
ばつ

法
ほう

令
れい

に触
ふ

れるときは、さらに刑罰
けいばつ

を科
か

 

 
されることがあります。 

 

第
だい

１ 遵
じゅん

守
しゅ

事
じ

項
こう

 

（逃走
とうそう

） 

１ 逃走
とうそう

し、又
また

は逃走
とうそう

することを企
くわだ

ててはならない。 

（自
じ

殺
さつ

） 

２ 自
じ

殺
さつ

を企
くわだ

ててはならない。 

(自
じ

傷
しょう

行
こう

為
い

) 

３ 自
じ

傷
しょう

し、若
も

しくは異
い

物
ぶつ

を飲
の

み込
こ

むなどの身
しん

体
たい

に害
がい

を及
およ

ぼすおそれのある行
こう

為
い

をし、又
また

はこれらの行
こう

為
い

を企
くわだ

ててはならない。 

（視
し

察
さつ

妨
ぼう

害
がい

） 

４ 視
し

察
さつ

孔
こう

を壊
こわ

し、若
も

しくは汚
お

損
そん

し、許
きょ

可
か

なく走
はし

り、又
また

は隠
かく

れるなどして、職
しょく

員
いん
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による視
し

察
さつ

を妨害
ぼうがい

し、又
また

は妨害
ぼうがい

することを企
くわだ

ててはならない。 

（不
ふ

正
せい

連
れん

絡
らく

） 

５ 許
きょ

可
か

なく、又
また

は許
ゆる

された方法
ほうほう

によらず、他
た

人
にん

(自己
じ こ

以外
い が い

のすべての者
もの

をいう。

以下
い か

同
おな

じ。)、外
がい

部
ぶ

の団体
だんたい

等
とう

と連絡
れんらく

し、又
また

は連絡
れんらく

することを企
くわだ

ててはならない。 

（拒
きょ

食
しょく

） 

６ 拒
きょ

食
しょく

を続
つづ

けてはならない。 

（診
しん

療
りょう

等
とう

の拒
きょ

否
ひ

） 

７ 健
けん

康
こう

診
しん

断
だん

及
およ

びその実
じっ

施
し

上
じょう

必
ひつ

要
よう

な医学的
いがくてき

処置
し ょ ち

を拒
きょ

否
ひ

してはならない。生
せい

命
めい

に危
き

険
けん

が及
およ

ぶおそれがあるとき又
また

は他
た

人
にん

に疾
しっ

病
ぺい

が感染
かんせん

するおそれがあるときに実施
じ っ し

する診
しん

療
りょう

及
およ

び医
い

療
りょう

上
じょう

の措置
そ ち

を拒
きょ

否
ひ

してはならない。 

（暴
ぼう

動
どう

等
とう

） 

８ 集
しゅう

団
だん

で騒
さわ

ぎ、暴動
ぼうどう

を起
お

こし、若
も

しくはこれに加
くわ

わり、又
また

はこれらの行
こう

為
い

を企
くわだ

ててはならない。 

（火気
か き

不
ふ

正
せい

使
し

用
よう

等
とう

） 

９ 許
きょ

可
か

なく、火
ひ

を発
はっ

し、若
も

しくは使
し

用
よう

し、又
また

はこれらの行
こう

為
い

を企
くわだ

ててはならな

い。 

(建
たて

物
もの

等
とう

の損
そん

壊
かい

) 

１０ 建
たて

物
もの

、設
せつ

備
び

、備
び

品
ひん

（貸与品
たいよひん

を含
ふく

む。以下
い か

同
おな

じ。）等
とう

を壊
こわ

し、又
また

は壊
こわ

すことを 企
くわだ

ててはならない。 
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（設
せつ

備
び

等
とう

の機
き

能
のう

妨
ぼう

害
がい

等
とう

） 

１１ 電
でん

気
き

、ガス、水道
すいどう

、非
ひ

常
じょう

ベル、通路
つ う ろ

その他
た

の施
し

設
せつ

の設
せつ

備
び

等
とう

の機
き

能
のう

を妨
ぼう

害
がい

し、

若
も

しくはこれらを本
ほん

来
らい

の用
よう

途
と

に反
はん

して用
もち

い、又
また

はこれらの行
こう

為
い

を企
くわだ

ててはな

らない。 

（静
せい

穏
おん

阻
そ

害
がい

） 

１２ 壁
かべ

や扉
とびら

をたたくなどして騒音
そうおん

を発
はっ

し、放
ほう

歌
か

し、口笛
くちぶえ

を吹
ふ

き、又
また

は正
せい

当
とう

な理
り

由
ゆう

なく大声
おおごえ

を発
はっ

するなどして、静
せい

穏
おん

な環
かん

境
きょう

を害
がい

してはならない 

（集団
しゅうだん

形成
けいせい

） 

１３ 他
た

人
にん

に対
たい

する 脅
きょう

迫
はく

、威
い

圧
あつ

、若
も

しくは要
よう

求
きゅう

又
また

は 職
しょく

員
いん

に反
はん

抗
こう

を目
もく

的
てき

として、

集団
しゅうだん

を形成
けいせい

し、又
また

は形成
けいせい

することを企
くわだ

ててはならない。 

（虚偽
き ょ ぎ

風説
ふうせつ

流布
る ふ

） 

１４ 虚偽
き ょ ぎ

の風説
ふうせつ

を流布
る ふ

し、又
また

は流布
る ふ

することを企
くわだ

ててはらない。 

（汚
お

損
そん

行
こう

為
い

等
とう

） 

１５ 建物
たてもの

、設
せつ

備
び

、備
び

品
ひん

等
とう

に落
らく

書
が

きをし、又
また

はこれらを汚
お

損
そん

してはならない。 

（残飯
ざんぱん

投棄
と う き

等
とう

） 

１６ 残飯
ざんぱん

、ごみ等
とう

を所定
しょてい

の場
ば

所
しょ

以
い

外
がい

の場
ば

所
しょ

に投
とう

棄
き

若
も

しくは放置
ほ う ち

し、又
また

はたんやつ

ばを吐
は

き散
ち

らすなど施
し

設
せつ

の環
かん

境
きょう

衛
えい

生
せい

を害
がい

する行
こう

為
い

をしてはならない。 

(物
ぶっ

品
ぴん

不
ふ

正
せい

製
せい

作
さく

等
とう

) 
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１７ 許
きょ

可
か

なく物品
ぶっぴん

(金銭
きんせん

を含
ふく

む。以下
い か

同
おな

じ。)を製作
せいさく

し、加
か

工
こう

し、所持
し ょ じ

し、隠匿
いんとく

し、

壊
こわ

し、若
も

しくは投棄
と う き

し、又
また

はこれらの行
こう

為
い

を企
くわだ

ててはならない。 

（物
ぶっ

品
ぴん

不
ふ

正
せい

授
じゅ

受
じゅ

） 

１８ 許
きょ

可
か

なく他
た

人
にん

と物品
ぶっぴん

を授受
じゅじゅ

し、又
また

は授受
じゅじゅ

することを企
くわだ

ててはならない。 

（酒
さけ

・たばこの製作
せいさく

等
とう

） 

１９ 酒
しゅ

類
るい

、たばこ若
も

しくはこれらと類
るい

似
じ

のものを製作
せいさく

し、所持
し ょ じ

し、隠匿
いんとく

し、用
もち

い、

若
も

しくは他
た

人
にん

と授受
じゅじゅ

し、又
また

はこれらの行
こう

為
い

を企
くわだ

ててはならない。 

（シンナー等
とう

の吸飲
きゅういん

） 

２０ シンナー又
また

はこれと類
るい

似
じ

のものを吸飲
きゅういん

し、又
また

は吸飲
きゅういん

することを企
くわだ

てては

ならない。 

（物品
ぶっぴん

等
とう

の不
ふ

正
せい

使
し

用
よう

） 

２１ 使
し

用
よう

を許
ゆる

されている設
せつ

備
び

若
も

しくは物品
ぶっぴん

の管理
か ん り

を怠
おこた

り、又
また

は許
きょ

可
か

なくこれら

を本来
ほんらい

の使
し

用
よう

目的
もくてき

と異
こと

なる用
よう

途
と

に用
もち

い、若
も

しくは定
さだ

められた使
し

用
よう

方法
ほうほう

に反
はん

して

使
し

用
よう

してはならない。 

（不
ふ

正
せい

洗
せん

濯
たく

等
とう

） 

２２ 許
きょ

可
か

なく、衣
い

類
るい

等
とう

を洗濯
せんたく

し、身
しん

体
たい

若
も

しくは髪
かみ

を洗
あら

い、水
みず

を用
もち

いて拭
しき

身
しん

し、又
また

は水
みず

をまき散
ち

らすなどして、水
みず

を不
ふ

正
せい

に使
し

用
よう

してはならない。 

（暴行
ぼうこう

等
とう

） 
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２３ 他
た

人
にん

に暴行
ぼうこう

を加
くわ

え、若
も

しくは傷害
しょうがい

を与
あた

え、又
また

はこれらの行
こう

為
い

を企
くわだ

ててはな

らない。 
（けんか） 

２４ 他
た

人
にん

とけんかし、若
も

しくは口
こう

論
ろん

し、又
また

はこれらの行
こう

為
い

を企
くわだ

ててはならない。 

(脅迫
きょうはく

等
とう

) 

２５ 他
た

人
にん

を脅迫
きょうはく

し、威
い

圧
あつ

し、だまし、若
も

しくは困惑
こんわく

させる言動
げんどう

をなし、又
また

は他
た

人
にん

に対
たい

して義務
ぎ む

なきことを強要
きょうよう

してはならい。 

（侮
ぶ

辱
じょく

等
とう

） 

２６ 他
た

人
にん

を中 傷
ちゅうしょう

し、ひぼうし、若
も

しくは侮
ぶ

辱
じょく

し、又
また

は他人
た に ん

に対
たい

し粗
そ

暴
ぼう

な言動
げんどう

をしてはならない。 

（物品
ぶっぴん

喝取
かっしゅ

等
とう

） 

２７ 他
た

人
にん

の物品
ぶっぴん

を盗
ぬす

み、だまし取
と

り、又
また

は脅
おど

し取
と

ってはならない。 

（不
ふ

正
せい

配食
はいしょく

等
とう

） 

２８ 不
ふ

正
せい

に、配食
はいしょく

又
また

は喫
きっ

食
しょく

してはならない。 

（とばく等
とう

） 

２９ とばく若
も

しくはとばく類
るい

似
じ

の行
こう

為
い

をし、又
また

はこれらの行
こう

為
い

を企
くわだ

ててはなら

ない。 

（文
ぶん

身
しん

等
とう

） 

３０ 文
ぶん

身
しん

を施
ほどこ

し、又
また

は髪
かみ

若
も

しくはまゆをそり込
こ

むなどして、勝
かっ

手
て

に容
よう

ぼうを変
か

えてはならない。 
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（性的
せいてき

行
こう

為
い

等
とう

） 

３１ 他
た

人
にん

との間
あいだ

で、又
また

は他
た

人
にん

に対
たい

して性
せい

的
てき

行
こう

為
い

をしてはならない。他
た

人
にん

と寝
ね

床
どこ

を共
とも

にしてはならない。 

（わいせつ行
こう

為
い

等
とう

） 

３２ 故意
こ い

に陰
いん

部
ぶ

を露
ろ

出
しゅつ

するなど、他
た

人
にん

にわいせつな又
また

は嫌
けん

悪
お

の 情
じょう

を起
お

こさせ

るような行
こう

為
い

をしてはならない。 

（作
さ

業
ぎょう

拒
きょ

否
ひ

等
とう

） 

３３ 正当
せいとう

な理
り

由
ゆう

なく、指
し

定
てい

された作
さ

業
ぎょう

を拒
きょ

否
ひ

し、怠
なま

け、又
また

は妨害
ぼうがい

してはならな

い。 

（作
さ

業
ぎょう

安
あん

全
ぜん

衛
えい

生
せい

違
い

反
はん

） 

３４ 作
さ

業
ぎょう

安
あん

全
ぜん

衛
えい

生
せい

に関
かん

し定
さだ

められたこと又
また

は指示
し じ

されたことに違
い

反
はん

して作
さ

業
ぎょう

し、その他
た

これらに違
い

反
はん

する行
こう

為
い

をしてはならない。 

（作
さ

業
ぎょう

材
ざい

料
りょう

汚
お

損
そん

等
とう

） 

３５ 作
さ

業
ぎょう

製品
せいひん

や作
さ

業
ぎょう

用
よう

の原
げん

材
ざい

料
りょう

、機
き

械
かい

、器
き

具
ぐ

等
とう

を汚
お

損
そん

し、隠
いん

匿
とく

し、壊
こわ

し、若
も

しくは投
とう

棄
き

し、又
また

は故意
こ い

に不
ふ

良
りょう

製品
せいひん

を製作
せいさく

してはならない。 

（点検
てんけん

等
とう

の拒
きょ

否
ひ

等
とう

） 

３６ 職
しょく

員
いん

による人
じん

員
いん

点
てん

検
けん

又
また

は身体
しんたい

、着
ちゃく

衣
い

、居
きょ

室
しつ

若
も

しくは物
ぶっ

品
ぴん

の検
けん

査
さ

を拒
きょ

否
ひ

し、

又
また

は妨
ぼう

害
がい

してはならない。 
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（職
しょく

務
む

執
しっ

行
こう

妨
ぼう

害
がい

） 

３７ 職員
しょくいん

の職
しょく

務
む

の執行
しっこう

を、暴行
ぼうこう

、脅
きょう

迫
はく

その他
た

の方法
ほうほう

で妨
さまた

げてはならない。 

（虚
きょ

偽
ぎ

申告
しんこく

） 

３８ 職
しょく

員
いん

の職
しょく

務
む

上
じょう

の調
ちょう

査
さ

、質問
しつもん

等
とう

に対
たい

して、虚
きょ

偽
ぎ

の申告
しんこく

をしてはならない。 

（反
はん

復
ぷく

要求
ようきゅう

） 

３９ 職
しょく

員
いん

に対
たい

し、強要
きょうよう

にわたるような要求
ようきゅう

を繰
く

り返
かえ

し行
おこな

ってはならない。 

（反抗
はんこう

） 

４０ 職
しょく

員
いん

の指示
し じ

に対
たい

し、抗弁
こうべん

、無視
む し

その他
た

の不
ふ

当
とう

な方法
ほうほう

で反抗
はんこう

してはならない。 

（無
む

断
だん

離
り

席
せき

等
とう

） 

４１ 許
きょ

可
か

なく、定
さだ

められた就寝
しゅうしん

位置
い ち

を変
へん

更
こう

したり、指
し

定
てい

された席
せき

若
も

しくは場
ば

所
しょ

を離
はな

れ、又
また

は立
たち

入
い

りが禁
きん

止
し

された場
ば

所
しょ

に立
た

ち入
い

ってはならない。 

（不
ふ

正
せい

交
こう

談
だん

等
とう

） 

４２ 別紙
べ っ し

に掲
かか

げる交談
こうだん

を禁
きん

じられている時
とき

又
また

は場
ば

所
しょ

において、正当
せいとう

な理
り

由
ゆう

なく

話
はなし

をし、又
また

は他人
た に ん

に話
はな

しかけてはならない。 

（指
し

導
どう

の拒
きょ

否
ひ

等
とう

） 

４３ 正当
せいとう

な理
り

由
ゆう

なく、刑
けい

執行
しっこう

開始
か い し

時
じ

や釈放
しゃくほう

前
まえ

の指
し

導
どう

、改
かい

善
ぜん

指
し

導
どう

又
また

は教
きょう

科
か

指
し

導
どう

を

拒
きょ

否
ひ

し、又
また

は妨害
ぼうがい

してはならない。 

（起
き

居
きょ

動
どう

作
さ

時間
じ か ん

帯
たい

違
い

反
はん

） 
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４４ 故意
こ い

に定
さだ

められた起
き

居
きょ

動
どう

作
さ

の時
じ

間
かん

帯
たい

に違
い

反
はん

する行
こう

為
い

をしてはならない。 

（刑罰
けいばつ

法令
ほうれい

違
い

反
はん

） 

４５ 刑罰
けいばつ

法令
ほうれい

に違
い

反
はん

する行為
こ う い

をしてはならない。 

（そそのかし行
こう

為
い

等
とう

） 

４６ 他
た

の被
ひ

収
しゅう

容
よう

者
しゃ

に対
たい

して、遵
じゅん

守
しゅ

事
じ

項
こう

又
また

は特
とく

別
べつ

遵
じゅん

守
しゅ

事
じ

項
こう

に違
い

反
はん

することをあ

おり、そそのかし、又
また

は援
えん

助
じょ

してはならない。 

 

第
だい

２ 職
しょく

員
いん

の指示
し じ

に対
たい

する違
い

反
はん

 

第
だい

１の遵守
じゅんしゅ

事項
じ こ う

に違反
い は ん

した場合
ば あ い

のほか、「刑事
け い じ

収容
しゅうよう

施設
し せ つ

及
およ

び被収容者
ひしゅうようしゃ

等
とう

の処遇
しょぐう

に関
かん

する法律
ほうりつ

」第
だい

７４条
じょう

第
だい

３項
こう

の規
き

定
てい

に基
もと

づき職
しょく

員
いん

が行
おこな

った刑
けい

事
じ

施
し

設
せつ

の規
き

律
りつ

及
およ

び秩
ちつ

序
じょ

を維持
い じ

するために必
ひつ

要
よう

な生
せい

活
かつ

及
およ

び行動
こうどう

についての指示
し じ

に違
い

反
はん

した場合
ば あ い

にも、同法
どうほう

第
だい

１５０条
じょう

第
だい

１項
こう

に基
もと

づき、同法
どうほう

第
だい

１５１条
じょう

第
だい

１項
こう

に定
さだ

める懲罰
ちょうばつ

を科
か

されることがあります。 
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別紙
べ っ し

 

１ 場所
ば し ょ

 

⑴ 互
たが

いに異
こと

なる居室間
きょしつかん

若
も

しくは工場間
こうじょうかん

 

⑵ 入 浴 場
にゅうよくじょう

及
およ

び入浴
にゅうよく

待合所
まちあいしょ

 

⑶ 面会
めんかい

控室
ひかえしつ

及
およ

び同室前
どうしつまえ

廊下
ろ う か

 

⑷ 更衣室
こういしつ

及
およ

び検
けん

身室
しんしつ

 

⑸ 体育館
たいいくかん

、教室
きょうしつ

及
およ

び集会室
しゅうかいしつ

 

⑹ 診察
しんさつ

待合所
まちあいしょ

 

２ 時
とき

 

⑴ 就 業 中
しゅうぎょうちゅう

 

⑵ 就寝
しゅうしん

時間中
じかんちゅう

 

⑶ 人員
じんいん

点検中
てんけんちゅう

 

⑷ 休養
きゅうよう

患者
かんじゃ

に係
かか

る安静
あんせい

時間中
じかんちゅう

 

⑸ 単独
たんどく

運動中
うんどうちゅう

 

⑹ 整列中
せいれつちゅう

 

⑺ 護送中
ごそうちゅう

 

⑻ 連行中
れんこうちゅう

 

３ その他
た

、職員
しょくいん

が施設内
しせつない

の規律
き り つ

を維持
い じ

し、又
また

は教科
きょうか

指導
し ど う

及
およ

び改善
かいぜん

指導
し ど う

等
とう

の

目的
もくてき

を達成
たっせい

するために必要
ひつよう

があると認
みと

めて交談
こうだん

を禁止
き ん し

した場合
ば あ い

。 


